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報  告 
 

 

【１．はじめに】 

 

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」（平成29年

６月１日衆議院議院運営委員会・同月７日参議院天皇の退位等に関する皇室

典範特例法案特別委員会。以下「附帯決議」といいます。）では、「安定的な

皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等」について、政府は検

討を行い、その結果を国会に報告することとされています。 

この会議（以下単に「会議」といいます。）は、菅義偉内閣において、「『天

皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議』に関する有識者会

議の開催について」（令和３年３月16日内閣総理大臣決裁）に基づき、上記

の課題について、様々な専門的知見を有する人々の意見を踏まえ議論し整理

することをその趣旨として設置されました。会議としては、この趣旨を踏ま

えた上で、若い世代や女性を含め幅広い方々から御意見を伺い、議論を進め

ました。 

７月26日の第10回会議においては、それまでの議論を基に「今後の整理

の方向性について」を取りまとめ、また更なる議論のため、事務局に対し、

制度的事項や歴史的事項について調査・研究を依頼しました。岸田文雄内閣

において会議は再開され、調査・研究結果も踏まえながら 11 月以降議論を

行い、今般、附帯決議をめぐる議論について会議として結論を得ることがで

きました。 

天皇及び皇族に関する制度は、憲法に定められた国家の基本に関わる事柄

です。附帯決議で示された課題については、国民の中でも様々な考え方があ

り、将来に向けた方策を見出していくには大変難しいものがありますが、今

のうちに検討しておく必要があります。 
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会議においては、３月以来 10 回を超える場を設け、慎重かつ真剣な議論

を行ってきました。ここに、この課題についての会議としての考え方をお示

ししたいと思います。 
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【２．現行の皇位継承・皇室制度の基本】 

  

憲法は、皇位は世襲のものであって、皇室典範の定めるところにより、こ

れを継承する旨定めており、これを受け、皇室典範（昭和22年法律第３号）

は、「皇統に属する男系の男子」である皇族が皇位を継承する旨を定めていま

す。 

ここで、「男系」とは、父方のみをたどることによって天皇と血統がつなが

ることとされています。一方、「女系」とは、「男系」以外の天皇との血のつ

ながり、すなわち母方を通じてしか天皇とつながらない血のつながりを含ん

だ血統のつながりのことをいいます。 

今上陛下は第126代の天皇でいらっしゃいますが、これまで歴代の皇位は、

例外なく男系で継承されてきました。 

また、皇室典範には、 

・非嫡出子は皇族としない 

・皇族は、養子をすることができない 

・皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合・皇族男子と婚姻

する場合を除いて皇族となることがない 

・皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離

れる 

ことなどが定められています。 

なお、「宮家」という言葉がありますが、これは、独立して一家をなす皇族

に対する呼称であり、法律に基づく制度ではありません。 
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【３．議論の経緯】 

  

会議は、令和３年３月23日、菅義偉内閣総理大臣・加藤勝信内閣官房長官

御出席の下、議論をスタートさせました。 

第１回会議においては、様々な専門的な知見を有する方々等から幅広く御

意見を伺い参考とするため、10の質問からなる聴取項目を作成し、ヒアリン

グを行うこととしました。この聴取項目は、 

・「皇統に属する男系の男子」という皇位継承資格を有する皇族は、秋篠宮

皇嗣殿下、悠仁親王殿下及び常陸宮正仁親王殿下の三方がいらっしゃる

が、天皇陛下の次の世代の皇位継承資格者は、悠仁親王殿下のみである 

・悠仁親王殿下以外の未婚の皇族は、全員が女性皇族であり、かつ、婚姻

可能な年齢に達していることから、「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者

と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」とされている現行制度の下で、

悠仁親王殿下の世代には、悠仁親王殿下の他には皇族がいらっしゃらな

くなることもあり得る 

という皇室の現状をどのように捉えるか、その現状に対してどのような対応

策が考えられるのか、について考えていくため、作成したものです。（聴取項

目の一覧は、参考資料６を御覧ください。） 

この聴取項目に基づいて、４月８日の第２回会議から６月７日の第６回会

議までの計５回、合計21名の方からヒアリングを実施いたしました。（ヒア

リング対象者の一覧は、参考資料７を御覧ください。） 

ヒアリングの対象者を決めるに当たっては、幅広いお考えをお聞きするこ

とができるよう、歴史や法律、皇室制度や宗教などに詳しい専門家の方々か

ら御意見をお聞きすることはもちろん、若い世代の方々等を含め広くお考え

をお聞きすることができるように留意しました。 

このヒアリングを通して様々な考え方をお聞きした後、４回にわたり行っ

た議論を踏まえて、７月26日の第10回会議において「今後の整理の方向性
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について」を取りまとめました。また、その際、会議として更なる議論を行

うために必要と考えられる事項について調査・研究を行うよう事務局に対し

て依頼し、事務局において、７月末から３か月余にわたり調査・研究が重ね

られました。 

事務局における調査・研究が終了し、11月 30日、岸田文雄内閣総理大臣・

松野博一内閣官房長官御出席の下、「今後の整理の方向性について」を基礎に

して会議における議論を再開し、本日 12 月 22 日、第 13 回会議において、

この報告を取りまとめるに至りました。  
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【４．皇位継承と皇族数の減少についての基本的な考え方】 

 

附帯決議で示された課題は、皇位継承の問題と皇族数の減少の問題の二つ

であります。 

 

皇位継承については、先に述べたとおり、現在、皇位継承資格者として、

秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下及び常陸宮正仁親王殿下の三方がおられます。

会議では、ヒアリングを通じて、これまでの皇位継承の歴史や伝統の重みに

ついて改めて認識を深めることができました。このような皇位継承の流れの

中で、将来において、皇位が悠仁親王殿下に受け継がれていくことになりま

す。 

 

ヒアリングの中では、皇位継承のルールについて悠仁親王殿下までは変え

るべきでないとの意見がほとんどを占め、現時点において直ちに変更すべき

との意見は一つのみでありました。 

皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が

極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次

世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えるこ

とには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれ

ぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。 

会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者とし

て悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるが

せにしてはならないということで一致しました。 

悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現

状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられま

す。 
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以上を踏まえると、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将

来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で

議論を深めていくべきではないかと考えます。 

 

一方、現在、悠仁親王殿下以外の未婚の皇族が全員女性であることを踏ま

えると、悠仁親王殿下が皇位を継承されたときには、現行制度の下では、悠

仁親王殿下の他には皇族がいらっしゃらなくなることが考えられます。会議

においては、このような事態はどうしても避けなければならないということ

で意見の一致を見ました。そのためには、まずは、皇位継承の問題と切り離

して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であります。これについては、

様々な方策を今のうちに考えておかなければなりません。 

 

以下、この「皇族数の確保」について、会議として議論したことをお示し

します。 
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【５．皇族数の確保について】 

 

（１）皇族の役割から見た皇族数の確保の基本的考え方 

皇族の役割には様々なものがあります。 

皇族の役割として制度的に定められているもののうち、最も多く活用され

ているのは、国事行為の臨時代行（国事行為の臨時代行に関する法律（昭和

39年法律第83号））です。国際親善のため天皇が外国を訪問することは数多

く行われており、昭和天皇は２回、上皇陛下は御在位中 20 回にもわたり外

国訪問を行われました。これらの天皇の不在時に憲法に定められた国事行為

を行うのが臨時代行であり、この国事行為の臨時代行を担う皇族がいらっし

ゃらなければ、外国訪問を始め様々な天皇の活動に制約が生じるおそれがあ

ります。 

皇室会議は、天皇及び男性皇族の婚姻、皇族の皇籍離脱などの皇族の身分

に関わる重要事項を審議するため開催されるものですが、その議員計 10 名

のうち、皇族が２名を占めることとなっています1（皇室典範第28条）。さら

に、皇室会議には予備議員という制度があり、議員に事故のあるときや議員

が欠けたとき、また、自分の利害に特別の関係のある議事のため議員が参与

できないときは、予備議員がその職務を行うこととなり、その数は２名と定

められています（皇室典範第30条・第36条）。このように、皇室会議の制度

は、複数の皇族がいらっしゃることを前提としているものです。 

また、摂政（皇室典範第16条等）は、天皇が成年に達しないときや天皇に

心身の重患などがあり国事行為を自らすることができないときに置かれる

ものですが、そのような不測の事態に備え、摂政を務めるべき皇族の存在は

欠くことのできないものです。 

このようなことからすると、悠仁親王殿下の世代に悠仁親王殿下以外どな

                      
1 皇族以外の皇室会議のメンバーは、衆・参両院の正副議長、内閣総理大臣、宮内庁長官、最高

裁判所の長官・裁判官の８名である。 
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たも皇族がいらっしゃらないという事態は、避けなければならないと考えま

す。 

以上のような法制度上の役割のほか、皇族の方々の役割としては、文化・

学術、スポーツなどの各種式典や大会等へ臨席することや各種団体の活動に

関わること、災害等に関わる慰問・慰霊、外国訪問など、国民の安寧な生活

のため様々な公的活動を行うことや、天皇の身近な親族として天皇を支える

という役割などがあります。 

以上のような皇族方の役割も考慮すると、悠仁親王殿下の世代においても

十分な数の皇族方に皇室にいらっしゃっていただく必要があると考えます。 

したがって、４．で述べたとおり、皇族数の確保を図ることは喫緊の課題

であり、その際、多様な世代の方が男女共に、悠仁親王殿下を支えるという

ことが重要なのではないかと考えます。 

 

（２）皇族数確保の具体的方策 

では、皇族数を確保する具体的な方策としてどのようなものがあるのでし

ょうか。ヒアリングにおいて様々な考え方をお聞きし、議論を重ねていく中

で、会議としては、以下の三つがその方策としてあるのではないかと考える

に至りました。 

 

① 内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること 

② 皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の

男子を皇族とすること 

③ 皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とすること 

 

 

① 内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること 

悠仁親王殿下の世代に、悠仁親王殿下以外の皇族がいらっしゃらなくなる
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おそれがあるのは、現行制度が女性皇族は婚姻により皇族の身分を離れるこ

ととなっていることに、一つの原因があるものと考えられます。 

そこで、この制度を改めて、内親王・女王は婚姻後も皇族の身分を保持す

ることとし、婚姻後も皇族として様々な活動を行っていただくというのがこ

の考え方です。 

これは、明治時代に旧皇室典範が定められるまでは、女性皇族は皇族でな

い者と婚姻しても身分は皇族のままであったという皇室の歴史とも整合的

なものと考えられます。和宮として歴史上も有名な親子
ち か こ

内親王（第120代仁

孝天皇の皇女）は、徳川第 14 代将軍家茂との婚姻後も皇族のままでありま

したし、家茂が皇族となることもありませんでした。 

また、女性皇族に婚姻後も皇族の身分を保持していただくことは、女性皇

族が現在行っておられる様々な公的活動が継続的に行われていくことにつ

ながり、担われる御公務の発展が期待されるとともに、関わっておられる行

事や団体などの継続的発展の観点からも望ましいのではないでしょうか。 

ただし、この方策に反対する考え方もあります。その代表的なものは、女

性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持することが皇位継承資格を女系に拡大

することにつながるのではないか、というものです。これは、女性皇族の婚

姻後生まれてくる子（女性皇族の配偶者が皇統に属する男系の男子でない限

り、父方で天皇と血統がつながらないので女系の子となる。）にもしも将来皇

位継承を認めることとなれば、それは女系継承になってしまうという考えで

す。 

この点については、女性皇族が皇族でない男性と婚姻しても皇族の身分を

保持するという新しい制度を導入した場合、その子は皇位継承資格を持たな

いとすることが考えられます。また、配偶者と子は皇族という特別の身分を

有せず、一般国民としての権利・義務を保持し続けるものとすることが考え

られます。 

以上のような新しい制度とする場合でも、現在の内親王・女王殿下方は、

10



 

 

 

天皇及び皇族以外の者と婚姻したときには皇族の身分を離れる制度（皇室典

範第 12 条）の下で人生を過ごされてきたことに十分留意する必要がありま

す。 

 

② 皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男

子を皇族とすること 

養子は、皇族については、皇室典範第９条により認められていませんが、

一般の国民には、民法（明治29年法律第89号）に基づき広く活用されてい

る制度です。 

実際の養子の目的は様々であり、十分な監護が得られるよう未成年の子の

ために行われる養子縁組もありますが、例えば家名・家業を継がせる2という

目的で、養子となるのにふさわしい人を、当事者間の合意により養子とする

ことも行われています。 

 

皇族数が減少する中で、皇族が養子を迎えることを可能とし、養子となっ

た方が皇族となり、皇族の役割、皇室の活動を担っていただく、ということ

は採り得る方策であるものと考えます。その場合、皇族が男系による継承を

積み重ねてきたことを踏まえると、養子となり皇族となる者も、皇統に属す

る男系の男子に該当する者に限ることが適切であると考えます。 

現行の制度では、婚姻により女性が皇族となること及び皇族の夫婦から子

が生まれること以外に皇族数が増加することはありません。未婚の男性皇族

が悠仁親王殿下以外いらっしゃらない現状において、皇族が養子を迎えるこ

とを可能とすることは、少子化など婚姻や出生を取り巻く環境が厳しくなる

中で、皇室を存続させていくため、直系の子、特に男子を得なければならな

                      
2 例えば、徳川家は、征夷大将軍全15代のうち６代が先代の実子ではなく、徳川家康の血をひく

子孫が後を継いでいる。家康の血をひいていることが重視されたものと考えられ、例えば、第10

代家治は、５親等離れた家斉を養子として後を継がせている。 
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いというプレッシャーを緩和することにもつながるのではないかと考えま

す。 

この方策については、昭和 22 年 10 月に皇籍を離脱したいわゆる旧 11 宮

家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々に養子に入っていただくこと

も考えられます。これらの皇籍を離脱した旧 11 宮家の皇族男子は、日本国

憲法及び現行の皇室典範の下で、皇位継承資格を有していた方々3であり、そ

の子孫の方々に養子として皇族となっていただくことも考えられるのでは

ないでしょうか。皇籍を離脱して以来、長年一般国民として過ごしてきた

方々であり、また、現在の皇室との男系の血縁が遠いことから、国民の理解

と支持を得るのは難しいという意見もあります。しかしながら、養子となっ

た後、現在の皇室の方々と共に様々な活動を担い、役割を果たしていかれる

ことによって、皇族となられたことについての国民の理解と共感が徐々に形

成されていくことも期待されます。 

また、皇位継承に関しては、養子となって皇族となられた方は皇位継承資

格を持たないこととすることが考えられます。 

なお、養子となられる方が婚姻していて既に子がいらっしゃる場合におい

ては、民法同様、子については養親との親族関係が生じないこととし、皇族

とならないことも考えられます。 

 

③ 皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とすること 

この方策は、皇族という我が国において特別な立場について、養子のよう

な一般国民に広く受け入れられている家族制度とは異なるアプローチで、新

たなメンバーを迎えようとするものであるといえます。 

①・②の方策と異なり、現皇族の御意思は必要としない制度であるという

                      
3 日本国憲法及び現行皇室典範が施行された昭和22年５月３日から同年10月14日に皇籍離脱

するまでの間は、皇位継承順位第６位の寬仁親王（三笠宮崇仁親王第１男子）に次ぐ第７位以

降、26方が皇位継承資格を持っていた。 
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面もあります。他方、皇統に属するとはいえ現在一般国民である方が、現在

皇室にいらっしゃる皇族方と何ら家族関係を有しないまま皇族となること

は、国民の理解と支持の観点からは、②の方策に比べ、より困難な面がある

のではないかとの指摘もあるところです。 

 

 

以上の①から③についての考察を踏まえると、皇位継承資格の問題とは切

り離して、喫緊の課題と考えられる皇族数の確保を図る観点から、 

① 内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること 

② 皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男

子を皇族とすること 

という二つの方策について今後、具体的な制度の検討を進めていくべきでは

ないかと考えます。 

 

③ 皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とすること 

については、①及び②の方策では十分な皇族数を確保することができない場

合に検討する事柄と考えるべきではないでしょうか。 

いずれにせよ一定の皇族数を確保することは必須の課題であるので、その

ためには多様な方策が存在することが重要であるとの観点に立って検討を

進めていくべきではないかと考えます。 

 

（３）その他 

以上の方策のほかに、現在の制度における皇族の範囲の変更は行わないで、

婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、

様々な皇室の活動を支援していただくということも考えられます。現に、皇

族の身分を離れた後も皇室にゆかりの深い役割を続けられている元女性皇

族の方もいらっしゃいます。しかしながら、摂政や国事行為の臨時代行や皇
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室会議の議員という法制度上の役割は、「元皇族」では果たすことはできませ

ん。現在の皇室の活動等の担い手を確保していくための一つの方策ではあり

ますが、やはり皇族数の確保のためには、上記①から③のような方策が必要

とされるものと考えられます。 
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【６．おわりに】 

 

我が国の皇室は、世界に例を見ない長い歴史と伝統を有しています。この

会議のメンバーはそれぞれ、皇室に関わる議論に参加することについて、役

割をしっかり果たさなければならないという思いと同時に我が国の未来に

関わる大変重く難しい問題であるという認識を強く持っております。 

しかしながら、これらの課題は時機を失することなく考えていかなければ

ならない事柄でもあります。会議のメンバーは、歴史や伝統に対する謙虚な

気持ちを抱き続けながら、真摯に、慎重に議論に臨んでまいりました。 

ヒアリングでは、議論を進めるために大変有意義な知見を数多く得ること

ができましたし、専門分野、世代、性別など様々な面で多様な方々から幅広

い考え方を伺うことができました。特に、この議論を行うに当たっては、歴

史や制度に対する正確な知識が必要不可欠であるということを改めて認識

しました。 

会議のメンバーも様々なバックグラウンドを持ち、男女同数で年代的にも

幅広い構成の中で、それぞれ真摯に議論を重ねてまいりました。具体的には、

憲法を始め現行の法制度と整合を取りながらどのように制度設計すべきか、

御公務の在り方を含め、今後の皇室の活動をどのように考えていくべきか、

制度を決めるだけでなく、国民や当事者の方にも受け入れられるようにする

にはどうすればよいか、当事者の方の御意思をどのように制度に位置付ける

ことができるか、などについて真剣に考えたところです。 

その中で、皇位継承については悠仁親王殿下までの流れを前提にすべきで

あるとの考えで会議として一致しました。皇位継承の問題とは切り離した上

で皇族数の減少が喫緊の課題であるという共通認識の下に、皇族数の確保に

向けてできるだけ多様な選択肢を提示するという考え方に立って検討を進

め、その具体的な方策を示唆するに至った次第です。 

これらの方策を実現することは、悠仁親王殿下の後の皇位継承について考
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える際も、極めて大事なことであると考えます。 

 

これらの方策について、国民の間には、様々な受け止めもあるかと思いま

す。ここにお示しした会議の議論の結果が、国会を始め各方面における検討

に資するものとなることを期待するものです。 

その際、福沢諭吉が「帝室論」の中で、「帝室は政治社外のものなり」と述

べているように、この皇室をめぐる課題が、政争の対象になったり、国論を

二分したりするようなことはあってはならないものと考えます。静ひつな環

境の中で落ち着いた検討を行っていただきたいと願っています。 
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「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する 

有識者会議の開催について 

令 和 ３ 年 ３ 月 1 6 日 

内閣総理大臣決裁 

１．趣旨 

  「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」（平成 29年６

月１日衆議院議院運営委員会・同月７日参議院天皇の退位等に関する皇室典範

特例法案特別委員会）の一において示された課題について、様々な専門的な知

見を有する人々の意見を踏まえ議論し整理を行うため、高い識見を有する人々

の参集を求めて、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」

に関する有識者会議（以下「有識者会議」という。）を開催する。 

２．構成 

（１）有識者会議は、別紙に掲げる有識者により構成し、内閣総理大臣が開催

する。 

（２）有識者会議の座長は、出席者の互選により決定する。

（３）有識者会議は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

３．庶務等 

（１）有識者会議の庶務は、内閣官房において処理する。

（２）内閣官房は、必要に応じ、宮内庁、内閣法制局その他関係省庁の協力を

求めるものとする。 

４．その他 

 前各項に定めるもののほか、有識者会議の運営に関する事項その他必要な事 

項は、座長が定める。 
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（別紙） 

「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する 

有識者会議メンバー 

大橋 真由美 上智大学法学部教授 

清家 篤 日本私立学校振興･共済事業団理事長 

慶應義塾学事顧問 

冨田 哲郎 東日本旅客鉄道株式会社取締役会長 

中江 有里 女優・作家・歌手 

細谷 雄一 慶應義塾大学法学部教授 

宮崎 緑 千葉商科大学教授・国際教養学部長 

（五十音順） 
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=「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議=  

開催実績 

 

 開  催  日 議    題 

第 １回 令和３年 ３月 23 日 

○内閣総理大臣挨拶・座長の選任 

○皇室の構成、皇室に関する法制度、皇室の御活動 

○有識者ヒアリングの実施について 

第 ２回 ４月 ８日 
○有識者ヒアリング 

○第３回会議における有識者ヒアリング対象者 

第 ３回 ４月 21 日 
○有識者ヒアリング 

○第４回会議における有識者ヒアリング対象者 

第 ４回 ５月 10 日 
○有識者ヒアリング 

○第５回会議における有識者ヒアリング対象者 

第 ５回 ５月 31 日 
○有識者ヒアリング 

○第６回会議における有識者ヒアリング対象者 

第 ６回 ６月 ７日 ○有識者ヒアリング 

第 ７回 ６月 16 日 
○有識者ヒアリングで表明された意見について 

○自由討議 

第 ８回 ６月 30 日 
○有識者ヒアリングで表明された意見について 

○討議 

第 ９回 ７月 ９日 ○討議 

第 10 回 ７月 26 日 ○討議 

第 11 回 11 月 30 日 

○内閣総理大臣挨拶 

○調査・研究事項の報告 

○討議 

第 12 回 12 月６日 ○討議 

第 13 回 12 月 22 日 
〇有識者会議報告について 

〇内閣総理大臣挨拶 
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皇
室
に
関
す
る
法
制
度

１
皇
位
継
承

○
皇
位
は
「
世
襲
の
も
の
で
あ
つ
て
、
国
会
の
議
決
し
た
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
継
承
す
る
」
と
定
め
る
。
（
憲
法
第
２
条
）

○
皇
位
継
承
資
格
を
「
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
」
に
限
定
す
る
。
（
皇
室
典
範
第
１
条
）

○
皇
位
は
「
皇
族
に
、
こ
れ
を
伝
え
る
」
と
定
め
、
現
に
皇
族
で
あ
る
者
に
皇
位
継
承
資
格
を
限
定
す
る
。
（
皇
室
典
範
第
２
条
）

○
直
系
優
先
（
天
皇
か
ら
そ
の
子
へ
の
継
承
を
優
先
）
、
長
系
優
先
（
兄
弟
で
は
年
長
者
を
優
先
）
、
近
親
優
先
（
天
皇
か
ら
血
縁
が
近
い
者
を

優
先
）
に
よ
り
、
皇
位
継
承
順
序
を
定
め
る
。
（
皇
室
典
範
第
２
条
）

※
男
系
・
女
系
に
つ
い
て

・
こ
こ
で
は
、
男
性
の
み
で
天
皇
と
血
統
が
つ
な
が
る
（

の
部
分
）
子
孫
を
男
系
子
孫
と
い
う
。

・
こ
こ
で
は
、
こ
れ
以
外
で
天
皇
と
血
統
が
つ
な
が
る
（

の
部
分
）
子
孫
を
女
系
子
孫
と
い
う
。

・
男
系
女
系
を
問
わ
ず
女
子
の
子
孫
は
女
系
と
な
る
。

【
男
系
・
女
系
の
例
】

天
皇
(男

子
)

女
子
Ａ
(男

系
女
子
)

男
子
Ｃ
(女

系
男
子
)

女
子
Ｄ
(女

系
女
子
) 

男
子
Ｂ
(男

系
男
子
) 

女
子
Ｅ
(男

系
女
子
) 

男
子
Ｆ
(男

系
男
子
)

憲
法

皇
室
典

範
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２
皇
族

〔
皇
族
の
身
位
〕

○
皇
后
、
太
皇
太
后
、
皇
太
后
、
親
王
、
親
王
妃
、
内
親
王
、
王
、
王
妃
、
女
王
を
皇
族
と
す
る
。
（
皇
室
典
範
第
５
条
）

〔
皇
族
の
身
分
の
取
得
等
〕

○
皇
族
の
子
孫
で
男
系
の
者
は
、
世
代
を
問
わ
ず
皇
族
と
な
る
（
い
わ
ゆ
る
永
世
皇
族
制
）
。
（
皇
室
典
範
第
６
条
）

○
非
嫡
出
子
は
皇
族
と
し
な
い
。
（
皇
室
典
範
第
６
条
）

○
養
子
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
皇
室
典
範
第
９
条
）

○
皇
族
以
外
の
者
及
び
そ
の
子
孫
は
、
女
子
が
皇
后
と
な
る
場
合
及
び
皇
族
男
子
と
婚
姻
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
皇
族
と
な
る
こ
と
が
な
い
。

（
皇
室
典
範
第
１
５
条
）

※
い
わ
ゆ
る
「
宮
家
」
・
「
宮
号
」
に
つ
い
て

・
い
わ
ゆ
る
「
宮
家
」
と
は
、
独
立
し
て
一
家
を
な
す
皇
族
に
対
す
る
一
般
的
な
呼
称
で
あ
り
、
法
律
に
基
づ
く
制
度
で
は
な
い
。
（
＊
）

・
い
わ
ゆ
る
「
宮
号
」
と
は
、
天
皇
の
お
ぼ
し
め
し
に
よ
り
皇
族
に
対
し
て
賜
る
も
の
で
あ
り
、
法
律
に
基
づ
く
制
度
で
は
な
い
。

＊
こ
の
意
味
に
お
け
る
「
宮
家
」
は
、
現
在
、
秋
篠
宮
家
、
常
陸
宮
家
、
三
笠
宮
家
、
高
円
宮
家
の
４
宮
家
。

〔
皇
族
の
身
分
か
ら
の
離
脱
（
皇
籍
離
脱
）
〕

○
天
皇
と
の
血
縁
の
遠
近
等
に
よ
り
、
離
脱
の
可
否
や
要
件
に
区
別
が
あ
る
。
（
皇
室
典
範
第
１
１
条
～
第
１
４
条
）

○
皇
太
子
、
皇
太
孫
は
、
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

○
皇
族
女
子
は
、
天
皇
及
び
皇
族
以
外
の
者
と
婚
姻
し
た
と
き
は
、
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
。
（
皇
室
典
範
第
１
２
条
）

皇
室
典
範
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３
摂
政

○
摂

政
は
、
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
置
く
。
（
憲
法
第
５
条
）

○
摂

政
は
、
天
皇
の
名
で
そ
の
国
事
行
為
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
摂
政
は
日
本
国
憲
法
の
定
め
る
国
事
行
為
の
み
を
行
い
、
国
政
に
関
す
る

権
能

を
有
し
な
い
。
（
憲
法
第
５
条
）

○
天

皇
が
成
年
に
達
し
な
い
と
き
は
、
摂
政
を
置
く
。
ま
た
、
天
皇
が
、
精
神
若
し
く
は
身
体
の
重
患
又
は
重
大
な
事
故
に
よ
り
、
国
事
行
為
を

み
ず

か
ら
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
皇
室
会
議
の
議
に
よ
り
、
摂
政
を
置
く
。
（
皇
室
典
範
第
１
６
条
）

○
摂

政
は
、
次
の
順
序
に
よ
り
、
成
年
に
達
し
た
皇
族
が
就
任
す
る
。
（
皇
室
典
範
第
１
７
条
）

①
皇
太
子
（
皇
太
孫
）

②
親
王
・
王

③
皇
后

④
皇
太
后

⑤
太
皇
太
后

⑥
内
親
王
・
女
王

※
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
に
お
い
て
、
上
皇
后
は
「
皇
室
典
範
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
皇
太
后
の
例
に
よ
る
」
と

さ
れ
て
お
り
、
上
皇
后
も
摂
政
の
就
任
資
格
が
あ
る
。

○
摂

政
は
、
そ
の
在
任
中
、
訴
追
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
た
め
、
訴
追
の
権
利
は
、
害
さ
れ
な
い
。
（
皇
室
典
範
第
２
１
条
）

４
国
事
行

為
の
臨
時
代
行

○
天

皇
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
国
事
行
為
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
憲
法
第
４
条
第
２
項
）

○
天

皇
は
、
精
神
若
し
く
は
身
体
の
疾
患
又
は
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
摂
政
を
置
く
べ
き
場
合
を
除
き
、
内
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
り
、
国
事

行
為

を
皇
室
典
範
第
１
７
条
の
規
定
に
よ
り
摂
政
と
な
る
順
位
に
あ
た
る
皇
族
に
委
任
し
て
臨
時
に
代
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国

事
行
為
の
臨
時
代
行
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
１
項
）

○
国

事
行
為
の
委
任
を
受
け
た
皇
族
は
、
そ
の
委
任
が
さ
れ
て
い
る
間
、
訴
追
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
た
め
、
訴
追
の
権
利
は
、
害
さ
れ

な
い

。
（
国
事
行
為
の
臨
時
代
行
に
関
す
る
法
律
第
６
条
）

憲
法

皇
室
典
範

憲
法

国
事
行
為
の
臨
時
代
行
に
関
す
る
法
律
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５
皇
室
会

議

○
構

成
、
互
選
に
よ
る
議
員
の
任
期
（
皇
室
典
範
第
２
８
条
・
第
３
０
条
・
第
３
２
条
）

〔
議
員

〕
（
１
０
人
）

皇
族
２
方

衆
議
院
議
長

衆
議
院
副
議
長

参
議
院
議
長

参
議
院
副
議
長

内
閣
総
理
大
臣

宮
内
庁
長
官

最
高
裁
判
所
長
官

最
高
裁
判
所
判
事

〔
予
備

議
員
〕
（
１
０
人
）

皇
族

２
方

衆
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

参
議
院
議
員

参
議
院
議
員

国
務
大
臣

宮
内
庁
次
長

最
高
裁
判
所
判
事

最
高
裁
判
所
判
事

〔
任
期

〕

皇
族

及
び
最
高
裁
判
所
の
判
事
た
る
議
員
及
び
予
備
議
員
の
任
期
は
４
年

○
審

議
事
項

・
皇

位
継
承
の
順
序
の
変
更
（
皇
室
典
範
第
３
条
）

・
立

后
及
び
皇
族
男
子
の
婚
姻
（
皇
室
典
範
第
１
０
条
）

・
皇

族
の
身
分
の
離
脱
（
皇
室
典
範
第
１
１
条
・
第
１
３
条
・
第
１
４
条
第
２
項
）

・
摂

政
の
設
置
・
廃
止
（
皇
室
典
範
第
１
６
条
・
第
２
０
条
）

・
摂

政
の
順
序
の
変
更
（
皇
室
典
範
第
１
８
条
）

６
成
年
、

敬
称
、
即
位
の
礼
、
大
喪
の
礼
、
皇
統
譜
及
び
陵
墓

○
天

皇
、
皇
太
子
及
び
皇
太
孫
の
成
年
（
皇
室
典
範
第
２
２
条
）
、
敬
称
（
皇
室
典
範
第
２
３
条
）
、
即
位
の
礼
（
皇
室
典
範
第
２
４
条
）
、

大
喪

の
礼
（
皇
室
典
範
第
２
５
条
）
、
皇
統
譜
（
皇
室
典
範
第
２
６
条
）
、
陵
墓
（
皇
室
典
範
第
２
７
条
）
に
つ
い
て
、
規
定
が
あ
る
。

７
皇
室
の

費
用

○
す

べ
て
皇
室
財
産
は
、
国
に
属
す
る
。
皇
室
の
費
用
は
予
算
に
計
上
し
て
国
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
憲
法
第
８
８
条
）

○
皇

室
の
費
用
は
、
内
廷
費
、
宮
廷
費
及
び
皇
族
費
と
し
て
、
予
算
に
計
上
す
る
。
（
皇
室
経
済
法
第
３
条
）

・
内

廷
費
：
天
皇
・
上
皇
・
内
廷
に
あ
る
皇
族
の
日
常
の
費
用
そ
の
他
内
廷
諸
費
に
充
て
る
も
の
。
（
令
和
２
年
度
は
３
億
2,
40
0万

円
）

・
宮

廷
費
：
皇
室
の
公
的
ご
活
動
、
皇
室
用
財
産
の
管
理
、
皇
居
等
の
施
設
の
整
備
等
に
必
要
な
経
費
な
ど
。
（
令
和
２
年
度
は
約
11
0億

円
）

・
皇

族
費
：
内
廷
に
あ
る
皇
族
以
外
の
各
皇
族
に
対
し
、
皇
族
と
し
て
の
品
位
保
持
の
資
に
充
て
る
も
の
。
（
令
和
２
年
度
は
約
２
億
7,
00
0万

円
）

皇
室
典
範

皇
室
典
範

憲
法

皇
室
経
済

法
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８
先
の
天

皇
の
退
位
に
伴
う
特
例

○
上
皇

・
上
皇
后

・
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
第
２
条
に
よ
り
、
平
成
３
１
年
４
月
３
０
日
限
り
で
（
当
時
の
）
天
皇
が
退
位
し
、
上
皇
と
な
っ
た
。

上
皇
の
后
は
上
皇
后
と
さ
れ
た
。

・
上

皇
に
つ
い
て
、
敬
称
は
陛
下
と
さ
れ
、
上
皇
の
身
分
に
関
す
る
事
項
の
登
録
、
喪
儀
及
び
陵
墓
に
つ
い
て
は
、
天
皇
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
、

こ
れ
ら
以
外
の
皇
室
典
範
（
第
２
条
、
第
２
８
条
第
２
項
及
び
第
３
項
並
び
に
第
３
０
条
第
２
項
を
除
く
。
）
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て

は
、

皇
族
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
（
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
第
３
条
）

・
上

皇
后
に
つ
い
て
、
皇
室
典
範
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
皇
太
后
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
（
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範

特
例

法
第
４
条
）

○
皇

嗣

・
天

皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
第
２
条
の
規
定
に
よ
る
皇
位
の
継
承
に
伴
い
皇
嗣
（
皇
位
継
承
順
位
第
１
位
の
皇
族
を
い
う
。

（
皇

室
典
範
第
４
条
）
）
と
な
っ
た
皇
族
（
秋
篠
宮
皇
嗣
殿
下
）
に
関
し
て
は
、
皇
室
典
範
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
皇
太
子
の
例
に
よ
る

こ
と

と
さ
れ
た
。
（
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
第
５
条
）

天
皇
の
退
位

等
に
関
す
る
皇
室
典
範
特
例
法
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（
１
）
天
皇
の
行
為
の
分
類
及
び
具
体
例

国
事

行
為

公
的

行
為

そ
の

他
の

行
為

公
的

性
格
・

公
的

色
彩

を
有

す
る
も

の
純

粋
に

私
的

な
も

の

定 義

天
皇

が
、
国

家
機

関
と

し
て

、
内

閣
の

助
言
と

承
認

に
基
づ

い
て

行
う

行
為

で
あ

り
、

憲
法
第

６
条

、
第
７

条
、

第
４

条
第

２
項

に
定

め
る
行

為

憲
法
に
定
め
る
国
事
行
為
以
外
の
行
為
で
、
天

皇
が
象
徴
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
い
て
公
的
な

立
場
で
行
わ
れ
る
も
の

国
事

行
為
及

び
公

的
行

為
以

外
の

行
為

で
あ

り
、

国
と

し
て

そ
の

行
為

が
行

わ
れ

る
こ

と
に

つ
い

て
関

心
を

持
ち

、
人

的
又

は
物

的
側

面
か

ら
そ

の
援

助
を

行
う

の
が

相
当

と
認

め
ら

れ
る

側
面

を
有

す
る

も
の

国
事

行
為
及

び
公

的
行

為
以

外
の

行
為

で
あ

り
、

純
粋

に
私

的
な

も
の

具 体 例 留 意 点

・
行

為
の
趣

旨
、

内
容

等
に

応
じ

、
左

記
の

留
意

点
に

準
じ

た
配

慮
が

必
要

芸
術

御
奨
励

、
チ

ャ
リ

テ
ィ

ー
の

趣
旨

の
あ

る
も

の
純

粋
に

個
人

と
し

て
の

御
関

心
に

よ
る
も

の

音
楽

会
等
御

鑑
賞

〔
憲

法
第
６

条
〕

・
国

会
の
指

名
に

基
づ

い
て

、
内

閣
総

理
大
臣
を

任
命

・
内

閣
の
指

名
に

基
づ

い
て

、
最

高
裁

判
所
長
官

を
任

命
〔

憲
法

第
７

条
〕

・
憲

法
改
正

、
法

律
、

政
令

及
び

条
約

を
公
布

・
国

会
を
召

集
・

衆
議

院
を

解
散

・
国

会
議
員

の
総

選
挙

の
施

行
を

公
示

・
国

務
大
臣

等
の

認
証

官
の

任
免

を
認

証
並
び
に

全
権

委
任

状
及

び
大

使
及

び
公

使
の

信
任
状
を

認
証

・
恩

赦
を
認

証
・

栄
典

を
授

与
・

批
准

書
及

び
法

律
の

定
め

る
そ

の
他

の
外
交
文

書
を

認
証

・
外

国
の
大

使
及

び
公

使
を

接
受

・
儀

式
を
行

う
こ

と
（

新
年

祝
賀

の
儀

、
大
喪
の

礼
、

即
位

の
礼

等
）

〔
憲

法
第
４

条
第

２
項

〕
・

国
事

行
為

を
臨

時
代

行
に

委
任

す
る

こ
と

・
認
証
官
任
命
式

・
新
年
一
般
参
賀
、
天
皇
誕
生
日
一
般
参
賀
・
祝

賀
・
講
書
始
の
儀
、
歌
会
始
の
儀

・
春
・
秋
の
園
遊
会

・
拝
謁
（
勲
章
・
褒
章
受
章
者
、
被
表
彰
者
）

・
御
会
見
（
国
賓
）
、
御
引
見
（
外
国
賓
客
、
外

国
大
公
使
）

・
宮
中
晩
餐
（
国
賓
）
、
午
餐
（
公
賓
、
大
臣
、

駐
日
大
使
御
夫
妻
）

・
お
茶
（
日
本
芸
術
院
賞
受
賞
者
、
日
本
学
士
院

賞
受
賞
者
）

・
全
国
植
樹
祭
、
国
民
体
育
大
会
、
豊
か
な
海
づ

く
り
大
会
、
災
害
お
見
舞
い
、
地
方
事
情
御
視
察

・
国
会
開
会
式
、
全
国
戦
没
者
追
悼
式
、
学
士
院

授
賞
式
、
芸
術
院
授
賞
式
、
国
賓
御
訪
問

・
外
国
御
訪
問

大
臣
等
か
ら
の
願
い
出
に
基

づ
い
て
、
実
情
把
握
、
御
奨

励
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の

個
人

と
し
て

の
御

関
心

に
よ

る
も
の

で
、
実

情
把

握
、

御
奨

励
の
た

め
に
行

わ
れ

る
も

の

福
祉
施
設
御
訪
問

、
企

業
御

視
察

・
大

嘗
祭

・
宮

中
祭
祀

（
新

嘗
祭

な
ど

）
・

神
社

御
参

拝
・

御
用

邸
御

滞
在

・
大

相
撲
御

覧
・

生
物

学
御

研
究

・
「

天
皇
の

国
事

に
関

す
る

す
べ

て
の

行
為
に
は
、

内
閣

の
助

言
と

承
認

を
必

要
と

し
、

内
閣
が
、

そ
の

責
任

を
負

ふ
。

」
（

日
本

国
憲

法
第
３
条
）

・
「

天
皇
は

、
こ

の
憲

法
の

定
め

る
国

事
に
関
す

る
行

為
の

み
を

行
ひ

、
国

政
に

関
す

る
権
能
を

有
し

な
い

。
」

（
日

本
国

憲
法

第
４

条
第
１
項
）

・
国
政
に
関
す
る
権
能
に
わ
た
ら
な
い
こ
と

・
象
徴
と
し
て
の
性
格
に
反
し
な
い
こ
と

・
内
閣
が
責
任
を
負
う
こ
と

・
憲
法
の
趣
旨
に
沿
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
行
政
の

配
慮
が
必
要

（
第
一
次
的
に
は
宮
内
庁
、
最
終
的
に
は
内
閣
）

【
注

】
年
間

を
通

じ
た

御
活

動
の

状
況

を
把

握
す
る
た
め
、
具
体
例
は
上
皇
陛
下
の
御
在
位
中
の
御
活
動
を
基
に
記
載
し
て

い
る

。
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（
２
）
天
皇
皇
后
両
陛
下
の
御
活
動
の
概
況
（
平
成
３
０
年
）

９
０
５
件

８
５
３
件

５
２
件

親
任
式

１
件

信
任
状
捧
呈
式

４
２
件

勲
章
親
授
式

３
件

そ
の
他

６
件

５
１
１
件

１
５
件

７
６
件

４
４
件

１
６
件

５
２
件

１
３
８
件

外
国
御
訪
問
に
お
け
る
御
活
動

０
件

６
８
件

１
０
２
件

８
８
件

３
８
件

１
７
件

３
３
件

２
２
件

皇
后
陛
下
に
お
か
れ
て
は
，
日
本
赤
十
字
社
名
誉
総
裁
に
ご
就
任
さ
れ
て
い
る
。

【
注

】
年

間
を

通
じ
た

御
活

動
の
状

況
を

把
握

す
る

た
め

、
上

皇
陛

下
の

御
在

位
中

で
あ

る
平

成
３

０
年
の

御
活
動

を
基

に
記
載

し
て

い
る
。

認
証
官
任
命
式

拝
謁

御
接
見
・
御
会
見
・
御
引
見

午
餐
・
御
昼
餐
・
御
夕
餐
・
晩
餐

国
事
行
為

御
署
名
・
御
押
印

御
署
名
・
御
押
印
以
外

公
的
行
為

お
茶
・
茶
会

行
幸
啓
に
お
け
る
御
活
動

宮
中
祭
祀

そ
の
他

そ
の
他
の
行
為
の
う
ち
、
公
的
性
格
・
公
的
色
彩

を
有
す
る
も
の

御
覧
・
御
鑑
賞
等

御
進
講
等

そ
の
他

勤
労
奉
仕
団
御
会
釈
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皇
太
子
御
一
家

秋
篠
宮
御
一
家

常
陸
宮
御
一
家
・

三
笠
宮
御
一
家
・

高
円
宮
御
一
家

３
６
８
件

５
６
５
件

６
２
３
件

８
４
件

３
３
件

５
２
件

４
件

６
件

６
件

６
件

６
件

３
件

９
９
件

２
６
１
件

４
４
６
件

外
国
御
訪
問
に
お
け
る
御
活
動

３
８
件

１
３
９
件

４
９
件

８
９
件

１
５
件

６
件

４
８
件

１
０
５
件

６
１
件

３
３
件

４
６
件

１
８
件

１
１
件

１
８
件

１
６
件

１
８
件

２
２
件

０
件

４
件

６
件

２
件

１
７
件

１
７
件

２
４
件

【
注

１
】

天
皇

陛
下
の

御
活

動
等
へ

の
御

陪
席

を
含

む
。

【
注

２
】

年
間

を
通
じ

た
御

活
動
の

状
況

を
把

握
す

る
た

め
、

上
皇

陛
下

の
御

在
位

中
で

あ
る

平
成

３
０

年
の
御
活

動
を

基
に
記

載
し

て
い
る

。

地
方

・
都
内
御
訪
問
に
お
け
る
御
活
動

公
的
行
為

御
接

見

午
餐

・
御
昼
餐
・
御
夕
餐
・
晩
餐

お
茶

・
茶
会

そ
の

他

宮
中
祭
祀

御
会

釈

そ
の

他

そ
の
他
の
行
為
の
う
ち
、
公
的
性
格
・

公
的
色
彩
を
有
す
る
も
の

御
覧

・
御
鑑
賞
等

御
進

講
等

（
３
－
１
）
皇
族
殿
下
方
の
御
活
動
の
概
況
（
平
成
３
０
年
）

32



皇
太
⼦
御
⼀
家

秋
篠
宮
御
⼀
家

常
陸
宮
御
⼀
家

三
笠
宮
御
⼀
家

⾼
円
宮
御
⼀
家

３
団
体

２
６
団
体

２
０
団
体

２
１
団
体

３
１
団
体

皇
太
⼦
殿
下

⽂
仁
親
王
殿
下

正
仁
親
王
殿
下

崇
仁
親
王
妃
百
合
⼦
殿
下

憲
仁
親
王
妃
久
⼦
殿
下

・
(公
社
)発
明
協
会
総
裁

寬
仁
親
王
妃
信
⼦
殿
下

皇
太
⼦
妃
殿
下

彬
⼦
⼥
王
殿
下

・
(⼀
社
)⼼
游
舎
総
裁

・
⽇
蘭
協
会
名
誉
総
裁

・
(公
財
)⽇
仏
会
館
総
裁

総
裁
職
等

を
担
わ
れ

て
い
る
団

体
数

・
(公
財
)⽇
本
ス
ペ
イ
ン

協
会
名
誉
総
裁

・
(公
社
)⽇
本
グ
ラ
ス
ス

キ
ー
協
会
総
裁

・
(公
社
)⽇
本
ア
マ
チ
ュ

ア
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
連
盟
総

裁 ・
(⼀
社
)い
け
ば
な
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
名
誉
総

裁 ・
(公
財
)全
⽇
本
軟
式
野

球
連
盟
名
誉
総
裁

・
(公
社
)⽇
本
フ
ェ
ン
シ

ン
グ
協
会
名
誉
総
裁

・
(公
社
)⽇
本
⽔
難
救
済

会
名
誉
総
裁

・
(公
社
)⽇
本
ホ
ッ
ケ
ー

協
会
名
誉
総
裁

・
(公
財
)⽇
本
サ
ッ
カ
ー

協
会
名
誉
総
裁

・
⽇
本
⾚
⼗
字
社
名
誉
副

総
裁

・
(公
社
)東
京
慈
恵
会
総

裁 ・
(公
財
)⽇
本
ば
ら
会
名

誉
総
裁

・
⽇
本
⾚
⼗
字
社
名
誉
副

総
裁

・
⽇
本
・
ト
ル
コ
協
会
総

裁 ・
(公
社
)⽇
本
プ
ロ
ス

キ
ー
教
師
協
会
総
裁

・
(公
財
)⽇
本
美
術
協
会

総
裁

・
(公
財
)東
京
動
物
園
協

会
総
裁

・
(公
財
)⾼
松
宮
妃
癌
研

究
基
⾦
総
裁

・
学
習
院
⼤
学
史
料
館
客

員
研
究
員

・
(公
財
)⽇
本
⿃
類
保
護

連
盟
総
裁

・
(社
福
)⽇
本
肢
体
不
⾃

由
児
協
会
総
裁

・
⽇
本
丁
抹
(デ
ン
マ
ー

ク
)協
会
総
裁

・
(⼀
財
)⼤
⽇
本
蚕
⽷
会

総
裁

・
(公
財
)⽇
本
障
害
者
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
協
会

総
裁

・
特
定
⾮
営
利
活
動
法
⼈

全
⽇
本
愛
瓢
会
名
誉
総
裁

・
⽇
本
⾚
⼗
字
社
名
誉
副

総
裁

・
⽇
本
⾚
⼗
字
社
名
誉
副

総
裁

・
(公
財
)⼭
階
⿃
類
研
究

所
総
裁

・
(公
社
)⽇
本
動
物
園
⽔

族
館
協
会
総
裁

・
御
寺
泉
涌
寺
を
護
る
会

総
裁

・
(社
福
)恩
賜
財
団
済
⽣

会
総
裁

・
(公
社
)⼤
⽇
本
農
会
総

裁 ・
(公
社
)⼤
⽇
本
⼭
林
会

総
裁

・
(公
社
)⽇
本
植
物
園
協

会
総
裁

・
(公
財
)世
界
⾃
然
保
護

基
⾦
ジ
ャ
パ
ン
名
誉
総
裁

（
３
－
２
）
皇

族
殿
下
方
の
御
活
動
の
概
況
（
平
成
３
０
年
）

（
次

頁
に

続
く

）
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・
三
笠
宮
記
念
財
団
総
裁

正
仁
親
王
妃
華
⼦
殿
下

⽂
仁
親
王
妃
紀
⼦
殿
下

・
仁
和
会
名
誉
総
裁

総
裁
職
等

を
担
わ
れ

て
い
る
団

体
数

・
(⼀
財
)⾼
円
宮
記
念
⽇

韓
交
流
基
⾦
名
誉
総
裁

・
中
宮
寺
奉
賛
会
名
誉
総

裁 ・
(⼀
財
)⽇
本
AE
D財

団
名
誉
総
裁

・
⽇
本
ア
ジ
ア
協
会
名
誉

総
裁

・
フ
ラ
ン
ス
語
婦
⼈
会
名

誉
総
裁

・
⽇
本
・
エ
ジ
プ
ト
協
会

名
誉
総
裁

・
バ
ー
ド
ラ
イ
フ
・
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
名
誉
総

裁 ・
国
際
⼸
道
連
盟
名
誉
総

裁・
(⼀
財
)地
域
伝
統
芸
能

活
⽤
セ
ン
タ
ー
名
誉
総
裁

・
(公
財
)稲
盛
財
団
名
誉

総
裁

・
(公
財
)⽇
本
セ
ー
リ
ン

グ
連
盟
名
誉
総
裁

・
⽇
本
学
⽣
協
会
基
⾦
名

誉
総
裁

・
国
⼠
舘
⼤
学
⼤
学
院
⼈

⽂
科
学
研
究
科
客
員
教
授

・
(⼀
財
)北
海
道
⻘
少
年

科
学
⽂
化
財
団
名
誉
評
議

員 ・
(公
財
)⽇
本
美
術
⼑
剣

保
存
協
会
名
誉
会
員

・
⽴
命
館
⼤
学
⾐
笠
総
合

研
究
機
構
客
員
協
⼒
研
究

員 ・
京
都
市
⽴
芸
術
⼤
学
客

員
教
授

・
京
都
市
⽴
芸
術
⼤
学
芸

術
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー
特

別
招
聘
研
究
員

・
京
都
産
業
⼤
学
⽇
本
⽂

化
研
究
所
研
究
員

・
学
習
院
⼤
学
国
際
セ
ン

タ
ー
客
員
研
究
員

・
國
學
院
⼤
學
特
別
招
聘

教
授

・
⽇
本
⾚
⼗
字
社
名
誉
副

総
裁

・
(公
財
)中
近
東
⽂
化
セ

ン
タ
ー
総
裁

・
法
政
⼤
学
国
際
⽇
本
学

研
究
所
客
員
所
員

・
特
定
⾮
営
利
活
動
法
⼈

⽇
本
パ
ス
ツ
ー
ル
協
会
名

誉
総
裁

・
⽇
本
⾚
⼗
字
社
名
誉
副

総
裁

・
(公
財
)⽇
本
い
け
ば
な

芸
術
協
会
名
誉
総
裁

・
(公
社
)⽇
本
動
物
福
祉

協
会
名
誉
総
裁

・
(公
社
)⽇
本
⾺
術
連
盟

名
誉
総
裁

・
(⼀
社
)⽇
本
・
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
婦
⼈
協
会
名
誉

総
裁

・
⽇
本
瑞
典
(ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
)協
会
名
誉
総
裁

・
⽇
本
ベ
ル
ギ
ー
協
会
名

誉
総
裁

・
(公
財
)が
ん
研
究
会
名

誉
総
裁

・
(公
財
)結
核
予
防
会
総

裁 ・
（
社
福
）
恩
賜
財
団
⺟

⼦
愛
育
会
総
裁

・
⼤
聖
寺
⽂
化
・
護
友
会

名
誉
総
裁

・
⽇
本
⾚
⼗
字
社
名
誉
副

総
裁

・
(公
財
)⽇
本
ワ
ッ
ク
ス

マ
ン
財
団
名
誉
総
裁

・
サ
イ
ア
ム
・
ソ
サ
エ

テ
ィ
名
誉
副
総
裁

・
東
京
⼤
学
総
合
研
究
博

物
館
特
招
研
究
員

・
東
京
農
業
⼤
学
客
員
教

授 ・
東
京
農
業
⼤
学
・
同
⼤

学
院
⾮
常
勤
講
師

・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
博
物

館
名
誉
会
員

・
⽇
本
⽔
⼤
賞
委
員
会
名

誉
総
裁

（
次

頁
に

続
く

）
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瑶
⼦
⼥
王
殿
下

眞
⼦
内
親
王
殿
下

承
⼦
⼥
王
殿
下

絢
⼦
⼥
王
殿
下

・
⽇
加
協
会
名
誉
総
裁

総
裁
職
等

を
担
わ
れ

て
い
る
団

体
数

・
バ
ー
ド
ラ
イ
フ
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
レ
ア

バ
ー
ド
・
ク
ラ
ブ
名
誉
顧

問 ・
(公
社
)全
⽇
本
ア
ー

チ
ェ
リ
ー
連
盟
名
誉
総
裁

・
(公
社
)⽇
本
ス
カ
ッ

シ
ュ
協
会
名
誉
総
裁

・
城
⻄
国
際
⼤
学
福
祉
総

合
学
部
研
究
員

・
(公
社
)⽇
本
海
洋
少
年

団
連
盟
名
誉
総
裁

・
(公
財
)⽇
本
⼼
臓
財
団

名
誉
総
裁

・
(⼀
財
)国
際
教
育
振
興

会
賛
助
会
名
誉
会
⻑

・
⽇
本
⾚
⼗
字
社
名
誉
副

総
裁

・
(社
福
)友
愛
⼗
字
会
総

裁・
(⼀
財
)国
際
ユ
ニ

ヴ
ァ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
協

議
会
総
裁

・
(公
社
)⽇
本
⼯
芸
会
総

裁 ・
(公
財
)⽇
本
テ
ニ
ス
協

会
名
誉
総
裁

・
東
京
⼤
学
総
合
研
究
博

物
館
特
任
研
究
員

・
⽇
本
学
術
振
興
会
名
誉

特
別
研
究
員

・
お
茶
の
⽔
⼥
⼦
⼤
学
⼈

間
発
達
教
育
科
学
研
究
所

特
別
招
聘
研
究
員

【
注

】
年

間
を

通
じ
た

御
活

動
の
状

況
を

把
握

す
る

た
め

、
上

皇
陛

下
の

御
在

位
中

で
あ

る
平

成
３

０
年

の
御
活
動

を
基

に
記
載

し
て

い
る
。
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有識者ヒアリングの開催について 

１．ヒアリングの開催趣旨 
 有識者会議において、附帯決議の一において示された課題について、様々な専門
的な知見を有する人々からヒアリングを実施し、有識者会議における議論の参考と
する。 

２．聴取項目 

問１．天皇の役割や活動についてどのように考えるか。 

問２．皇族の役割や活動についてどのように考えるか。 

問３．皇族数の減少についてどのように考えるか。 

問４．皇統に属する男系の男子である皇族のみが皇位継承資格を有し、女性皇族は
婚姻に伴い皇族の身分を離れることとしている現行制度の意義をどのように考
えるか。 

問５．内親王・女王に皇位継承資格を認めることについてはどのように考えるか。
その場合、皇位継承順位についてはどのように考えるか。 

問６．皇位継承資格を女系に拡大することについてはどのように考えるか。その場
合、皇位継承順位についてはどのように考えるか。 

問７．内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することについてはどのように考
えるか。その場合、配偶者や生まれてくる子を皇族とすることについてはどの
ように考えるか。 

問８．婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族が皇室の活動を支援することにつ
いてはどのように考えるか。 

問９．皇統に属する男系の男子を下記①又は②により皇族とすることについてはど
のように考えるか。その場合、皇位継承順位についてはどのように考えるか。
①現行の皇室典範により皇族には認められていない養子縁組を可能とすること。 
②皇統に属する男系の男子を現在の皇族と別に新たに皇族とすること。

問１０．安定的な皇位継承を確保するための方策や、皇族数の減少に係る対応方策
として、そのほかにどのようなものが考えられるか。 

以上 

36

６

CS788936
長方形



=有識者ヒアリング対象者一覧= 

＝第２回会議（令和３年４月８日）＝ 

岩井 克己  ジャーナリスト 

笠原 英彦  慶應義塾大学教授 

櫻井 よしこ ジャーナリスト・公益財団法人国家基本問題研究所理事長 

新田 均 皇學館大学教授 

八木 秀次  麗澤大学教授 

＝第３回会議（令和３年４月 21日）＝ 

今谷 明 国際日本文化研究センター名誉教授

所  功   京都産業大学名誉教授

古川 隆久  日本大学文理学部教授

本郷 恵子  東京大学史料編纂所所長

＝第４回会議（令和３年５月 10日）＝ 

岡部 喜代子 元最高裁判所判事

大石 眞   京都大学名誉教授

宍戸 常寿  東京大学教授

百地 章   国士舘大学特任教授

＝第５回会議（令和３年５月 31日）＝ 

君塚 直隆  関東学院大学国際文化学部教授

曽根 香奈子 公益社団法人日本青年会議所監事

橋本 有生  早稲田大学法学学術院准教授

都倉 武之  慶應義塾大学准教授

＝第６回会議（令和３年６月７日）＝ 

綿矢 りさ  小説家

半井 小絵  気象予報士・女優

里中 満智子 マンガ家

松本 久史  國學院大學教授
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有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
表
明
さ
れ
た
意
見
に
つ
い
て
 

38

８

CS788936
長方形



 
   

有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
示
さ
れ
た
主
な
意
見
 

【
憲
法
上
の
役
割
や
公
的
行
為
に
着
目
し
た
意
見
】
 

○
天
皇
は
、
憲
法
的
な
機
関
と
し
て
、
憲
法
所
定
の
国
事
行
為
、
こ
れ
に
準
じ
た
公
的
行
為
を
行
う
。
ま
た
、
国
家
的
な
象
徴
と
し
て
、
国
事
行
為
と
公
的
行
為
な
ど
を
通

じ
て
、
国
家
及
び
国
民
の
統
合
・
一
体
性
を
体
現
す
る
と
い
う
社
会
心
理
的
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。（

大
石
氏
）
 

 ○
昭
和
天
皇
以
来
の
歴
代
天
皇
は
、
様
々
な
行
為
を
行
い
天
皇
が
国
民
と
共
に
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
象
徴
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
を
国
民
の
目
に
見
え
る
形
に
、

国
民
の
感
得
で
き
る
具
体
性
を
も
っ
た
も
の
に
し
て
き
た
。（

岡
部
氏
）
 

 ○
国
事
行
為
等
を
通
じ
て
、
国
民
を
統
合
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
に
よ
る
国
民
と
の
相
互
作
用
を
通
し
て
、
天
皇
は
そ
の
自
覚
に
目
覚
め
、
国
民
も

象
徴
天
皇
へ
の
敬
慕
の
念
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。（

笠
原
氏
）
 

 ○
国
家
機
関
と
し
て
の
天
皇
の
第
一
の
役
割
・
活
動
は
、
憲
法
の
定
め
る
国
事
行
為
を
行
う
こ
と
。
天
皇
は
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
だ
が
、
そ
れ
は

国
事
行
為
又
は
そ
れ
に
準
ず
る
活
動
を
通
じ
て
果
た
さ
れ
る
。（

宍
戸
氏
）
 

 ○
国
事
行
為
に
加
え
、
適
切
な
範
囲
を
図
り
な
が
ら
公
的
行
為
を
通
し
て
、
国
民
の
「
和
気
」
を
催
さ
せ
る
「
緩
和
力
」
と
し
て
働
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。（

都
倉
氏
）
 

 ○
憲
法
は
、
天
皇
に
国
家
・
国
民
統
合
の
象
徴
と
い
う
至
高
の
位
置
付
け
と
重
大
な
役
割
を
定
め
、
天
皇
は
そ
の
役
割
を
果
た
す
た
め
、
国
事
行
為
、
公
的
行
為
、
祭
祀
行

為
等
を
実
践
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
役
割
と
活
動
が
代
々
受
け
継
が
れ
続
い
て
い
く
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
内
外
か
ら
信
頼
さ
れ
尊
敬
さ
れ
て
い
る

意
義
は
極
め
て
大
き
い
。（

所
氏
）
 

 ○
日
本
国
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
日
本
国
及
び
日
本
国
民
統
合
の
「
象
徴
」
と
し
て
の
天
皇
像
は
、
昭
和
、
平
成
及
び
令
和
の
各
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
そ
の

役
割
及
び
活
動
は
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
の
願
い
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
天
皇
御
自
身
も
そ
の
時
代
が
求
め
る
活
動
を
行
っ
て
き
て
い
る
。（

橋
本
氏
）
 

 ○
国
民
の
総
意
と
い
う
抽
象
的
な
も
の
を
行
動
や
発
言
に
よ
っ
て
具
体
化
す
る
こ
と
。（

古
川
氏
）
 

 ○
法
的
に
は
国
事
行
為
、
象
徴
と
し
て
の
公
的
行
為
、
伝
統
的
な
役
割
で
あ
る
宮
中
祭
祀
を
含
む
そ
の
他
の
活
動
が
あ
る
が
、
特
に
天
皇
は
伝
統
的
に
弱
い
立
場
に
あ
る
国
民
に
寄
り
添
う

な
ど
「
民
の
父
母
」
と
し
て
の
役
割
が
あ
り
、
例
え
ば
戦
没
者
へ
の
慰
霊
や
被
災
地
へ
の
訪
問
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
も
公
的
行
為
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。（

八
木
氏
）
 

 ○
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
の
役
割
・
活
動
は
、
大
変
頼
り
に
な
り
、
国
民
と
し
て
純
粋
に
う
れ
し
く
、
励
み
に
も
勇
気
に
も
な
る
。
自
分
自
身
だ
け
で
な
く
、
自
分
以
外
に
大
変

な
目
に
遭
っ
た
方
々
を
労
わ
る
大
切
さ
も
学
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。
災
害
や
慰
霊
の
場
所
を
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
が
訪
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
は
、
た
だ
た
だ
感
動
す
る
。
一
方
で
、

御
高
齢
や
、
心
身
の
不
調
が
あ
る
際
ま
で
、
遠
く
ま
で
、
長
い
時
間
を
か
け
て
行
か
れ
る
の
を
見
る
と
、
御
負
担
を
心
配
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
き
も
あ
る
。（

綿
矢
氏
）
 

問
１
 
天
皇
の
役
割
や
活
動
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
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 【

歴
史
的
・
伝
統
的
役
割
や
活
動
に
着
目
し
た
意
見
】
 

○
象
徴
天
皇
制
は
幕
末
以
前
か
ら
の
長
い
前
史
が
あ
る
。
天
皇
が
権
威
的
存
在
に
な
っ
た
の
は
平
安
時
代
前
期
で
、「

君
臨
す
れ
ど
統
治
せ
ず
」
は
日
本
が
世
界
の
先
輩
。

（
今
谷
氏
）
 

 ○
憲
法
は
、
天
皇
が
歴
史
的
・
伝
統
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
が
象
徴
と
し
て
定
着
し
、
安
定
的
に
続
い
て
い
る
の
は
、
権
力
関
係
と
は

一
線
を
画
し
た
ソ
フ
ト
な
伝
統
的
・
文
化
的
側
面
、
歴
史
の
蓄
積
・
厚
み
に
よ
る
。（

岩
井
氏
）
 

 ○
天
皇
の
役
割
は
基
本
的
に
祈
り
に
あ
り
、
そ
の
存
在
と
祭
主
と
し
て
の
活
動
は
国
民
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
。（

櫻
井
氏
）
 

 ○
我
が
国
の
文
化
と
歴
史
の
時
の
流
れ
と
美
徳
を
、
そ
の
た
た
ず
ま
い
を
通
じ
て
内
外
に
示
す
存
在
。
長
き
に
わ
た
り
権
威
と
し
て
存
在
し
続
け
る
こ
と
で
、
権
力
者
た
ち

が
一
定
の
良
識
を
保
つ
た
め
の
重
し
と
さ
れ
て
き
た
。
政
治
情
勢
に
か
か
わ
ら
ず
、
常
に
安
定
し
た
権
威
と
し
て
の
存
在
。（

里
中
氏
）
 

 ○
祭
り
主
（
宮
中
祭
祀
の
長
）
と
し
て
の
御
奉
仕
、
お
田
植
え
な
ど
の
農
作
（
伝
統
産
業
）
行
事
、
国
家
元
首
と
し
て
の
御
公
務
、
の
３
点
を
お
務
め
い
た
だ
く
こ
と
。（

曽
根
氏
）
 

 ○
天
皇
は
常
に
我
が
国
と
国
民
の
安
寧
を
祈
っ
て
く
だ
さ
る
あ
り
が
た
い
御
存
在
。
そ
し
て
、
日
本
の
長
い
歴
史
の
中
で
生
ま
れ
た
伝
統
・
文
化
を
全
て
背
負
っ
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
御
存
在
で
あ
り
「
日
本
そ
の
も
の
」。

つ
ま
り
、
現
代
に
生
き
る
我
々
と
先
祖
の
生
き
て
き
た
証
で
も
あ
る
。（

半
井
氏
）
 

 ○
天
皇
の
本
質
的
な
役
割
は
皇
祖
の
祭
主
で
あ
り
、
日
本
国
家
の
祭
主
。（

新
田
氏
）
 

 ○
天
皇
は
、
前
近
代
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
た
官
位
制
度
や
儀
礼
・
行
事
の
体
系
を
継
承
し
て
い
く
上
で
の
根
拠
・
淵
源
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
現
代
に
も
受
け
継
が
れ
て

い
る
。
天
皇
を
め
ぐ
る
伝
統
は
、
折
に
触
れ
繰
り
返
し
想
起
さ
れ
、
実
践
的
な
価
値
を
持
ち
続
け
て
お
り
、
天
皇
は
文
化
的
一
貫
性
を
体
現
し
て
い
る
。（

本
郷
氏
）
 

 ○
象
徴
と
し
て
、
過
去
か
ら
未
来
に
わ
た
り
、
国
民
統
合
に
資
す
る
職
務
を
遂
行
さ
れ
る
こ
と
。「

主
権
」・
「
元
首
」
な
ど
の
法
的
・
政
治
的
概
念
の
み
に
拘
泥
す
べ
き
で
は

な
い
こ
と
に
留
意
。
外
国
の
王
制
と
の
安
易
な
比
較
も
避
け
る
べ
き
。
不
易
の
伝
統
を
守
り
な
が
ら
、
同
時
に
時
代
に
合
わ
せ
た
活
動
も
展
開
さ
れ
得
る
。（

松
本
氏
）
 

 ○
法
的
に
は
国
事
行
為
、
象
徴
と
し
て
の
公
的
行
為
、
伝
統
的
な
役
割
で
あ
る
宮
中
祭
祀
を
含
む
そ
の
他
の
活
動
が
あ
る
が
、
特
に
天
皇
は
伝
統
的
に
弱
い
立
場
に
あ
る
国
民
に
寄
り
添
う

な
ど
「
民
の
父
母
」
と
し
て
の
役
割
が
あ
り
、
例
え
ば
戦
没
者
へ
の
慰
霊
や
被
災
地
へ
の
訪
問
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
も
公
的
行
為
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。（

八
木
氏
・
再
掲
）
 

 【
活
動
の
在
り
方
に
関
す
る
意
見
】
 

○
公
的
行
為
に
は
明
確
な
基
準
が
な
い
た
め
、
範
囲
が
広
が
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
天
皇
に
と
っ
て
も
過
度
の
負
担
に
な
る
の
で
、
限
定
的
に
考
え
る
べ
き
。（

大
石
氏
）
 

 ○
現
在
の
天
皇
陛
下
は
、
御
即
位
の
当
初
か
ら
「
よ
り
国
民
に
近
い
存
在
」
と
し
て
の
天
皇
像
を
理
想
と
し
て
い
た
よ
う
に
感
じ
る
が
、
昨
年
か
ら
の
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
も

あ
り
、
国
民
か
ら
少
し
遠
く
な
っ
た
感
が
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
終
息
後
は
、
①
園
遊
会
の
招
待
客
増
員
、
②
親
授
式
（
若
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
皇
族
に
よ
る
勲
章
授
与
）

の
増
加
、
③
SN
S
な
ど
の
活
用
に
よ
り
皇
室
の
活
動
発
信
や
国
民
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
発
信
、
な
ど
で
更
に
国
民
に
近
づ
か
れ
て
は
い
か
が
か
。（

君
塚
氏
）
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 ○

い
わ
ゆ
る
公
的
活
動
の
増
加
は
、
機
能
化
し
複
雑
化
す
る
現
代
日
本
社
会
に
お
い
て
、
象
徴
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
に
求
め
ら
れ
て
い
た
側
面
が
あ
る
が
、
天
皇

に
憲
法
上
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
に
統
合
さ
れ
て
い
る
国
民
を
象
徴
す
る
こ
と
。
そ
も
そ
も
天
皇
に
国
民
を
積
極
的
に
統
合
す
る
役
割
を
期
待
す
る
こ
と
は
現
実
的

で
は
な
い
。
公
的
活
動
は
、
国
事
行
為
、
そ
れ
に
準
ず
る
活
動
と
、
私
的
な
活
動
と
に
整
理
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。（

宍
戸
氏
）
 

 ○
近
年
、
公
的
行
為
の
範
囲
が
広
が
り
、
過
剰
に
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
り
、
公
的
行
為
を
精
選
し
、
過
剰
に
な
っ
た
負
担
を
減
ら
す
必
要
が
あ
る
。（

八
木
氏
）
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有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
示
さ
れ
た
主
な
意
見

 

【
皇
位
継
承
に
着
目
し
た
意
見
】
 

○
天
皇
の
行
為
を
助
け
、
周
囲
に
あ
っ
て
天
皇
を
守
り
、
皇
位
継
承
資
格
を
有
す
る
者
と
し
て
、
将
来
天
皇
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
準
備
を
し
て
い

る
。（

岡
部
氏
）
 

 ○
皇
統
継
続
の
男
系
男
子
の
人
材
を
供
給
す
る
こ
と
で
あ
り
、
天
皇
の
公
務
の
軽
減
な
ど
で
、
で
き
る
だ
け
天
皇
の
補
佐
を
す
る
こ
と
。（

櫻
井
氏
）
 

 ○
皇
位
継
承
に
関
わ
る
こ
と
、
摂
政
、
国
事
行
為
の
臨
時
代
行
及
び
皇
室
会
議
の
構
成
員
と
な
り
得
る
こ
と
。
な
お
、
皇
室
会
議
に
つ
い
て
、
現
行
皇
室
典
範
上
は
予
備

議
員
を
含
め
て
４
名
以
上
の
成
年
皇
族
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
憲
法
上
必
須
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
加
え
、
天
皇
の
活
動
を
公
私
に
わ
た
っ
て
支
え
る
こ
と
。

皇
族
の
い
わ
ゆ
る
公
的
活
動
の
範
囲
も
、
天
皇
か
ら
独
立
し
た
固
有
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
た
め
、
天
皇
の
公
的
活
動
に
合
わ
せ
て
整
理
す
る
べ
き
。（

宍
戸
氏
）
 

 ○
皇
族
は
天
皇
を
支
え
、
日
本
の
伝
統
・
文
化
を
護
り
な
が
ら
、
海
外
に
対
し
て
は
日
本
を
代
表
す
る
大
使
の
よ
う
な
存
在
。
そ
の
中
で
最
優
先
事
項
は
皇
統
を
引
き
継
い

で
い
く
こ
と
に
あ
る
。（

半
井
氏
）
 

 ○
「
氏
」
の
論
理
に
よ
る
男
系
継
承
の
維
持
。（

新
田
氏
）
 

 ○
天
皇
位
の
血
統
継
承
を
保
障
す
る
親
族
集
団
で
あ
る
と
同
時
に
、
天
皇
を
支
え
、
そ
の
公
務
の
一
部
を
分
担
す
る
役
割
を
担
う
。（

本
郷
氏
）
 

 【
皇
族
の
法
律
上
の
役
割
、
皇
室
の
公
的
な
活
動
や
天
皇
の
親
族
と
し
て
の
役
割
に
着
目
し
た
意
見
】
 

○
天
皇
の
相
談
相
手
な
ど
と
し
て
必
要
。
皇
太
子
等
の
後
見
、
外
国
訪
問
そ
の
他
も
あ
る
。（

今
谷
氏
）
 

 ○
国
事
行
為
の
代
行
者
と
し
て
は
、
天
皇
の
国
事
行
為
と
公
的
行
為
を
代
わ
り
に
行
う
国
家
機
関
で
あ
り
、
法
定
代
行
た
る
摂
政
と
委
任
代
行
た
る
臨
時
代
行
が
あ
る
。

皇
室
の
構
成
員
と
し
て
は
、
天
皇
の
国
事
行
為
・
公
的
行
為
以
外
の
行
為
を
支
え
る
と
と
も
に
、
国
民
と
皇
室
と
の
一
体
感
を
も
た
ら
す
よ
う
な
行
動
が
期
待
さ
れ
る
。

家
族
と
い
う
役
割
も
あ
り
、
内
廷
皇
族
と
そ
の
他
の
皇
族
と
で
は
、
い
わ
ば
私
的
な
く
つ
ろ
ぎ
の
場
を
提
供
・
直
接
に
共
有
す
る
側
面
で
少
し
違
い
が
あ
る
。（

大
石
氏
）
 

 ○
天
皇
の
行
為
を
助
け
、
周
囲
に
あ
っ
て
天
皇
を
守
り
、
皇
位
継
承
資
格
を
有
す
る
者
と
し
て
、
将
来
天
皇
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
準
備
を
し
て
い

る
。（

岡
部
氏
・
再
掲
）
 

 ○
皇
族
は
天
皇
を
支
え
、
公
務
を
通
じ
て
国
民
と
触
れ
合
う
こ
と
等
に
よ
り
、
そ
の
役
割
を
認
識
す
る
。
天
皇
と
共
に
皇
室
の
活
動
を
分
担
し
、
国
民
と
の
絆
を
深
め
る
。

（
笠
原
氏
）
 

 

問
２
 
皇
族
の
役
割
や
活
動
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
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 ○

皇
族
方
の
活
動
は
天
皇
と
比
べ
更
に
国
民
の
目
か
ら
は
見
え
な
い
、
若
し
く
は
遠
い
存
在
に
映
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
在
の

15
人
ほ
ど
の
皇
族
方
が
関
わ
っ
て

い
る
各
種
団
体
の
数
は

88
団
体
に
す
ぎ
ず
、
も
っ
と
多
く
の
団
体
に
関
わ
る
と
と
も
に
、
国
民
に
よ
り
近
づ
い
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
に
は
、
20

人
ほ
ど
の
王
族
で

3,
00
0
に
及
ぶ
団
体
と
関
わ
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
こ
れ
よ
り
は
少
な
い
が
そ
れ
で
も
か
な
り
の
団
体
に
関
わ
る
。（

君
塚
氏
）
 

 ○
皇
統
継
続
の
男
系
男
子
の
人
材
を
供
給
す
る
こ
と
で
あ
り
、
天
皇
の
公
務
の
軽
減
な
ど
で
、
で
き
る
だ
け
天
皇
の
補
佐
を
す
る
こ
と
。（

櫻
井
氏
・
再
掲
）
 

 ○
我
が
国
の
文
化
的
存
在
と
し
て
、
我
が
国
の
美
意
識
や
価
値
観
を
示
す
存
在
。
特
に
文
化
交
流
に
お
い
て
は
内
外
と
も
に
関
わ
る
人
々
へ
の
励
み
と
支
え
に
な
っ
て
い
る
。

も
し
皇
族
と
い
う
存
在
が
な
け
れ
ば
権
力
者
と
そ
の
家
族
が
権
威
と
な
り
、
国
際
交
流
の
ホ
ス
ト
や
ホ
ス
テ
ス
は
例
え
ば
大
統
領
と
そ
の
夫
人
が
務
め
る
。
継
続
性
が
な

く
、
し
か
も
そ
の
時
々
の
政
治
的
対
立
が
交
流
を
妨
げ
る
ケ
ー
ス
も
生
じ
る
。
政
治
的
事
情
を
超
越
し
た
皇
族
の
存
在
は
安
定
と
信
頼
を
生
む
。（

里
中
氏
）
 

 ○
皇
位
継
承
に
関
わ
る
こ
と
、
摂
政
、
国
事
行
為
の
臨
時
代
行
及
び
皇
室
会
議
の
構
成
員
と
な
り
得
る
こ
と
。
な
お
、
皇
室
会
議
に
つ
い
て
、
現
行
皇
室
典
範
上
は
予
備

議
員
を
含
め
て
４
名
以
上
の
成
年
皇
族
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
憲
法
上
必
須
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
加
え
、
天
皇
の
活
動
を
公
私
に
わ
た
っ
て
支
え
る
こ
と
。

皇
族
の
い
わ
ゆ
る
公
的
活
動
の
範
囲
も
、
天
皇
か
ら
独
立
し
た
固
有
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
た
め
、
天
皇
の
公
的
活
動
に
合
わ
せ
て
整
理
す
る
べ
き
。（

宍
戸
氏
・
再
掲
）
 

 ○
天
皇
自
ら
奉
仕
す
る
宮
中
祭
祀
や
御
公
務
以
外
の
、
宮
中
祭
祀
や
皇
室
の
御
公
務
を
行
う
こ
と
。
皇
后
は
、
養
蚕
業
（
伝
統
産
業
）
行
事
を
行
う
こ
と
。（

曽
根
氏
）
 

 ○
憲
法
上
の
天
皇
の
役
割
と
の
整
合
を
図
り
つ
つ
、
天
皇
の
役
割
を
分
担
し
補
佐
す
る
存
在
。
婚
姻
に
よ
っ
て
皇
籍
を
離
れ
る
可
能
性
が
あ
る
女
性
皇
族
の
役
割
に
つ
い
て

も
、
そ
の
有
す
る
特
別
な
価
値
を
見
据
え
、
天
皇
の
一
身
に
お
い
て
は
十
分
に
時
間
や
労
力
を
割
け
な
い
深
度
で
の
対
応
な
ど
を
付
加
す
る
も
の
と
し
て
積
極
的
に
位
置

付
け
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。（

都
倉
氏
）
 

 ○
皇
室
典
範
上
、
天
皇
の
公
務
を
分
担
す
る
立
場
に
あ
り
、
そ
れ
を
様
々
な
形
で
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
皇
室
経
済
法
上
、
皇
族
に
ふ
さ
わ
し
い
教
養
を
身
に
つ
け
品
位

を
磨
い
て
公
務
に
励
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
。（

所
氏
）
 

 ○
皇
族
は
天
皇
を
支
え
、
日
本
の
伝
統
・
文
化
を
護
り
な
が
ら
、
海
外
に
対
し
て
は
日
本
を
代
表
す
る
大
使
の
よ
う
な
存
在
。
そ
の
中
で
最
優
先
事
項
は
皇
統
を
引
き
継
い

で
い
く
こ
と
に
あ
る
。（

半
井
氏
・
再
掲
）
 

 ○
「
家
」
の
論
理
に
よ
る
家
業
の
分
担
。（

新
田
氏
）
 

 ○
皇
族
の
役
割
は
、
象
徴
と
し
て
天
皇
の
御
活
動
を
補
佐
し
、
分
担
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。（

橋
本
氏
）
 

 ○
国
民
が
皇
室
に
期
待
す
る
役
割
や
活
動
の
う
ち
、
天
皇
だ
け
で
は
物
理
的
に
担
い
切
れ
な
い
部
分
を
分
担
す
る
意
味
が
あ
る
。（

古
川
氏
）
 

 ○
天
皇
位
の
血
統
継
承
を
保
障
す
る
親
族
集
団
で
あ
る
と
同
時
に
、
天
皇
を
支
え
、
そ
の
公
務
の
一
部
を
分
担
す
る
役
割
を
担
う
。（

本
郷
氏
・
再
掲
）
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 ○

天
皇
の
役
割
や
活
動
に
付
随
す
る
も
の
で
あ
り
、
天
皇
の
諸
活
動
を
支
え
、
補
助
す
る
存
在
。
こ
れ
も
時
代
の
要
請
や
皇
族
の
数
に
照
ら
し
て
、
適
正
な
活
動
の
在
り
方

を
検
討
す
る
べ
き
。（

松
本
氏
）
 

 ○
主
と
し
て
天
皇
が
担
う
国
事
行
為
の
儀
式
に
列
席
す
る
こ
と
、
摂
政
や
国
事
行
為
の
臨
時
代
行
を
務
め
る
こ
と
、
天
皇
の
担
う
公
的
行
為
を
天
皇
に
代
わ
っ
て
行
う
こ
と
、

皇
族
で
あ
る
こ
と
に
伴
っ
て
天
皇
の
公
的
行
為
に
準
ず
る
行
為
を
行
う
こ
と
、
宮
中
祭
祀
に
列
席
す
る
こ
と
。
近
年
、
皇
族
の
活
動
範
囲
が
広
が
り
、
皇
族
数
の
減
少
も

あ
り
、
過
剰
な
負
担
に
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
皇
族
の
活
動
に
つ
い
て
も
精
選
に
よ
る
負
担
軽
減
が
必
要
で
あ
る
。（

八
木
氏
）
 

 ○
皇
族
の
方
々
が
、
各
種
式
典
や
国
際
的
・
全
国
的
な
種
々
の
大
会
等
に
御
臨
席
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
大
会
・
行
事
に
参
加
す
る
方
々
に
と
り
、
大
変
な
励
み
に
な
る

と
思
う
。
ま
た
、
皇
族
の
方
々
が
諸
外
国
を
御
訪
問
さ
れ
、
各
国
の
王
室
の
方
々
と
お
会
い
に
な
っ
た
際
は
、
諸
外
国
の
王
室
を
知
る
機
会
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

皇
族
の
方
々
が
大
い
に
歓
待
さ
れ
て
い
る
御
様
子
は
、
一
国
民
と
し
て
励
み
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
訪
問
先
の
国
の
方
々
に
と
っ
て
も
、
自
国
の
王
室
と
日
本
の
皇
室

の
長
い
歴
史
を
知
る
良
い
機
会
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。（

綿
矢
氏
）
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有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
示
さ
れ
た
主
な
意
見

 

【
皇
位
継
承
に
着
目
し
た
意
見
】
 

○
皇
族
数
が
減
少
す
る
と
、
①
皇
室
会
議
の
構
成
員
と
な
る
べ
き
議
員
２
人
を
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
や
、
②
多
数
の
参
加
者
を
予
定
す
る
公
的
行
為

（
午
餐
会
・
晩
餐
会
、
園
遊
会
の
主
催
な
ど
）
に
お
い
て
「
歓
迎
」
や
「
交
流
」
な
ど
の
実
質
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
③
特
に
皇
位
継
承

資
格
を
持
つ
男
性
皇
族
の
数
の
減
少
は
、
皇
位
継
承
そ
れ
自
体
の
危
機
を
も
た
ら
す
直
接
の
お
そ
れ
を
は
ら
ん
で
い
る
。（

大
石
氏
）
 

 ○
皇
位
継
承
を
不
安
定
化
し
、
皇
室
の
活
動
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
今
後
、
内
親
王
・
女
王
の
婚
姻
に
よ
り
更
に
深
刻
化
す
る
可
能
性
が
高
い
。
皇
族
の
身
分
を

離
れ
た
皇
族
女
子
に
対
し
、
例
え
ば
皇
女
な
ど
の
称
号
を
付
与
し
、
皇
室
の
活
動
を
担
っ
て
い
た
だ
く
の
も
一
つ
の
選
択
肢
。（

笠
原
氏
）
 

 ○
国
家
制
度
と
し
て
の
天
皇
の
安
定
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
一
定
の
皇
族
数
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。
他
方
、
皇
族
数
を
必
要
以
上
に
多
く
す
る
こ
と
は
、
財
政
的
負
担
を

含
め
、
天
皇
制
に
対
す
る
国
民
の
支
持
を
弱
め
る
可
能
性
が
あ
る
。
皇
族
数
を
増
加
さ
せ
る
た
め
に
家
族
の
在
り
方
に
対
す
る
国
民
意
識
を
含
む
日
本
社
会
の
在
り
方
や
憲

法
施
行
後
の
天
皇
制
の
運
用
か
ら
か
け
離
れ
た
方
策
を
採
る
こ
と
は
、
他
国
か
ら
見
て
天
皇
制
、
ひ
い
て
は
日
本
社
会
に
対
す
る
誤
解
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
。（

宍
戸
氏
）
 

 ○
皇
族
数
の
減
少
は
、
皇
族
と
し
て
の
活
動
に
一
定
の
支
障
は
来
す
も
の
の
根
本
的
問
題
で
は
な
い
。
皇
位
継
承
の
資
格
を
有
す
る
者
の
減
少
が
根
本
問
題
で
あ
る
。
志
あ

る
旧
宮
家
の
方
々
の
皇
族
（
皇
室
）
復
帰
以
外
、
皇
位
継
承
の
資
格
の
問
題
解
決
に
は
な
ら
な
い
。（

曽
根
氏
）
 

 ○
皇
族
と
し
て
の
役
割
の
継
続
及
び
皇
位
継
承
資
格
者
の
確
保
、
さ
ら
に
天
皇
の
そ
ば
に
あ
っ
て
日
頃
か
ら
支
え
る
存
在
と
し
て
、
一
定
数
の
皇
族
は
必
要
。
そ
の
た
め
、

女
性
皇
族
が
、
本
人
の
意
向
を
含
む
一
定
の
要
件
の
下
で
皇
族
に
残
れ
る
な
ど
の
仕
組
み
も
検
討
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
る
。
し
か
し
現
在
の
公
務
全
て
を
皇
族
が
直
接
に

担
い
続
け
る
べ
き
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
り
、
元
皇
族
や
そ
の
周
辺
の
由
緒
あ
る
方
が
一
般
国
民
の
ま
ま
補
佐
す
る
こ
と
も
可
能
。（

都
倉
氏
）
 

 ○
皇
位
継
承
に
つ
い
て
は
危
機
的
状
況
に
あ
る
。（

新
田
氏
）
 

 ○
象
徴
天
皇
制
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
、
積
極
的
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
国
民
的
合
意
が
あ
る
以
上
、
何
ら
か
の
対
応
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。（

古
川
氏
）
 

 ○
血
統
継
承
の
維
持
に
は
一
定
規
模
の
親
族
集
団
が
必
要
。
女
性
皇
族
が
婚
姻
に
よ
り
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
現
行
の
原
則
を
続
け
れ
ば
、
皇
族
数
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
り
、
次
々

世
代
の
継
承
に
は
危
惧
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
。
天
皇
制
の
今
後
に
つ
い
て
不
安
が
あ
る
状
態
が
続
く
の
は
適
当
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
方
策
を
講
じ
る
こ
と
が
必
要
。（

本
郷
氏
）
 

 ○
憂
慮
す
べ
き
状
況
で
あ
り
、
問
９
（
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
を
皇
族
と
す
る
こ
と
）
に
合
わ
せ
て
検
討
す
べ
き
問
題
。（

松
本
氏
）
 

 ○
皇
族
数
の
減
少
と
と
も
に
皇
位
継
承
が
行
き
詰
っ
た
と
き
に
は
、
臣
籍
降
下
し
た
元
皇
族
や
そ
の
子
孫
の
皇
籍
復
帰
な
ど
、
男
系
継
承
を
前
提
と
し
た
上
で
の
皇
族
数
の

増
加
が
図
ら
れ
て
お
り
、
今
後
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
る
べ
き
。（

八
木
氏
）
 

問
３
 
皇
族
数
の
減
少
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
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 【

皇
族
の
法
律
上
の
役
割
、
皇
室
の
公
的
な
活
動
や
天
皇
の
親
族
と
し
て
の
役
割
に
着
目
し
た
意
見
】
 

○
現
状
の
ま
ま
で
は
い
ず
れ
悠
仁
様
が
孤
立
し
て
し
ま
う
。
早
急
な
対
策
が
必
要
。（

今
谷
氏
）
 

 ○
皇
族
数
が
減
少
す
る
と
、
①
皇
室
会
議
の
構
成
員
と
な
る
べ
き
議
員
２
人
を
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
や
、
②
多
数
の
参
加
者
を
予
定
す
る
公
的
行
為

（
午
餐
会
・
晩
餐
会
、
園
遊
会
の
主
催
な
ど
）
に
お
い
て
「
歓
迎
」
や
「
交
流
」
な
ど
の
実
質
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
③
特
に
皇
位
継
承

資
格
を
持
つ
男
性
皇
族
の
数
の
減
少
は
、
皇
位
継
承
そ
れ
自
体
の
危
機
を
も
た
ら
す
直
接
の
お
そ
れ
を
は
ら
ん
で
い
る
。（

大
石
氏
・
再
掲
）
 

 ○
天
皇
及
び
皇
族
の
活
動
は
、
国
民
の
皇
室
に
対
す
る
尊
敬
と
親
愛
、
そ
し
て
支
持
の
基
盤
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
皇
族
数
の
減
少
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
活
動

が
思
う
に
任
せ
な
い
と
い
う
事
態
は
、
皇
室
の
存
続
に
と
っ
て
憂
慮
す
べ
き
事
態
。
早
急
に
何
ら
か
の
方
策
を
立
て
て
事
態
の
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。（

岡
部
氏
）
 

 ○
皇
位
継
承
を
不
安
定
化
し
、
皇
室
の
活
動
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
今
後
、
内
親
王
・
女
王
の
婚
姻
に
よ
り
更
に
深
刻
化
す
る
可
能
性
が
高
い
。
皇
族
の
身
分
を

離
れ
た
皇
族
女
子
に
対
し
、
例
え
ば
皇
女
な
ど
の
称
号
を
付
与
し
、
皇
室
の
活
動
を
担
っ
て
い
た
だ
く
の
も
一
つ
の
選
択
肢
。（

笠
原
氏
・
再
掲
）
 

 ○
現
在
の
皇
室
全
体
の
公
務
を
担
っ
て
い
た
だ
く
皇
族
が
、
皇
室
典
範
第

12
条
と
も
関
わ
り
、
減
少
を
続
け
る
こ
と
は
憂
慮
に
堪
え
な
い
。
今
後
は
更
に
各
種
団
体
と
も
関

わ
り
、
今
ま
で
以
上
に
公
務
に
携
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
に
、
そ
れ
を
支
え
る
皇
族
数
が
減
っ
て
し
ま
う
の
で
は
意
味
が
な
い
。（

君
塚
氏
）
 

 ○
皇
族
と
し
て
の
役
割
の
継
続
及
び
皇
位
継
承
資
格
者
の
確
保
、
さ
ら
に
天
皇
の
そ
ば
に
あ
っ
て
日
頃
か
ら
支
え
る
存
在
と
し
て
、
一
定
数
の
皇
族
は
必
要
。
そ
の
た
め
、

女
性
皇
族
が
、
本
人
の
意
向
を
含
む
一
定
の
要
件
の
下
で
皇
族
に
残
れ
る
な
ど
の
仕
組
み
も
検
討
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
る
。
し
か
し
現
在
の
公
務
全
て
を
皇
族
が
直
接
に

担
い
続
け
る
べ
き
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
り
、
元
皇
族
や
そ
の
周
辺
の
由
緒
あ
る
方
が
一
般
国
民
の
ま
ま
補
佐
す
る
こ
と
も
可
能
。（

都
倉
氏
・
再
掲
）
 

 ○
こ
の
ま
ま
で
は
悠
仁
親
王
殿
下
を
支
え
る
皇
族
は
減
少
す
る
一
方
で
あ
る
か
ら
、
少
し
で
も
早
く
旧
皇
族
の
家
系
か
ら
若
く
て
ふ
さ
わ
し
い
方
々
を
皇
族
に
迎
え
、
悠
仁

親
王
殿
下
を
支
え
る
体
制
を
整
え
る
必
要
が
あ
る
。（

百
地
氏
）
 

 【
皇
族
数
の
減
少
の
原
因
に
着
目
し
た
意
見
】
 

○
危
機
的
な
水
準
に
あ
る
。
こ
こ
ま
で
事
態
を
放
置
し
た
こ
と
に
強
い
危
惧
を
覚
え
て
お
り
、
一
日
も
早
い
対
処
が
必
要
。
戦
後
日
本
は
外
国
に
占
領
さ
れ
様
々
な
方
法
で

国
の
形
を
変
え
さ
せ
ら
れ
た
が
、
と
り
わ
け
重
要
な
変
更
は
皇
室
に
関
す
る
も
の
。
11

宮
家
に
皇
籍
離
脱
を
強
制
し
た
こ
と
が
現
在
の
皇
族
数
の
減
少
の
主
な
原
因
。
本

来
な
ら
我
が
国
が
独
立
を
回
復
し
た
昭
和

27
年
時
点
で
、
旧
皇
族
の
方
々
の
皇
籍
復
帰
を
行
っ
て
お
い
た
方
が
良
か
っ
た
。（

櫻
井
氏
）
 

 ○
危
機
的
状
況
だ
と
思
う
。
戦
後
の
人
為
的
な
皇
族
減
少
が
原
因
と
思
わ
れ
る
。（

里
中
氏
）
 

 ○
一
般
国
民
の
場
合
、
女
子
や
養
子
も
家
系
・
家
産
を
相
続
で
き
る
が
、
皇
族
の
場
合
、
女
子
は
婚
姻
に
よ
り
皇
族
の
身
分
を
離
れ
、
皇
族
間
の
養
子
も
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、

後
継
男
子
の
な
い
宮
家
は
早
晩
衰
減
す
る
ほ
か
な
い
。
戦
後
の
皇
室
典
範
は
側
室
も
庶
子
も
否
定
す
る
た
め
、
複
数
の
男
子
を
得
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
。（

所
氏
）
 

 

46



 
 ○

明
治
・
昭
和
以
降
に
設
け
ら
れ
た
、
皇
子
及
び
皇
孫
に
対
す
る
嫡
出
性
の
要
求
及
び
養
子
縁
組
の
禁
止
が
皇
族
数
の
減
少
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

男
系
に
よ
る
継
承
を
維
持
す
る
場
合
に
は
、
嫡
出
性
に
よ
る
制
限
を
無
く
す
こ
と
、
又
は
養
子
縁
組
を
認
め
る
こ
と
が
方
策
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
民
法
が
一
夫
一
婦
制
を
採
用
し
て
お
り
、
不
貞
行
為
は
裁
判
上
の
離
婚
原
因
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
側
室
制
度
へ
の
回
帰
は
国
民
の
理
解
を
得
難
い
で
あ
ろ
う
。

（
橋
本
氏
）
 

 ○
皇
族
数
の
減
少
に
は
様
々
な
原
因
が
あ
る
と
思
う
が
、
長
期
間
の
ス
パ
ン
で
、
状
況
に
合
わ
せ
て
、
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
皇
族
数
の
減
少
が
進
み
過
ぎ
て
か
ら

だ
と
、
手
遅
れ
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
皇
室
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
な
事
態
に
な
る
こ
と
は
、
避
け
た
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
。
長
い
皇
室
の
歴
史
の
中
で
は
、

こ
れ
ま
で
に
も
何
度
か
、
皇
族
の
数
の
減
少
と
い
う
問
題
が
起
き
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
が
、
今
で
も
な
お
、
こ
う
し
て
皇
族
の
方
々
が
御
活
躍
さ
れ
て
い

る
背
景
に
は
、
そ
の
時
々
の
状
況
や
、
時
代
背
景
に
応
じ
た
対
応
が
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。（

綿
矢
氏
）
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有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
示
さ
れ
た
主
な
意
見

 

【
現
状
を
維
持
す
る
べ
き
と
す
る
意
見
】
 

○
現
行
制
度
は
長
い
歴
史
に
の
っ
と
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
を
守
る
こ
と
が
皇
室
に
対
す
る
国
民
の
求
心
力
を
維
持
す
る
方
法
。
比
類
の
な
い
歴
史
の
重
み
を
尊
重
す
る
こ
と

な
し
に
は
皇
室
の
維
持
も
難
し
い
。（

櫻
井
氏
）
 

 ○
約

1,
70
0
年
間
男
系
男
子
優
先
を
守
り
続
け
て
き
た
重
み
は
あ
る
。
権
力
指
向
が
高
じ
て
権
威
ま
で
手
に
し
た
い
と
考
え
る
男
子
を
排
除
す
る
に
は
、
万
世
一
系
で
通
す
の

が
有
効
だ
っ
た
と
思
え
る
。
真
の
理
由
は
分
か
ら
な
く
て
も
、
現
代
の
常
識
の
下
で
、
長
い
歴
史
の
営
み
を
変
え
る
こ
と
に
は
畏
れ
を
感
じ
る
。
女
性
皇
族
の
夫
も
皇
族
と

な
れ
ば
、
権
威
を
得
る
手
段
と
し
て
女
性
皇
族
を
利
用
す
る
男
性
が
出
現
し
な
い
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
、
い
さ
さ
か
古
め
い
た
心
配
だ
が
、
歴
史
上
は
現
実
と
な
り
そ
う

な
事
例
も
あ
っ
た
。
女
性
に
は
精
神
的
に
も
立
場
の
上
で
も
男
性
よ
り
自
由
度
の
高
い
人
生
を
選
ぶ
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。（

里
中
氏
）
 

 ○
神
武
天
皇
を
父
系
（
男
系
）
と
す
る
男
子
の
み
が
皇
位
継
承
の
資
格
を
有
す
る
現
行
制
度
の
考
え
方
が
あ
る
た
め
、
天
皇
や
皇
族
し
か
で
き
な
い
祭
祀
が

2,
00
0
年
以
上

守
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
伝
統
が
安
定
と
な
り
、
日
本
人
と
し
て
の
誇
り
と
結
束
力
が
何
の
疑
い
も
な
く
紡
が
れ
て
き
た
。
女
性
皇
族
の
配
偶
者
は
、
皇
室
と
は
区
別
さ
れ

た
姓
を
持
っ
た
方
で
、
そ
の
子
も
皇
族
と
は
別
の
血
筋
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
皇
族
と
し
て
の
活
動
が
で
き
ず
、
行
っ
て
も
意
味
が
な
い
。（

曽
根
氏
）
 

 ○
ど
の
天
皇
も
父
方
を
た
ど
る
と
神
武
天
皇
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
女
性
皇
族
が
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
現
行
制
度
は
、
女
性
皇
族
と
婚
姻
関

係
に
あ
る
一
般
男
子
と
の
皇
位
継
承
争
い
を
引
き
起
こ
さ
な
い
た
め
に
も
意
義
が
あ
る
。（

半
井
氏
）
 

 ○
皇
位
継
承
が
皇
統
に
属
す
る
男
系
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
祖
先
を
祀
る
祭
主
の
地
位
は
男
系
で
し
か
継
承
さ
れ
な
い
と
い
う
の
が
古
代
の
観
念
だ
っ
た
か
ら
。
皇
位

が
一
貫
し
て
男
系
で
つ
な
が
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
が
古
代
以
来
の
日
本
の
継
続
性
を
保
証
し
、
日
本
国
の
時
間
的
統
合
を
象
徴
で
き
る
根
拠
。（

新
田
氏
）
 

 ○
歴
史
的
経
緯
に
基
づ
く
現
行
の
規
定
を
容
易
に
変
更
す
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。（

松
本
氏
）
 

 ○
皇
室
の
伝
統
は
男
系
で
あ
り
、
憲
法
に
い
う
「
世
襲
」
と
は
「
男
系
」
を
意
味
す
る
、
と
い
う
の
が
立
法
者
意
思
。
政
府
も
一
貫
し
て
「
皇
位
の
世
襲
」
と
は
「
男
系
」

少
な
く
と
も
「
男
系
重
視
」
を
意
味
す
る
と
解
釈
し
て
き
た
。（

百
地
氏
）
 

 ○
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
で
あ
る
皇
族
の
み
が
皇
位
継
承
資
格
を
有
し
、
女
性
皇
族
は
婚
姻
に
伴
い
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
不
変
の
原
理
。（

八
木
氏
）
 

 問
４
 
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
で
あ
る
皇
族
の
み
が
皇
位
継
承
資
格
を
有
し
、
女
性
皇
族
は
婚
姻
に
伴
い

皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
こ
と
と
し
て
い
る
現
行
制
度
の
意
義
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
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 【

現
状
の
変
更
を
示
唆
す
る
意
見
・
現
状
を
変
更
す
る
場
合
の
課
題
を
指
摘
す
る
意
見
】
 

○
長
い
伝
統
と
歴
史
が
あ
り
、
皇
位
継
承
資
格
を
変
え
る
こ
と
は
大
変
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
女
性
宮
家
の
創
設
な
ど
は
必
要
。（

今
谷
氏
）
 

 ○
皇
統
に
属
す
る
男
系
男
子
に
限
る
と
い
う
皇
位
継
承
資
格
の
問
題
と
、
皇
族
女
子
の
婚
姻
に
よ
る
皇
籍
離
脱
の
問
題
と
の
間
に
必
然
的
な
関
係
は
な
い
。
ま
た
、
典
範
制

定
時
と
は
大
き
く
状
況
が
異
な
り
、
皇
族
数
の
減
少
に
よ
る
マ
イ
ナ
ス
面
が
現
に
顕
在
化
し
て
い
る
。
女
性
皇
族
は
婚
姻
に
伴
っ
て
当
然
に
皇
籍
を
離
脱
す
る
と
い
う
制

度
は
再
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
女
性
天
皇
及
び
女
系
天
皇
の
実
現
可
能
性
は
、
女
性
皇
族
の
存
在
を
前
提
と
す
る
た
め
、
女
性
皇
族
は
婚
姻
に
伴
っ
て
当
然
に
皇
籍
を

離
脱
す
る
と
い
う
仕
組
み
の
改
正
が
最
優
先
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
。（

大
石
氏
）
 

 ○
女
性
皇
族
が
婚
姻
に
伴
い
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
と
い
う
制
度
に
つ
い
て
は
、
女
性
皇
族
に
皇
位
継
承
資
格
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
議
論
と
は
別
個
に
、
婚
姻
し
て
も

原
則
と
し
て
皇
族
の
身
分
を
失
わ
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
皇
族
の
減
少
を
防
ぐ
と
い
う
課
題
は
喫
緊
の
事
態
。（

岡
部
氏
）
 

 ○
皇
族
の
規
模
を
適
正
化
す
る
こ
と
で
財
政
的
負
担
の
増
加
を
抑
制
す
る
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い
た
が
、
皇
族
男
子
の
誕
生
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
か
ら
、
現
行
制
度
の
ま

ま
で
は
十
分
に
皇
位
継
承
資
格
者
が
確
保
で
き
ず
、
皇
位
継
承
の
不
安
定
化
が
一
層
深
刻
化
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。（

笠
原
氏
）
 

 ○
男
系
男
子
に
の
み
皇
位
継
承
資
格
を
与
え
る
と
い
う
現
行
制
度
を
改
定
し
、
女
性
皇
族
に
も
皇
位
継
承
資
格
を
与
え
る
と
と
も
に
、
現
行
の
男
性
皇
族
と
同
様
に
、
婚
姻

時
若
し
く
は
適
切
な
時
期
に
「
宮
家
」
を
創
設
し
、
御
自
身
、
配
偶
者
、
お
子
様
を
皇
族
と
す
べ
き
。（

君
塚
氏
）
 

 ○
か
つ
て
は
女
性
天
皇
も
存
在
し
た
と
こ
ろ
、
明
治
維
新
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
天
皇
・
皇
室
の
在
り
方
を
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
君
主
制
の
在
り
方
も
参
照
し
つ
つ
、
意

識
的
に
伝
統
を
確
認
、
形
成
し
た
も
の
を
日
本
国
憲
法
下
で
引
き
継
ぐ
こ
と
に
し
た
と
受
け
止
め
て
い
る
。
現
行
制
度
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
の
下
で
皇
位
継
承
順
位
を

明
確
に
し
、
皇
位
継
承
資
格
を
有
す
る
皇
族
の
心
構
え
を
含
む
皇
位
継
承
へ
の
準
備
、
さ
ら
に
は
国
民
が
将
来
こ
の
皇
族
が
天
皇
に
な
る
と
い
う
予
期
を
形
成
す
る
利
点

を
持
つ
も
の
と
評
価
す
る
。
他
方
、
皇
位
継
承
者
の
減
少
を
も
た
ら
す
制
度
的
要
因
に
な
っ
て
い
る
。（

宍
戸
氏
）
 

 ○
血
統
を
最
重
視
し
た
男
系
継
承
と
い
う
ル
ー
ル
は
、
こ
れ
ま
で
も
必
ず
し
も
日
本
人
の
家
族
の
在
り
方
を
投
影
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
特
殊
な
も
の
。
そ
の
特
殊
な
継

承
が
伝
え
ら
れ
た
長
い
年
月
が
天
皇
を
通
し
て
意
識
さ
れ
、
日
本
の
歴
史
を
象
徴
す
る
と
考
え
る
と
、
単
に
今
日
の
家
族
像
と
の
不
整
合
か
ら
排
す
る
と
の
結
論
に
は
、

端
的
に
な
し
え
な
い
重
み
を
有
す
る
。
し
か
し
、
皇
位
を
継
ぐ
こ
と
だ
け
が
皇
族
の
役
割
で
は
な
く
、
女
性
皇
族
の
婚
姻
に
よ
る
皇
籍
離
脱
の
本
来
の
制
度
趣
旨
が
皇
族

の
増
加
抑
止
と
の
側
面
を
持
つ
と
み
る
な
ら
、
現
状
に
鑑
み
て
、
女
性
皇
族
が
婚
姻
後
も
皇
族
身
分
を
保
ち
得
る
よ
う
限
定
的
に
制
度
を
改
め
て
も
よ
い
。（

都
倉
氏
）
 

 ○
現
行
制
度
は
旧
皇
室
典
範
を
引
き
継
い
だ
も
の
だ
が
、
憲
法
自
体
改
正
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
旧
制
は
維
持
困
難
な
状
況
に
あ
る
。
皇
位
継
承
の
資
格
を
男
系
男
子
に
限
定

す
る
、
と
い
う
行
き
過
ぎ
た
規
制
は
少
し
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
。（

所
氏
）
 

 ○
歴
史
上
、
十
代
八
人
の
男
系
女
子
が
天
皇
と
な
っ
た
事
実
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
必
ず
し
も
全
て
の
年
代
に
お
い
て
法
律
が
男
系
男
子
以
外
の
継
承
を
禁
じ
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
ま
た
、
政
府
は
皇
位
継
承
資
格
を
男
系
男
子
に
限
る
継
承
の
在
り
方
は
国
民
の
皇
位
に
対
す
る
意
識
に
も
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
論
拠
と
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
国
民
感
情
の
推
移
に
よ
っ
て
は
、
女
性
が
皇
位
継
承
資
格
を
持
つ
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
 

皇
族
の
減
少
と
い
う
喫
緊
の
課
題
に
対
し
て
、
解
決
策
の
一
つ
と
し
て
、
皇
族
女
子
の
婚
姻
に
伴
う
皇
籍
離
脱
の
原
則
を
修
正
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。（

橋
本
氏
）
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 ○

側
室
制
度
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
男
系
男
子
継
承
は
い
ず
れ
行
き
詰
ま
る
。
そ
の
意
味
で
、
男
系
男
子
継
承
は
、
現
行
憲
法
下
に
お
い
て
は
、
前
近
代
的
な
色
彩
が
強

い
過
渡
的
な
制
度
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。（

古
川
氏
）
 

 ○
皇
位
が
主
に
男
系
男
子
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
を
考
え
れ
ば
、
男
系
男
子
の
み
に
皇
位
継
承
資
格
が
与
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
一
応
は
理
解

で
き
る
。
ま
た
女
性
皇
族
が
、
婚
姻
に
伴
い
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
こ
と
も
、
皇
族
の
規
模
を
一
定
の
も
の
に
抑
え
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

今
日
の
家
族
観
や
性
別
に
つ
い
て
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
男
女
の
別
の
み
に
基
づ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
身
の
振
り
方
を
分
け
る
や
り
方
に
は
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な

い
。（

本
郷
氏
）
 

 ○
今
後
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
制
度
の
変
更
が
あ
る
と
し
て
も
、
御
本
人
が
「
ず
っ
と
こ
う
だ
」
と
言
わ
れ
て
き
た
制
度
か
ら
、
い
き
な
り
の
変
化
が
生
じ
る
こ
と
は
、
動

揺
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
関
係
す
る
制
度
が
、
婚
姻
後
の
家
庭
環
境
に
も
関
わ
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
一
般
的
に
は
、
婚
姻
前
の
生
活
と
、
婚
姻
後

の
生
活
は
大
き
く
変
わ
る
も
の
だ
と
思
う
。
家
族
を
作
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
、
婚
姻
に
よ
っ
て
変
わ
る
部
分
は
大
き
い
。
そ
れ
は
性
別

に
よ
っ
て
変
わ
ら
な
い
の
に
、
性
差
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
過
ぎ
た
場
合
、
違
和
感
が
あ
る
人
も
多
い
の
で
は
な
い
か
。（

綿
矢
氏
）
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有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
示
さ
れ
た
主
な
意
見

 

皇
位
継
承
資
格
の
拡
大
に
つ
い
て
 

【
現
状
を
維
持
す
る
べ
き
と
す
る
意
見
】
 

○
い
ず
れ
悠
仁
様
が
成
人
さ
れ
、
即
位
さ
れ
、
相
当
の
日
数
が
た
っ
て
も
皇
子
が
生
ま
れ
な
い
と
い
う
段
階
に
な
っ
て
か
ら
決
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
準
備
と
し
て
、
欧

州
の
先
例
・
伝
統
に
つ
い
て
研
究
が
必
要
。（

今
谷
氏
）
 

 ○
例
外
な
く
続
い
て
き
た
皇
位
継
承
原
則
は
非
常
に
重
く
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
大
切
に
考
え
て
対
処
す
べ
き
。
例
え
ば

15
年
後
を
考
え
る
と
、
悠
仁
親
王
殿
下
が
男
子
を
得
て

お
ら
れ
る
可
能
性
も
大
い
に
あ
る
。
正
統
な
親
王
が
お
ら
れ
る
の
に
そ
れ
を
無
視
し
て
内
親
王
が
皇
位
継
承
資
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
、
悠
仁
親
王
殿
下
が
即
位
さ
れ

る
可
能
性
が
な
く
な
り
、
正
統
性
争
い
な
ど
の
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。（

岩
井
氏
）
 

 ○
女
系
天
皇
容
認
論
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
り
、
極
め
て
慎
重
で
あ
る
べ
き
。（

櫻
井
氏
）
 

 ○
皇
統
に
属
す
る
男
系
男
子
と
の
婚
姻
を
前
提
と
す
る
場
合
以
外
は
、
皇
統
の
断
絶
と
な
る
。
今
回
の
問
題
は
、
次
の
男
系
男
子
に
つ
な
げ
る
た
め
で
は
な
く
、
皇
位
継
承

資
格
者
を
確
保
す
る
た
め
に
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
。
女
性
天
皇
は
本
質
的
な
解
決
策
に
な
ら
な
い
。（

新
田
氏
）
 

 ○
歴
史
的
に
は
事
例
が
あ
る
が
、
歴
史
的
経
緯
に
基
づ
く
現
行
の
規
定
を
容
易
に
変
更
す
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
で
、
現
行
の
規
定
を
変
更
す
べ
き
で
は
な
い
。
秋
篠
宮
皇
嗣

殿
下
と
悠
仁
親
王
殿
下
が
い
る
な
か
で
こ
の
よ
う
な
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
あ
る
。（

松
本
氏
）
 

 ○
皇
室
典
範
第
１
条
は
「
男
系
の
男
子
」
を
要
求
し
て
い
る
。
歴
史
上
の
女
性
天
皇
は
、
ふ
さ
わ
し
い
男
子
が
得
ら
れ
な
い
と
き
に
、
一
時
的
、
例
外
的
に
皇
位
に
つ
か
れ

た
だ
け
で
あ
り
、
皇
位
の
安
定
的
継
承
に
資
す
る
も
の
で
は
な
い
。
男
子
不
在
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
現
に
秋
篠
宮
皇
嗣
殿
下
と
悠
仁
親
王
殿
下
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
皇
室
典
範
改
正
の
必
要
性
は
疑
問
。（

百
地
氏
）
 

 ○
当
事
者
で
あ
る
内
親
王
・
女
王
が
受
け
入
れ
る
か
。
配
偶
者
及
び
子
の
身
分
や
処
遇
を
ど
う
す
る
か
。
配
偶
者
や
子
も
皇
族
と
し
、
子
に
皇
位
継
承
資
格
を
与
え
れ
ば
、

史
上
例
の
な
い
女
系
の
皇
族
が
誕
生
し
、
史
上
例
の
な
い
女
系
継
承
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
男
系
継
承
を
天
皇
・
皇
族
で
あ
る
こ
と
の
正
統
性
の
根
拠
と
考
え
れ
ば
、

配
偶
者
・
子
の
皇
族
と
し
て
の
正
統
性
が
問
わ
れ
る
。
子
に
皇
位
継
承
資
格
を
認
め
な
け
れ
ば
安
定
的
な
皇
位
継
承
に
資
す
る
こ
と
が
な
い
。（

八
木
氏
）
 

  問
５
 
内
親
王
・
女
王
に
皇
位
継
承
資
格
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
そ
の
場
合
、

皇
位
継
承
順
位
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
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 【

現
状
の
変
更
を
示
唆
す
る
意
見
・
現
状
を
変
更
す
る
場
合
の
課
題
を
指
摘
す
る
意
見
】
 

○
「
安
定
的
な
皇
位
継
承
」
に
重
点
を
置
き
、
現
在
の
皇
族
数
の
減
少
、
特
に
男
子
皇
族
が
少
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
、
皇
位
継
承
資
格
を
内
親
王
・
女
王
に
も
認
め

る
と
と
も
に
、
女
系
に
も
拡
大
す
る
と
い
う
の
が
基
本
的
な
方
向
と
し
て
は
妥
当
。
他
方
、
古
来
、
皇
位
が
男
系
の
み
で
継
承
さ
れ
て
き
た
伝
統
は
重
い
も
の
。
そ
れ
に

よ
る
継
承
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
一
挙
に
皇
位
継
承
資
格
を
内
親
王
・
女
王
に
も
認
め
る
と
と
も
に
、
女
系
の
皇
族
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
が
最
善
の

方
策
と
も
思
え
な
い
。
そ
こ
で
、
①
こ
れ
ま
で
の
皇
位
継
承
法
（
男
系
男
子
）
を
維
持
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
可
能
な
限
り
そ
れ
に
よ
る
も
の
と
し
つ
つ
、
そ
の
可
能
性

が
な
い
場
合
に
備
え
て
皇
位
継
承
資
格
を
内
親
王
・
女
王
に
も
認
め
る
も
の
と
し
（
男
系
女
帝
の
可
能
性
）、

次
に
、
②
そ
の
制
度
の
下
で
皇
位
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
方

に
お
よ
そ
皇
子
誕
生
の
可
能
性
が
な
い
と
き
に
備
え
て
、
皇
位
継
承
資
格
を
女
系
の
皇
族
に
も
拡
大
す
る
こ
と
と
す
る
。（

大
石
氏
）
 

 ○
男
系
男
子
を
主
張
す
る
方
は
、
女
性
や
女
系
天
皇
が
国
民
の
尊
敬
を
得
ら
れ
る
か
と
い
う
点
や
、
女
性
天
皇
等
の
配
偶
者
が
権
力
を
持
つ
事
態
を
心
配
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
懸
念
を
ど
う
考
え
、
ど
う
対
応
す
る
か
な
ど
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
今
の
段
階
で
は
男
系
を
主
張
す
る
論
者
か
ら

も
理
論
的
に
は
認
め
ら
れ
る
男
系
女
子
の
皇
位
継
承
資
格
を
認
め
る
こ
と
が
、
多
く
の
人
の
賛
同
を
得
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
り
、
円
満
に
皇
位
継
承
者
を
増
や
す
方
策
で

は
な
い
か
。
皇
室
の
問
題
は
国
民
の
で
き
る
だ
け
多
く
が
賛
成
す
る
形
で
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
か
。（

岡
部
氏
）
 

 ○
内
親
王
に
限
り
皇
位
継
承
資
格
を
認
め
る
べ
き
。
我
が
国
は
古
来
、
男
系
女
子
に
皇
位
継
承
資
格
を
認
め
て
き
た
伝
統
が
あ
り
、
男
系
男
子
に
限
定
さ
れ
た
の
は
、
明
治

22
年
の
明
治
皇
室
典
範
以
降
の
短
い
期
間
に
過
ぎ
な
い
。（

笠
原
氏
）
 

 ○
内
親
王
・
女
王
に
も
皇
位
継
承
資
格
を
与
え
る
べ
き
。（

君
塚
氏
）
 

 ○
一
般
に
憲
法
第
２
条
の
定
め
る
世
襲
は
女
性
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
皇
室
典
範
の
改
正
に
よ
り
内
親
王
・
女
王
に
皇
位
継
承
資
格
を
認
め
る
こ

と
は
可
能
。
国
事
行
為
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
活
動
は
女
性
天
皇
で
も
可
能
で
あ
り
、
日
本
国
及
び
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
役
割
が
、
女
性
が
天
皇
と
な
る
こ
と

を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
皇
位
継
承
者
数
が
限
ら
れ
て
い
る
現
状
に
照
ら
し
、
国
家
制
度
と
し
て
の
天
皇
制
を
維
持
す
る
前
提
を
採
る
以
上
、
内
親
王
・
女
王
に
皇
位

継
承
資
格
を
認
め
る
こ
と
に
賛
成
。（

宍
戸
氏
）
 

 ○
大
宝
（
養
老
）
令
の
継
嗣
令
で
は
、
男
性
天
皇
を
優
先
し
な
が
ら
女
性
天
皇
も
公
認
し
て
お
り
、
万
一
の
事
態
に
備
え
る
た
め
に
、
男
系
男
子
を
優
先
し
な
が
ら
、
当
面

一
代
限
り
男
系
女
子
ま
で
公
認
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
必
要
。
２
代
先
ま
で
は
男
系
男
子
に
よ
る
継
承
が
見
込
ま
れ
る
が
、
３
代
先
も
必
ず
男
子
を
生
み
得
る
配
偶
者

を
求
め
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
か
。
３
代
先
に
生
ま
れ
る
方
が
女
子
だ
け
で
あ
っ
て
も
皇
位
を
継
承
で
き
る
余
地
を
開
い
て
お
く
べ
き
。（

所
氏
）
 

 ○
内
親
王
に
皇
位
継
承
資
格
を
認
め
る
べ
き
。
女
性
天
皇
は
過
去
に
も
存
在
し
て
お
り
、
伝
統
の
観
点
か
ら
も
否
定
さ
れ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
憲
法
に
お
い
て
、

天
皇
が
日
本
国
及
び
日
本
国
民
統
合
の
「
象
徴
」
と
し
て
の
役
割
を
担
う
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
も
、
日
本
国
民
は
男
性
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら
、
女
性
天
皇
が
日
本
国
の
「
象
徴
」
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
不
合
理
と
は
思
わ
れ
な
い
。（

橋
本
氏
）
 

 ○
近
年
の
家
族
を
め
ぐ
る
状
況
や
、
女
性
の
社
会
進
出
等
を
考
え
れ
ば
、
皇
位
継
承
資
格
を
男
子
の
み
に
限
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
る
。
内
親
王
・
女
王
に
も
皇
位
継
承

資
格
を
認
め
る
の
は
自
然
。
少
数
で
あ
れ
天
皇
に
女
性
が
い
た
と
い
う
事
実
は
、
例
え
ば
大
臣
・
大
納
言
の
よ
う
な
役
職
に
は
決
し
て
見
ら
れ
な
い
。
天
皇
は
公
的
な
役

割
で
あ
る
と
と
も
に
、
あ
る
血
統
を
備
え
た
身
体
や
生
理
そ
の
も
の
で
も
あ
り
、
必
ず
し
も
女
子
を
排
除
す
る
存
在
で
は
な
い
。
ま
た
、
中
世
に
は
内
親
王
が
、
皇
室
領
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の
継
承
者
・
天
皇
家
の
構
成
員
の
庇
護
者
と
し
て
現
れ
る
な
ど
、
確
固
た
る
役
割
を
担
っ
た
事
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
事
実
を
踏
ま
え
れ
ば
、
内
親
王
・

女
王
へ
の
皇
位
継
承
資
格
の
拡
大
と
い
う
措
置
は
、
驚
く
べ
き
展
開
で
は
な
く
、
一
定
の
根
拠
を
持
つ
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（

本
郷
氏
）
 

 ○
国
民
の
考
え
も
時
代
に
よ
り
変
わ
っ
て
い
く
中
で
、
象
徴
と
し
て
の
天
皇
の
存
在
を
考
え
た
と
き
に
、
女
性
天
皇
の
誕
生
を
歓
迎
す
る
風
潮
も
あ
る
か
と
思
う
。
（
綿
矢
氏
）
 

 （
内
親
王
・
女
王
の
皇
位
継
承
資
格
を
認
め
る
に
は
環
境
の
整
備
が
必
要
と
す
る
意
見
）
 

○
約

1,
70
0
年
間
男
系
男
子
優
先
を
守
り
続
け
て
き
た
重
み
は
あ
る
。
真
の
理
由
は
分
か
ら
な
く
て
も
、
現
代
の
常
識
の
下
で
、
長
い
歴
史
の
営
み
を
変
え
る
こ
と
に
は
畏
れ
を
感
じ
る
。
 

（
そ
の
上
で
）
女
性
天
皇
は
歴
史
上
認
め
ら
れ
て
き
た
し
、
各
女
性
天
皇
は
立
派
に
務
め
て
お
ら
れ
る
。
男
系
女
子
に
皇
位
継
承
資
格
は
あ
っ
て
当
然
と
思
う
。
し
か
し
、

こ
の
問
題
は
先
に
「
夫
、
子
供
の
立
場
」
に
つ
い
て
多
く
の
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
決
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
思
う
。（

里
中
氏
）
 

 ○
皇
位
継
承
資
格
を
男
系
女
子
に
拡
大
す
る
女
性
天
皇
は
、
法
的
な
条
件
が
整
え
ば
容
認
に
賛
成
。（

都
倉
氏
）
 

 （
内
親
王
・
女
王
の
皇
位
継
承
資
格
は
１
代
に
限
る
べ
き
と
す
る
意
見
）
 

○
皇
統
に
属
す
る
男
子
が
担
っ
て
こ
ら
れ
た
一
貫
性
を
壊
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

（
そ
の
上
で
）
そ
の
時
代
・
世
代
の
状
況
に
よ
り
、
皇
嗣
（
皇
位
継
承
順
位
第
１
位
）
と
な
り
、
寡
婦
か
未
婚
の
状
態
で
、
時
代
背
景
（
次
の
皇
嗣
が
幼
少
期
等
）
も
あ

り
、
中
継
ぎ
的
役
割
で
の
即
位
は
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
男
系
女
子
の
継
承
は
一
時
的
に
必
要
な
と
き
は
可
能
。（

曽
根
氏
）
 

 ○
男
系
の
女
性
皇
族
が
天
皇
と
し
て
皇
位
に
つ
か
れ
る
こ
と
は
前
例
が
あ
る
。
た
だ
し
、
前
例
に
従
い
、
一
代
限
り
と
す
る
。
皇
位
継
承
資
格
を
持
つ
内
親
王
・
女
王
が
結

婚
さ
れ
た
場
合
は
、
従
来
ど
お
り
皇
籍
を
離
脱
す
る
べ
き
。（

半
井
氏
）
 

 （
内
親
王
・
女
王
の
皇
位
継
承
資
格
は
女
系
へ
の
拡
大
と
合
わ
せ
て
措
置
す
る
べ
き
と
す
る
意
見
）
 

○
女
系
天
皇
の
容
認
と
セ
ッ
ト
で
な
け
れ
ば
、
女
性
皇
族
に
男
子
出
生
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
か
る
た
め
人
道
上
非
常
に
問
題
。
必
ず
男
子
が
生
ま
れ
る
保
証
が
な
い
以
上
、

抜
本
的
な
解
決
策
と
は
な
ら
な
い
。（

古
川
氏
）
 

 

 

皇
位
継
承
資
格
を
拡
大
す
る
時
点
や
拡
大
し
た
場
合
の
皇
位
継
承
順
位
に
つ
い
て
 

○
現
に
お
ら
れ
る
具
体
的
な
皇
位
継
承
資
格
者
な
ど
を
無
視
し
て
抽
象
的
に
議
論
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
皇
位
継
承
法
（
男
系
男
子
）
を
維
持
す
る
こ
と

が
明
ら
か
に
可
能
な
限
り
そ
れ
に
よ
る
も
の
と
し
つ
つ
、
そ
の
可
能
性
が
な
い
場
合
に
備
え
て
皇
位
継
承
資
格
を
内
親
王
・
女
王
に
も
認
め
、
そ
の
皇
位
継
承
順
位
は

「
そ
の
他
の
皇
子
孫
」
の
次
、「

皇
兄
弟
及
び
そ
の
子
孫
」
の
前
と
す
る
（
長
系
主
義
の
尊
重
）。
（
大
石
氏
）
 

 ○
第
１
順
位
を
男
系
男
子
、
第
２
順
位
を
男
系
女
子
と
す
る
。（

岡
部
氏
）
 

 ○
男
系
男
子
を
優
先
す
べ
き
と
考
え
る
。（

笠
原
氏
）
 

53



 
 ○

今
上
天
皇
の
お
子
様
、
愛
子
様
か
ら
「
絶
対
的
長
子
相
続
制
（
男
女
を
問
わ
ず
第
一
子
が
優
先
さ
れ
る
）」

に
す
べ
き
。（

君
塚
氏
）
 

 ○
既
に
、
皇
位
継
承
さ
れ
る
は
ず
の
悠
仁
様
が
成
長
な
さ
っ
て
い
る
。
ま
た
内
親
王
の
皆
様
も
現
行
の
法
の
下
で
人
生
を
送
る
お
つ
も
り
で
日
々
を
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
た

と
思
う
。
そ
う
い
う
方
々
の
お
心
を
乱
さ
ぬ
よ
う
に
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
う
。
 

（
そ
の
上
で
）
継
承
順
位
に
つ
い
て
は
男
系
男
子
優
先
、
男
系
男
子
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
場
合
を
考
え
て
様
々
な
ケ
ー
ス
ご
と
に
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。（

里
中
氏
）
 

 ○
制
度
変
更
の
時
点
に
つ
い
て
は
、
現
に
皇
位
継
承
資
格
を
持
っ
て
い
る
方
、
今
ま
で
持
っ
て
い
な
か
っ
た
方
の
予
期
や
準
備
に
関
わ
る
た
め
、
か
な
り
慎
重
な
検
討
が
必

要
。
悠
仁
親
王
殿
下
が
皇
位
を
継
承
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
次
か
ら
新
た
な
制
度
を
適
用
す
る
と
す
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
 

（
そ
の
上
で
）
皇
位
継
承
順
位
に
つ
い
て
は
、
憲
法
第

14
条
第
１
項
の
定
め
る
平
等
原
則
は
天
皇
制
の
在
り
方
に
直
ち
に
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
国
家
制
度

と
し
て
の
設
計
の
問
題
と
し
て
考
え
た
場
合
、
皇
位
継
承
の
安
定
性
・
連
続
性
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
長
子
優
先
が
適
切
。
他
方
、「

伝
統
」
と
の
調
整
を
考
慮
し

て
兄
弟
姉
妹
間
で
男
子
を
優
先
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。（

宍
戸
氏
）
 

 ○
現
行
制
度
の
下
で
過
ご
し
て
き
た
現
在
の
皇
族
に
新
た
な
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
皇
族
本
人
の
予
見
可
能
性
な
ど
の
面
か
ら
も
不
適
切
。
新
制
度
施
行
前
の
時
点
に
お

い
て
現
存
す
る
皇
族
間
に
お
い
て
は
新
制
度
下
に
お
い
て
も
男
系
男
子
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
。
将
来
的
に
は
長
子
優
先
と
す
る
こ
と
も
選
択
肢
。（

都
倉
氏
）
 

 ○
男
系
の
男
子
を
優
先
し
て
、
男
系
の
女
子
ま
で
容
認
し
て
お
く
。
皇
室
典
範
第
２
条
を
準
用
し
、
長
系
を
先
に
し
、
同
等
内
で
は
男
子
を
先
に
す
る
。
皇
女
の
敬
宮
愛
子

内
親
王
殿
下
に
は
、
皇
族
と
し
て
御
両
親
、
さ
ら
に
叔
父
様
や
従
弟
に
当
た
る
方
も
支
え
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。（

所
氏
）
 

 ○
男
系
男
子
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
場
合
は
、
男
系
男
子
を
優
先
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
。（

半
井
氏
）
 

 ○
皇
位
継
承
に
は
相
応
の
準
備
期
間
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
、
皇
位
継
承
者
は
な
る
べ
く
早
い
時
期
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
よ
り
長
い
時
間
を
か
け

る
こ
と
が
で
き
る
長
子
を
優
先
す
べ
き
。（

橋
本
氏
）
 

 ○
改
正
後
の
制
度
は
、
皇
室
典
範
改
正
後
に
生
ま
れ
る
皇
族
か
ら
適
用
す
る
べ
き
。
そ
れ
で
は
間
に
合
わ
な
い
と
い
う
場
合
は
、
御
本
人
の
同
意
が
あ
っ
た
場
合
の
み
適
用
す

べ
き
。
現
在
の
未
婚
の
女
性
皇
族
は
現
行
制
度
を
前
提
に
人
生
設
計
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
強
制
的
に
変
更
さ
せ
る
の
は
人
道
上
問
題
。
 

（
そ
の
上
で
）
安
定
性
が
あ
る
た
め
長
子
優
先
（
性
別
に
こ
だ
わ
ら
な
い
）
を
推
奨
す
る
。（

古
川
氏
）
 

 ○
今
、
次
世
代
の
男
子
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
そ
こ
ま
で
は
従
来
の
方
式
で
や
る
の
で
は
な
い
か
。
現
在
の
皇
位
継
承
順
位
を
変
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
代
替
わ
り
の
と
き
に

判
断
す
べ
き
だ
っ
た
。
天
皇
に
な
る
方
は
、
早
い
段
階
か
ら
そ
う
い
う
立
場
、
気
持
ち
で
い
て
い
た
だ
か
な
い
と
お
気
の
毒
で
あ
る
。
 

（
そ
の
上
で
）
皇
位
継
承
順
位
は
、
男
女
問
わ
ず
、
長
子
優
先
と
す
る
。
天
皇
の
務
め
は
全
身
全
霊
で
臨
む
べ
き
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
で
き
る
限
り
早
い
段
階
で
皇
位
継
承

者
の
自
覚
を
持
ち
、
周
囲
も
皇
位
継
承
者
と
し
て
の
養
育
を
心
が
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
男
女
問
わ
ず
長
子
優
先
と
す
れ
ば
、
出
生
と
共
に
皇
位
継
承
順
位
が
決
ま
る
。
生

ま
れ
た
と
き
か
ら
天
皇
と
し
て
運
命
付
け
ら
れ
、
そ
の
運
命
に
従
う
生
き
方
を
し
て
き
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
、
無
二
の
存
在
感
と
説
得
力
に
つ
な
が
る
。（

本
郷
氏
）
 

 ○
皇
位
継
承
順
位
に
関
し
て
は
、
今
既
に
決
ま
っ
て
い
る
継
承
順
位
を
軽
く
扱
っ
て
い
い
の
か
と
い
う
意
見
も
あ
る
と
思
わ
れ
、
今
す
ぐ
決
め
ら
れ
る
問
題
で
も
な
い
か
も

し
れ
な
い
。（

綿
矢
氏
）
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有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
示
さ
れ
た
主
な
意
見
 

皇
位
継
承
資
格
の
拡
大
に
つ
い
て
 

【
現
状
を
維
持
す
る
べ
き
と
す
る
意
見
】
 

○
80
0
年
か
ら

1,
00
0
年
く
ら
い
制
度
で
固
め
ら
れ
て
き
た
伝
統
の
重
み
は
簡
単
に
は
崩
せ
な
い
。
国
民
的
議
論
も
必
要
で
、
す
ぐ
に
慌
て
て
結
論
を
出
す
よ
り
も
、
し
ば

ら
く
国
民
的
な
議
論
を
続
け
た
方
が
い
い
。
い
ず
れ
悠
仁
様
が
成
人
さ
れ
、
即
位
さ
れ
、
相
当
の
日
数
が
た
っ
て
も
皇
子
が
生
ま
れ
な
い
と
い
う
段
階
に
な
っ
て
か
ら
決

め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
準
備
と
し
て
、
欧
州
の
先
例
・
伝
統
に
つ
い
て
研
究
が
必
要
。（

今
谷
氏
）
 

 ○
例
外
な
く
続
い
て
き
た
皇
位
継
承
原
則
は
非
常
に
重
く
、
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
大
切
に
考
え
て
対
処
す
べ
き
。
例
え
ば

15
年
後
を
考
え
る
と
、
悠
仁
親
王
殿
下
が
男
子
を
得
て

お
ら
れ
る
可
能
性
も
大
い
に
あ
る
。
正
統
な
親
王
が
お
ら
れ
る
の
に
そ
れ
を
無
視
し
て
内
親
王
が
皇
位
継
承
資
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
、
悠
仁
親
王
殿
下
が
即
位
さ
れ

る
可
能
性
が
な
く
な
り
、
正
統
性
争
い
な
ど
の
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。（

岩
井
氏
）
 

 ○
憲
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
皇
位
の
世
襲
の
原
則
は
、
天
皇
の
血
統
に
属
す
る
者
が
皇
位
を
継
承
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
、
男
子
や
男
系
で
あ
る
こ
と
ま
で
を
求
め
る

も
の
で
は
な
く
、
女
子
や
女
系
の
皇
族
が
皇
位
を
継
承
す
る
こ
と
は
憲
法
上
は
可
能
。
ま
た
、
立
法
者
意
思
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
。
し
か
し
、
現
時
点
で
女
系

に
拡
大
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
別
の
検
討
が
必
要
。
現
に
強
固
な
反
対
論
が
あ
る
が
、
そ
の
実
質
を
見
て
、
何
が
言
い
た
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
べ
き
。

（
岡
部
氏
）
 

 ○
歴
史
上
に
先
例
の
な
い
皇
位
継
承
資
格
の
女
系
へ
の
拡
大
は
見
送
る
べ
き
。
今
後
の
検
討
課
題
と
す
べ
き
。（

笠
原
氏
）
 

 ○
天
皇
の
地
位
は
長
い
歴
史
の
中
で
一
度
の
例
外
も
な
く
男
系
で
継
承
さ
れ
て
き
た
。
女
系
の
容
認
は
、
皇
室
が
変
質
し
、
そ
の
歴
史
が
終
焉
に
向
か
う
こ
と
と
な
る
と
危

惧
す
る
。（

櫻
井
氏
）
 

 ○
約

1,
70
0
年
間
男
系
男
子
優
先
を
守
り
続
け
て
き
た
重
み
は
あ
る
。
真
の
理
由
は
分
か
ら
な
く
て
も
、
現
代
の
常
識
の
下
で
、
長
い
歴
史
の
営
み
を
変
え
る
こ
と
に
は
畏

れ
を
感
じ
る
。
女
系
天
皇
と
女
性
天
皇
の
違
い
を
国
民
の
全
て
が
詳
し
く
知
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
よ
く
知
ら
な
く
て
も
何
と
な
く
「
男
女
同
権
」「

女
性
の
力
を
生

か
す
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
女
系
天
皇
を
よ
し
と
す
る
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
人
も
い
る
と
思
う
。
 

（
そ
の
上
で
）
男
系
男
子
が
一
人
も
存
在
し
な
く
な
っ
た
場
合
を
考
え
て
、
い
ろ
ん
な
ケ
ー
ス
ご
と
に
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
仮
に
「
女
系
天
皇
し
か
選

択
肢
が
な
い
」
よ
う
な
状
況
に
な
れ
ば
、
女
系
天
皇
、
新
し
い
王
朝
と
い
う
事
態
も
受
け
入
れ
る
こ
と
も
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。（

里
中
氏
）
 

 問
６
 
皇
位
継
承
資
格
を
女
系
に
拡
大
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
そ
の
場
合
、
皇
位
継

承
順
位
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
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 ○

歴
代
父
系
（
男
系
）
を
た
ど
り
、
初
代
神
武
天
皇
に
血
統
が
つ
な
が
る
こ
と
が
天
皇
の
定
義
。
い
わ
ゆ
る
女
系
と
い
う
こ
と
は
、
母
系
を
た
ど
る
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ゆ

る
女
系
天
皇
は
天
皇
に
相
当
せ
ず
、
も
し
現
在
い
わ
ゆ
る
女
系
天
皇
と
定
義
し
て
い
る
も
の
が
誕
生
す
れ
ば
、
そ
れ
は
天
皇
で
な
く
、
新
た
な
王
朝
を
開
く
こ
と
と
な
り
、

皇
室
の
歴
史
が
終
わ
り
、
ひ
い
て
は
日
本
の
歴
史
が
終
わ
り
、
新
王
朝
の
下
、
新
た
な
国
家
を
開
く
こ
と
に
な
る
。（

曽
根
氏
）
 

 ○
皇
位
継
承
の
資
格
は
、
天
照
大
神
を
皇
祖
と
仰
ぎ
神
武
天
皇
を
皇
宗
と
伝
え
る
子
孫
の
う
ち
皇
族
の
身
分
に
あ
る
こ
と
が
本
質
的
な
要
件
で
あ
っ
て
（
皇
室
は
氏
も
家
も

超
え
た
唯
一
の
存
在
）、

男
系
女
系
は
派
生
的
な
要
素
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
男
系
で
一
貫
し
て
き
た
長
年
の
慣
習
は
当
分
重
視
す
る
必
要
が
あ
り
、
今
の
段
階
で
女
系
に

ま
で
拡
大
す
れ
ば
不
安
や
混
乱
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
。（

所
氏
）
 

 ○
女
系
へ
の
拡
大
は
日
本
を
混
乱
さ
せ
る
原
因
と
な
り
許
容
で
き
な
い
。（

半
井
氏
）
 

 ○
皇
位
が
一
貫
し
て
男
系
で
つ
な
が
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
こ
そ
が
古
代
以
来
の
日
本
の
継
続
性
を
保
証
し
、
時
間
的
統
合
を
象
徴
で
き
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
女
系
の

天
皇
は
、
皇
統
の
断
絶
、
王
朝
交
代
と
な
る
。（

新
田
氏
）
 

 ○
歴
史
的
前
例
の
な
い
女
系
へ
の
拡
大
は
考
え
ら
れ
な
い
。
女
系
に
な
る
と
「
ウ
ジ
」
が
変
わ
り
、
天
つ
神
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
正
統
性
に
疑
義
が
生
じ
得
る
。
（
松
本
氏
）
 

 ○
憲
法
第
２
条
に
い
う
「
世
襲
」
と
は
男
系
を
意
味
す
る
、
と
い
う
の
が
立
法
者
意
思
。
歴
代
政
府
も
一
貫
し
て
皇
位
の
世
襲
と
は
男
系
、
少
な
く
と
も
男
系
重
視
を
意
味
す
る
と

解
釈
し
て
き
た
。
安
易
に
女
系
を
容
認
す
る
の
は
憲
法
違
反
の
疑
い
が
あ
り
、
許
さ
れ
な
い
。
女
系
は
、
２
千
年
近
い
「
皇
室
の
伝
統
」
を
破
壊
し
、「

万
世
一
系
の
皇
統
」
を

否
定
す
る
も
の
。
女
系
を
容
認
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
初
代
神
武
天
皇
以
来
の
皇
統
は
断
絶
し
、
新
た
な
王
朝
が
誕
生
、
そ
の
正
統
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。（

百
地
氏
）
 

 ○
女
系
は
天
皇
・
皇
族
と
し
て
の
正
統
性
を
有
し
な
い
。
皇
位
継
承
資
格
を
女
系
に
拡
大
す
る
こ
と
は
、
一
般
国
民
と
質
的
に
変
わ
ら
な
い
人
物
が
天
皇
・
皇
族
に
な
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
正
統
性
が
疑
わ
れ
る
ば
か
り
か
、
敬
愛
・
尊
崇
の
対
象
と
も
な
ら
な
い
。「

天
皇
制
」
廃
絶
の
道
で
あ
る
。（

八
木
氏
）
 

 ○
永
ら
く
受
け
継
が
れ
て
き
た
皇
室
の
歴
史
、
そ
し
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
伝
統
へ
敬
意
を
払
う
こ
と
は
大
変
重
要
だ
と
思
う
。
女
系
天
皇
に
関
し
て
は
、
今
の
時
代
に
か
け

て
、
一
部
容
認
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
も
出
て
い
る
が
、
伝
統
を
重
ん
じ
る
観
点
か
ら
、
慎
重
に
取
り
扱
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。（

綿
矢
氏
）
 

 【
現
状
の
変
更
を
示
唆
す
る
意
見
・
現
状
を
変
更
す
る
場
合
の
課
題
を
指
摘
す
る
意
見
】
 

○
「
安
定
的
な
皇
位
継
承
」
に
重
点
を
置
き
、
現
在
の
皇
族
数
の
減
少
、
特
に
男
子
皇
族
が
少
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
、
皇
位
継
承
資
格
を
内
親
王
・
女
王
に
も
認
め

る
と
と
も
に
、
女
系
に
も
拡
大
す
る
と
い
う
の
が
基
本
的
な
方
向
と
し
て
は
妥
当
。
他
方
、
古
来
、
皇
位
が
男
系
の
み
で
継
承
さ
れ
て
き
た
伝
統
は
重
い
も
の
。
そ
れ
に

よ
る
継
承
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
一
挙
に
皇
位
継
承
資
格
を
内
親
王
・
女
王
に
も
認
め
る
と
と
も
に
、
女
系
の
皇
族
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
が
最
善
の

方
策
と
も
思
え
な
い
。
そ
こ
で
、
①
こ
れ
ま
で
の
皇
位
継
承
法
（
男
系
男
子
）
を
維
持
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
可
能
な
限
り
そ
れ
に
よ
る
も
の
と
し
つ
つ
、
そ
の
可
能
性

が
な
い
場
合
に
備
え
て
皇
位
継
承
資
格
を
内
親
王
・
女
王
に
も
認
め
る
も
の
と
し
（
男
系
女
帝
の
可
能
性
）、

次
に
、
②
そ
の
制
度
の
下
で
皇
位
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
方

に
お
よ
そ
皇
子
誕
生
の
可
能
性
が
な
い
と
き
に
備
え
て
、
皇
位
継
承
資
格
を
女
系
の
皇
族
に
も
拡
大
す
る
こ
と
と
す
る
。（

大
石
氏
）
 

 ○
皇
位
継
承
資
格
を
女
系
に
拡
大
す
る
こ
と
に
は
「
賛
成
」。
（
君
塚
氏
）
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 ○

憲
法
第
２
条
は
女
系
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
国
事
行
為
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
活
動
は
女
系
の
天
皇
で
も
可
能
。「

伝
統
」
を
理
由
に
皇
位
継
承
資
格
を
男
系
に
限
定

す
べ
き
と
の
見
解
は
傾
聴
に
値
す
る
が
、
男
系
男
子
の
皇
位
継
承
者
が
限
ら
れ
て
い
る
現
状
を
考
慮
す
べ
き
。
男
系
主
義
を
貫
い
た
場
合
、
皇
位
継
承
資
格
者
の
候
補
と

想
定
さ
れ
る
旧

11
宮
家
出
身
の
国
民
が
、
現
皇
室
か
ら
系
統
上
相
当
な
距
離
が
あ
る
こ
と
も
、
国
家
制
度
と
し
て
の
天
皇
制
を
考
え
る
上
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
。
日
本
国

憲
法
下
の
天
皇
制
と
し
て
は
、
憲
法
施
行
時
の
天
皇
で
あ
っ
た
昭
和
天
皇
の
実
系
と
い
う
条
件
を
優
先
さ
せ
た
方
が
、
皇
位
継
承
の
安
定
性
・
連
続
性
と
い
う
要
請
に
か

な
う
と
と
も
に
、
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
国
民
の
支
持
を
得
や
す
い
も
の
と
考
え
る
。
皇
位
継
承
資
格
を
女
系
に
拡
大
す
る
こ
と
も
賛
成
。（

宍
戸
氏
）
 

 ○
古
代
よ
り
父
方
だ
け
の
血
統
を
つ
な
ぐ
と
い
う
ル
ー
ル
で
継
承
さ
れ
た
こ
と
が
、
天
皇
の
家
族
が
別
格
扱
い
さ
れ
る
根
拠
で
は
な
い
か
。
安
定
的
皇
位
継
承
を
確
保
す
る

上
で
、
大
き
な
制
度
変
更
が
正
統
性
に
強
い
疑
義
を
生
じ
さ
せ
、
天
皇
を
象
徴
と
し
た
国
の
在
り
方
を
不
安
定
化
さ
せ
る
可
能
性
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
男
系
で
の

継
承
を
継
続
す
る
模
索
が
な
さ
れ
て
よ
い
。
 

（
そ
の
上
で
）
様
々
な
可
能
性
を
想
定
し
て
お
く
の
が
政
治
の
責
務
。
全
て
の
選
択
肢
の
見
通
し
が
立
た
な
く
な
っ
て
か
ら
改
め
て
女
系
を
容
認
す
る
の
で
は
却
っ
て
正

統
性
に
根
深
い
疑
問
を
生
じ
る
。
他
の
手
立
て
も
尽
く
し
た
上
で
、
優
先
順
位
を
最
後
と
し
た
選
択
肢
と
し
て
、
女
系
継
承
の
道
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
も
今
後
の
在
り

方
。（

都
倉
氏
）
 

 ○
国
民
意
識
の
変
化
に
よ
っ
て
は
、
女
系
天
皇
の
可
能
性
も
十
分
に
論
じ
る
余
地
が
あ
る
。
皇
位
継
承
資
格
が
男
系
男
子
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
皇
室
典
範
第
１
条
の

規
定
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
第
２
条
で
は
な
い
。
女
系
継
承
を
認
め
る
と
し
た
ら
、
改
正
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
下
位
法
で
あ
る
皇
室
典
範
の
み
。（

橋
本
氏
）
 

 ○
女
系
天
皇
に
つ
い
て
は
、
安
定
性
と
国
民
の
理
解
と
支
持
が
あ
り
、
世
襲
と
い
う
伝
統
を
維
持
で
き
る
こ
と
か
ら
、
賛
成
す
る
。（

古
川
氏
）
 

 ○
（
問
５
で
）
女
性
皇
族
に
皇
位
継
承
資
格
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
男
性
皇
族
と
同
じ
条
件
で
処
遇
す
る
の
が
論
理
的
な
筋
道
に
か
な
っ
た
や
り
方
。
皇
位
継
承
資
格
の

女
系
へ
の
拡
大
は
当
然
。
皇
位
継
承
に
お
い
て
最
優
先
と
す
べ
き
は
、
分
か
り
や
す
い
こ
と
。
男
系
男
子
に
こ
だ
わ
っ
て
、
傍
系
へ
の
継
承
が
繰
り
返
さ
れ
る
な
ど
し
て
、

継
承
の
流
れ
が
複
雑
化
す
る
の
は
避
け
る
べ
き
。
分
か
り
に
く
い
継
承
は
国
民
の
疑
問
を
惹
起
し
、
関
係
す
る
皇
室
メ
ン
バ
ー
の
資
質
や
適
格
性
な
ど
が
取
り
沙
汰
さ
れ

る
事
態
に
つ
な
が
り
、
天
皇
と
い
う
存
在
へ
の
信
頼
が
失
わ
れ
か
ね
な
い
。（

本
郷
氏
）
 

  

皇
位
継
承
資
格
を
拡
大
す
る
時
点
や
拡
大
し
た
場
合
の
皇
位
継
承
順
位
に
つ
い
て
 

○
（
男
系
男
子
に
よ
る
継
承
を
維
持
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
可
能
な
限
り
そ
れ
に
よ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
最
終
的
に
皇
位
継
承
資
格
を
女
系
の
皇
族
に
拡
大
す
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
）
男
子
優
先
は
誕
生
の
順
序
に
よ
り
継
承
順
位
が
変
わ
り
、
皇
太
子
の
交
代
も
あ
り
得
る
こ
と
に
な
り
、「

安
定
的
な
皇
位
継
承
」
に
相
容
れ
な

い
。
男
女
を
問
わ
ず
皇
子
の
出
生
順
と
す
る
こ
と
（
長
子
優
先
主
義
）
が
合
理
的
。（

大
石
氏
）
 

 ○
今
上
天
皇
の
お
子
様
、
愛
子
様
か
ら
「
絶
対
的
長
子
相
続
制
（
男
女
を
問
わ
ず
第
一
子
が
優
先
さ
れ
る
）」

に
す
べ
き
。（

君
塚
氏
）
 

 ○
現
に
皇
位
継
承
資
格
を
持
っ
て
い
る
方
、
今
ま
で
持
っ
て
い
な
か
っ
た
方
の
予
期
に
関
わ
る
た
め
、
か
な
り
慎
重
な
検
討
が
必
要
。
悠
仁
親
王
殿
下
が
皇
位
を
継
承
す
る
こ

と
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
次
か
ら
新
た
な
制
度
を
適
用
す
る
と
す
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
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（
そ
の
上
で
）
世
襲
の
意
義
、
天
皇
へ
の
「
近
さ
」
及
び
国
民
の
皇
位
継
承
へ
の
予
期
を
重
視
す
れ
ば
、
女
子
・
女
系
を
問
わ
ず
、
長
子
を
優
先
す
る
こ
と
が
適
切
。
他
方
、

「
伝
統
」
と
の
調
整
を
考
慮
し
て
、
兄
弟
姉
妹
間
で
男
子
を
優
先
す
る
、
又
は
男
系
を
優
先
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
考
え
る
。（

宍
戸
氏
）
 

 ○
新
制
度
施
行
前
の
時
点
に
お
い
て
現
存
す
る
皇
族
間
に
お
い
て
は
、
新
制
度
下
に
お
い
て
も
男
系
男
子
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
。
男
系
で
の
継
承
を
継
続
す
る
た
め
の
他
の

手
立
て
も
尽
く
し
た
上
で
、
優
先
順
位
を
最
後
と
し
た
選
択
肢
と
し
て
、
女
系
継
承
の
道
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
も
今
後
の
在
り
方
。（

都
倉
氏
）
 

 ○
皇
位
継
承
に
は
相
応
の
準
備
期
間
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
、
皇
位
継
承
者
は
な
る
べ
く
早
い
時
期
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
よ
り
長
い
時
間
を
か
け

る
こ
と
が
で
き
る
長
子
を
優
先
す
べ
き
。（

橋
本
氏
）
 

 ○
改
正
後
の
制
度
は
、
皇
室
典
範
改
正
後
に
生
ま
れ
る
皇
族
か
ら
適
用
す
る
べ
き
。
そ
れ
で
は
間
に
合
わ
な
い
と
い
う
場
合
は
、
御
本
人
の
同
意
が
あ
っ
た
場
合
の
み
適
用
す

べ
き
。
現
在
の
未
婚
の
女
性
皇
族
は
現
行
制
度
を
前
提
に
人
生
設
計
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
強
制
的
に
変
更
さ
せ
る
の
は
人
道
上
問
題
。
 

（
そ
の
上
で
）
安
定
性
が
あ
る
た
め
長
子
優
先
（
性
別
に
こ
だ
わ
ら
な
い
）
を
推
奨
す
る
。（

古
川
氏
）
 

 ○
今
、
次
世
代
の
男
子
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
そ
こ
ま
で
は
従
来
の
方
式
で
や
る
の
で
は
な
い
か
。
現
在
の
皇
位
継
承
順
位
を
変
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
代
替
わ
り
の
と
き
に

判
断
す
べ
き
だ
っ
た
。
天
皇
に
な
る
方
は
、
早
い
段
階
か
ら
そ
う
い
う
立
場
、
気
持
ち
で
い
て
い
た
だ
か
な
い
と
お
気
の
毒
で
あ
る
。
 

（
そ
の
上
で
）
皇
位
継
承
順
位
は
、
男
女
問
わ
ず
、
長
子
優
先
と
す
る
。
天
皇
の
務
め
は
全
身
全
霊
で
臨
む
べ
き
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
で
き
る
限
り
早
い
段
階
で
皇
位
継
承

者
の
自
覚
を
持
ち
、
周
囲
も
皇
位
継
承
者
と
し
て
の
養
育
を
心
掛
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
男
女
問
わ
ず
長
子
優
先
と
す
れ
ば
、
出
生
と
共
に
皇
位
継
承
順
位
が
決
ま
る
。
生

ま
れ
た
と
き
か
ら
天
皇
と
し
て
運
命
付
け
ら
れ
、
そ
の
運
命
に
従
う
生
き
方
を
し
て
き
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
、
無
二
の
存
在
感
と
説
得
力
に
つ
な
が
る
。（

本
郷
氏
）
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有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
示
さ
れ
た
主
な
意
見

 

【
現
状
を
維
持
す
る
べ
き
と
す
る
意
見
】
 

○
皇
族
数
を
増
や
す
手
立
て
を
実
行
す
れ
ば
解
決
す
る
。
女
性
皇
族
の
方
々
は
、
御
結
婚
後
は
民
間
人
と
な
っ
て
各
々
の
分
野
で
存
分
に
活
躍
さ
れ
る
の
が
良
い
。（

櫻
井
氏
）
 

 ○
必
要
な
い
。
配
偶
者
と
子
は
、
皇
族
で
は
な
い
。
皇
族
と
し
て
の
活
動
は
で
き
ず
意
味
が
な
い
。
配
偶
者
と
子
を
民
間
人
と
し
、
内
親
王
・
女
王
が
皇
族
に
残
っ
た
と
し

て
も
、
家
族
の
中
で
身
分
が
分
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
一
般
概
念
か
ら
し
て
も
、
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
。（

曽
根
氏
）
 

 ○
内
親
王
・
女
王
が
婚
姻
後
、
皇
族
の
身
分
を
保
持
す
る
こ
と
と
、
配
偶
者
と
そ
の
お
子
様
が
皇
族
と
な
る
こ
と
（
皇
位
継
承
順
位
に
入
る
）
こ
と
は
別
の
次
元
の
問
題
が

あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
皇
位
継
承
資
格
を
持
つ
内
親
王
・
女
王
が
結
婚
さ
れ
た
場
合
は
、
従
来
ど
お
り
皇
籍
を
離
脱
す
る
べ
き
。（

半
井
氏
）
 

 ○
内
親
王
・
女
王
が
婚
姻
後
も
皇
族
の
身
分
を
保
持
し
た
歴
史
的
前
例
は
あ
る
が
、
配
偶
者
・
子
を
皇
族
と
す
る
こ
と
は
前
例
が
な
く
、
新
た
な
制
度
の
制
定
に
は
反
対
。（

松
本
氏
）
 

 ○
「
宮
家
」
は
、「

皇
統
の
危
機
」
に
備
え
、
男
系
男
子
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
、「

女
性
宮
家
」
で
は
そ
の
役
割
が
果
た
せ
ず
、
歴
史
上
も
「
女
性
宮
家
」
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。「

女
性
宮
家
」
の
最
大
の
問
題
は
、
皇
室
と
全
く
無
縁
な
「
民
間
人
成
年
男
子
」
が
結
婚
を
機
に
、
突
然
「
皇
族
」
と
な
り
皇
室
に
入
っ
て
く
る
危
険
が
あ
る
こ
と
。「

子
」
も
皇
族
と
す
れ
ば

「
女
系
皇
族
」
が
誕
生
し
、「

女
系
天
皇
」
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
出
る
。
こ
れ
は
皇
室
の
伝
統
と
憲
法
に
反
す
る
。
女
性
皇
族
の
配
偶
者
の
み
を
皇
族
と
す
る
「
一
代
宮
家
」
を
創
設
し
た

場
合
、
お
子
様
が
誕
生
し
た
と
き
は
、「

親
子
別
籍
」「

親
子
別
姓
」「

親
子
別
会
計
」
の
奇
妙
な
「
家
族
」
が
誕
生
す
る
。
果
た
し
て
こ
れ
を
正
常
な
「
家
族
」
と
呼
べ
る
の
か
。（

百
地
氏
）
 

 ○
内
親
王
・
女
王
に
皇
位
継
承
資
格
を
与
え
、
配
偶
者
や
子
も
皇
族
と
し
、
子
に
皇
位
継
承
資
格
を
与
え
れ
ば
、
史
上
例
の
な
い
女
系
の
皇
族
が
誕
生
し
、
史
上
例
の
な
い
女

系
継
承
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
男
系
継
承
を
天
皇
・
皇
族
で
あ
る
こ
と
の
正
統
性
の
根
拠
と
考
え
れ
ば
、
配
偶
者
・
子
の
皇
族
と
し
て
の
正
統
性
が
問
わ
れ
る
。
 

女
性
皇
族
に
皇
位
継
承
資
格
を
与
え
な
い
場
合
、
子
も
皇
位
継
承
資
格
を
有
せ
ず
、
安
定
的
な
皇
位
継
承
に
資
す
る
こ
と
は
な
い
。
皇
室
の
公
務
の
一
部
を
行
う
に
当
た
っ

て
、
皇
族
の
身
分
を
保
持
す
る
に
と
ど
ま
る
存
在
と
な
る
。
配
偶
者
・
子
を
皇
族
と
す
る
必
要
は
な
い
。
配
偶
者
の
生
活
が
安
定
し
な
い
状
況
に
お
い
て
婚
姻
後
も
皇
族
の

身
分
を
保
持
す
る
内
親
王
・
女
王
に
支
給
さ
れ
る
公
費
が
配
偶
者
の
生
活
の
糧
に
さ
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
か
も
問
題
と
な
る
。（

八
木
氏
）
 

 【
現
状
の
変
更
を
示
唆
す
る
意
見
・
現
状
を
変
更
す
る
場
合
の
課
題
を
指
摘
す
る
意
見
】
 

（
配
偶
者
や
生
ま
れ
て
く
る
子
を
皇
族
と
し
な
い
意
見
）
 

○
皇
族
数
の
減
少
を
防
ぐ
と
い
う
課
題
は
喫
緊
の
事
態
。
皇
位
継
承
と
は
別
に
、
女
性
皇
族
が
婚
姻
に
よ
っ
て
も
皇
族
の
身
分
を
失
わ
な
い
と
す
る
こ
と
が
取
り
急
ぎ
必
要
な
方

策
。
婚
姻
に
関
し
て
、
皇
室
典
範
も
民
法
も
家
制
度
を
採
用
し
て
お
ら
ず
、
婚
姻
に
よ
っ
て
皇
族
た
る
妻
が
宮
家
を
創
設
し
て
そ
こ
に
夫
を
迎
え
る
と
い
う
効
果
を
生
じ
る
根

問
７
 
内
親
王
・
女
王
が
婚
姻
後
も
皇
族
の
身
分
を
保
持
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
そ

の
場
合
、
配
偶
者
や
生
ま
れ
て
く
る
子
を
皇
族
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
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拠
は
な
い
。
皇
室
典
範
第

15
条
を
改
正
し
な
い
限
り
夫
は
皇
族
で
は
な
い
ま
ま
。
夫
を
皇
族
と
す
る
こ
と
は
、
同
条
の
趣
旨
に
合
致
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
皇
族
で
あ
る
妻

と
皇
族
で
は
な
い
夫
の
間
に
生
ま
れ
た
子
に
つ
い
て
は
、
男
系
天
皇
の
み
皇
位
継
承
資
格
を
認
め
る
現
在
、
当
該
子
は
皇
位
継
承
資
格
を
有
さ
な
い
か
ら
原
則
と
し
て
当
該
子

を
皇
族
と
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。（

岡
部
氏
）
 

 ○
「
家
」
の
観
念
に
従
え
ば
、
家
業
を
助
け
る
た
め
に
あ
り
得
る
。
配
偶
者
や
子
に
皇
位
継
承
資
格
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（

新
田
氏
）
 

 ※
上
記
の
ほ
か
、【

現
状
を
維
持
す
る
べ
き
と
す
る
意
見
】
の
中
に
も
、
配
偶
者
・
子
を
皇
族
と
す
る
べ
き
で
な
い
と
す
る
意
見
が
複
数
あ
る
。
 

 （
配
偶
者
や
生
ま
れ
て
く
る
子
を
皇
族
と
す
る
意
見
）
 

〔
女
系
と
な
る
子
に
皇
位
継
承
資
格
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
意
見
〕
 

○
内
親
王
・
女
王
が
皇
族
以
外
の
方
と
婚
姻
さ
れ
た
後
も
「
皇
族
」
の
身
分
に
と
ど
ま
り
、「

宮
家
」
を
創
設
し
て
、
配
偶
者
や
お
子
様
も
「
皇
族
」
と
し
て
活
動
し
て
い
た

だ
く
の
が
適
切
。（

君
塚
氏
）
 

 ○
天
皇
及
び
皇
族
の
い
わ
ゆ
る
公
的
活
動
を
広
く
認
め
た
上
で
そ
れ
を
支
え
る
た
め
に
内
親
王
・
女
王
の
皇
族
の
身
分
を
保
持
す
る
と
い
う
制
度
に
は
問
題
が
あ
る
。
皇
族

数
が
減
少
す
れ
ば
皇
室
の
活
動
量
が
減
少
す
る
の
が
自
然
な
対
応
で
あ
り
、
皇
室
の
活
動
量
を
維
持
す
る
た
め
に
皇
族
数
を
増
や
す
と
い
う
発
想
に
立
つ
制
度
は
採
る
べ

き
で
は
な
い
。
皇
族
数
及
び
皇
位
継
承
者
数
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
女
系
に
も
皇
位
継
承
資
格
を
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
内
親
王
・
女
王
が
婚

姻
後
も
皇
族
の
身
分
を
保
持
す
る
と
い
う
制
度
と
な
る
。
そ
の
場
合
、
配
偶
者
や
生
ま
れ
て
く
る
子
も
皇
族
と
す
る
の
が
適
当
。（

宍
戸
氏
）
 

 ○
皇
位
継
承
権
を
認
め
な
い
女
性
宮
家
創
設
は
、
問
題
点
の
多
い
中
途
半
端
な
も
の
。「

安
定
的
な
皇
位
継
承
を
確
保
す
る
た
め
」
の
抜
本
的
な
解
決
策
に
は
な
り
得
な
い
。（

古
川
氏
）
 

 ○
内
親
王
・
女
王
に
皇
位
継
承
資
格
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
婚
姻
後
も
皇
族
の
身
分
を
保
持
し
、
配
偶
者
・
生
ま
れ
て
く
る
子
も
皇
族
と
す
る
の
が
適
当
。
全
て
の
内
親
王
・

女
王
が
婚
姻
後
も
皇
族
の
身
分
を
保
持
す
る
と
な
る
と
、
皇
室
の
規
模
が
拡
大
し
す
ぎ
る
危
惧
が
あ
る
。
皇
室
全
体
の
構
成
や
皇
族
の
絶
対
数
等
を
勘
案
し
て
、
男
女
を

問
わ
ず
、
皇
籍
を
離
れ
る
選
択
肢
に
つ
い
て
も
柔
軟
に
考
え
る
べ
き
。（

本
郷
氏
）
 

 
〔
女
系
と
な
る
子
に
皇
位
継
承
資
格
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
い
意
見
〕
 

○
皇
統
に
属
す
る
男
系
男
子
に
限
る
と
い
う
皇
位
継
承
資
格
の
問
題
と
、
皇
族
女
子
の
婚
姻
に
よ
る
皇
籍
離
脱
の
問
題
と
の
間
に
必
然
的
な
関
係
は
な
い
。
ま
た
、
典
範
制

定
時
と
は
大
き
く
状
況
が
異
な
り
、
皇
族
数
の
減
少
に
よ
る
マ
イ
ナ
ス
面
が
現
に
顕
在
化
し
て
い
る
。
女
性
皇
族
は
婚
姻
に
伴
っ
て
当
然
に
皇
籍
を
離
脱
す
る
と
い
う
制

度
は
再
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
女
性
天
皇
及
び
女
系
天
皇
の
実
現
可
能
性
は
、
女
性
皇
族
の
存
在
を
前
提
と
す
る
た
め
、
女
性
皇
族
は
婚
姻
に
伴
っ
て
当
然
に
皇
籍
を

離
脱
す
る
と
い
う
仕
組
み
の
改
正
が
最
優
先
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
。
内
親
王
・
女
王
が
婚
姻
後
も
皇
族
の
身
分
を
有
す
る
の
は
、
そ
の
方
自
身
の
血
統
に
着
目
し
て
の
こ

と
だ
が
、
そ
の
系
統
を
引
い
て
生
ま
れ
て
く
る
子
を
皇
族
と
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
こ
の
関
係
か
ら
配
偶
者
に
つ
い
て
も
皇
族
と
す
る
こ
と
が
適
当
。（

大
石
氏
）
 

 ○
内
親
王
が
皇
位
継
承
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
内
親
王
は
婚
姻
後
も
皇
族
の
身
分
を
保
持
す
る
が
、
女
王
は
婚
姻
に
伴
い
皇
族
の
身
分
を
離
れ
る
。
国
民
の

意
向
を
十
分
に
踏
ま
え
た
う
え
で
、
配
偶
者
や
生
ま
れ
て
く
る
子
を
皇
族
と
す
べ
き
。（

笠
原
氏
）
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 ○

皇
族
数
の
減
少
に
よ
り
皇
族
と
し
て
の
公
務
分
担
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
在
、
皇
室
で
生
ま
れ
育
っ
て
培
わ
れ
た
品
性
を
保
つ
方
々
が
、
公
務
を
支
援
で
き
る
よ
う

に
す
る
方
策
は
必
要
。
と
り
わ
け
愛
子
内
親
王
殿
下
は
、
直
ち
に
皇
位
を
継
承
す
る
た
め
で
な
く
、
当
代
の
天
皇
・
皇
后
両
陛
下
を
内
廷
で
助
け
ら
れ
、
や
が
て
秋
篠
宮

皇
嗣
殿
下
を
経
て
悠
仁
親
王
殿
下
に
継
承
さ
れ
る
天
皇
の
公
務
を
支
え
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
結
婚
さ
れ
て
も
皇
室
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
配
偶
者
（
夫
君
）
や
生
ま
れ
て
く
る
子
（
男
女
）
も
同
一
家
族
で
あ
る
か
ら
、
皇
族
の
身
分
を
認
め
ら
れ
る
の
が
自
然
。
皇
位
継
承
資
格
を

有
し
な
い
と
制
限
し
て
お
け
ば
女
系
に
は
な
ら
な
い
。
男
子
の
な
い
現
存
の
宮
家
に
お
い
て
も
、
１
人
（
長
幼
不
問
）
は
当
家
を
相
続
す
る
た
め
に
皇
族
と
し
て
残
れ
る

よ
う
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
皇
室
の
中
に
い
る
方
と
外
に
出
ら
れ
た
方
で
は
身
分
が
異
な
る
。（

所
氏
）
 

 ○
皇
族
数
の
減
少
と
い
う
喫
緊
の
課
題
に
対
し
て
、
皇
室
典
範
第

12
条
の
改
正
に
よ
り
、
女
性
皇
族
が
婚
姻
後
も
皇
族
の
身
分
を
保
持
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

皇
族
が
増
え
す
ぎ
て
も
問
題
が
生
じ
る
た
め
、
制
限
を
設
け
る
必
要
は
あ
る
。
皇
室
典
範
第

15
条
に
鑑
み
る
と
、
女
性
皇
族
が
婚
姻
後
も
身
分
を
保
持
す
る
と
し
た
場
合
、

そ
の
者
と
婚
姻
す
る
男
子
は
皇
族
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
す
る
論
理
的
根
拠
は
見
出
し
難
い
。
配
偶
者
を
皇
族
と
し
て
皇
室
に
迎
え
る
場
合
、
皇
室
典
範
第

10
条

の
趣
旨
に
鑑
み
、
皇
族
男
子
の
婚
姻
と
同
様
、
国
の
機
関
た
る
皇
室
会
議
の
同
意
を
要
件
に
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
男
性
皇
族
の
子
孫
が
皇
族
に
な
る
の
と
同
様
、
皇
籍
を

離
脱
し
な
い
女
性
皇
族
の
子
が
皇
族
と
な
る
こ
と
も
認
め
る
べ
き
。（

橋
本
氏
）
 

 （
配
偶
者
や
生
ま
れ
て
く
る
子
を
皇
族
と
す
る
か
に
つ
い
て
は
留
保
す
る
意
見
）
 

○
皇
位
継
承
権
は
棚
に
上
げ
、
天
皇
の
親
戚
と
い
う
こ
と
で
宮
家
を
作
る
こ
と
が
必
要
。
宮
家
が
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
皇
族
も
減
っ
て
い
く
の
で
や
む
を
得
な
い
。（

今
谷
氏
）
 

 ○
皇
族
数
の
減
少
に
対
応
し
、
ま
た
、
万
一
、
皇
位
継
承
の
危
機
が
決
定
的
な
縁
に
ま
で
来
た
場
合
に
備
え
、
内
親
王
、
場
合
に
よ
っ
て
は
元
内
親
王
や
女
王
も
視
野
に
入
れ
て
、

皇
室
と
の
関
わ
り
を
続
け
て
い
た
だ
く
こ
と
を
考
え
て
は
ど
う
か
。
具
体
的
に
は
、
皇
位
継
承
権
は
持
た
な
い
ま
ま
、
皇
室
経
済
法
上
の
「
独
立
の
生
計
を
営
む
内
親
王
」
で

あ
る
「
内
親
王
家
」
と
し
、「

宮
家
」
と
い
う
名
は
冠
し
な
い
。
配
偶
者
や
生
ま
れ
て
く
る
子
は
皇
族
と
し
な
い
か
、
仮
に
皇
族
と
し
て
も
一
代
限
り
と
し
て
、
生
ま
れ
て

き
た
子
は
男
女
を
問
わ
ず
婚
姻
に
伴
い
皇
籍
を
離
れ
る
。「

内
親
王
家
」
や
「
皇
女
」
家
（
結
婚
に
よ
り
皇
籍
離
脱
し
た
内
親
王
に
「
皇
女
」
等
の
称
号
で
必
要
な
経
費
や

警
護
な
ど
の
体
制
を
整
え
て
皇
室
の
活
動
を
外
か
ら
支
え
て
い
た
だ
く
。）
、
あ
る
い
は
婚
姻
に
よ
る
皇
籍
離
脱
後
は
皇
室
と
関
わ
り
を
持
た
な
い
と
い
う
、
い
く
つ
か
の
選

択
肢
を
用
意
し
、
本
人
に
選
ん
で
い
た
だ
く
余
地
を
設
け
て
お
け
ば
、
御
本
人
も
辛
い
思
い
を
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。（

岩
井
氏
）
 

 ○
内
親
王
・
女
王
は
皇
族
と
し
て
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
方
々
。「

皇
族
」
が
「
生
ま
れ
」
を
条
件
と
す
る
な
ら
、
ど
な
た
と
結
婚
な
さ
ろ
う
と
本
来
は
一
生
皇
族
の
ま
ま
。
配

偶
者
や
子
供
の
立
場
は
、
前
例
に
倣
え
ば
一
般
人
の
ま
ま
。
も
し
新
し
い
形
に
す
る
な
ら
皇
族
扱
い
と
す
る
の
が
自
然
。（

里
中
氏
）
 

 ○
皇
位
を
継
ぐ
こ
と
だ
け
が
皇
族
の
役
割
で
は
な
く
、
女
性
皇
族
の
婚
姻
に
よ
る
皇
籍
離
脱
の
本
来
の
制
度
趣
旨
が
皇
族
の
増
加
抑
止
と
の
側
面
を
持
つ
と
み
る
な
ら
、
現

状
に
鑑
み
て
、
限
定
的
に
制
度
を
改
め
、
本
人
の
意
向
を
含
む
一
定
の
要
件
の
下
で
皇
族
の
身
分
に
と
ど
ま
る
選
択
肢
が
あ
っ
て
も
よ
い
。
婚
姻
後
も
天
皇
を
支
え
る
役

割
を
務
め
る
上
で
は
便
宜
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
配
偶
者
や
子
も
皇
族
と
し
た
上
で
、
子
は
男
女
を
問
わ
ず
婚
姻
に
よ
り
皇
族
を
離
れ
る
な
ど
、
皇
族
数
が
増
大
し
す
ぎ
な

い
工
夫
は
必
要
。（

都
倉
氏
）
 

 ○
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
皇
族
数
の
減
少
の
問
題
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
あ
り
得
る
方
向
性
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
内
親
王
殿
下
も
女
王
殿
下
も
、
現
在
の
制

度
を
踏
ま
え
て
の
御
自
身
の
人
生
設
計
が
お
あ
り
か
と
思
わ
れ
、
す
ぐ
に
制
度
を
改
め
て
適
用
す
る
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
配
偶
者
や
生
ま
れ
て
く
る
子
を
皇
族
と

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
特
に
慎
重
な
扱
い
が
必
要
か
と
思
う
。
新
た
に
制
度
を
作
る
な
ど
し
て
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
。（

綿
矢
氏
）
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【
現
状
を
維
持
す
る
べ
き
と
す
る
意
見
】
 

○
「
皇
室
の
活
動
」
が
国
事
行
為
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
活
動
を
指
す
な
ら
ば
、
反
対
。
皇
族
の
身
分
を
離
れ
た
元
女
性
皇
族
は
一
般
国
民
で
あ
り
、
憲
法
第

14
条
が
及
ぶ
。

元
女
性
皇
族
が
、
国
事
行
為
に
準
ず
る
活
動
を
行
う
こ
と
や
、
そ
の
よ
う
な
活
動
を
行
う
た
め
の
他
の
国
民
で
は
就
任
し
得
な
い
公
職
に
就
く
こ
と
を
制
度
化
す
る
こ
と

は
、
門
地
に
よ
る
差
別
に
該
当
し
得
る
。
さ
ら
に
、
国
民
主
権
原
理
を
前
提
に
す
る
国
家
制
度
と
し
て
、
例
え
ば
天
皇
が
国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
こ
と
と
、
そ

の
元
女
性
皇
族
が
一
般
国
民
と
し
て
参
政
権
、
表
現
の
自
由
を
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
の
調
整
を
含
め
た
、
重
大
な
憲
法
上
の
疑
義
が
あ
る
。
元
女
性
皇
族
で
あ
る
一

般
国
民
が
、
天
皇
及
び
皇
族
の
私
的
な
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
は
、
そ
の
性
質
に
よ
り
許
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
る
。（

宍
戸
氏
）
 

 ○
皇
族
と
は
職
業
で
は
な
く
運
命
。
皇
室
の
活
動
を
職
業
の
よ
う
に
扱
う
方
策
に
は
な
じ
ま
な
い
。
仮
に
皇
室
の
活
動
を
し
て
も
説
得
力
が
な
い
だ
ろ
う
。
皇
族
と
し
て
の

活
動
が
必
要
な
ら
、
皇
族
の
地
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
適
当
。（

本
郷
氏
）
 

 【
現
状
の
変
更
を
示
唆
す
る
意
見
・
現
状
を
変
更
す
る
場
合
の
課
題
を
指
摘
す
る
意
見
】
 

○
婚
姻
に
よ
り
皇
族
の
身
分
を
離
れ
た
元
内
親
王
に
、「

皇
女
」
な
ど
の
肩
書
を
お
持
ち
い
た
だ
い
て
、
皇
室
の
活
動
を
お
手
伝
い
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
危
機
が
深
ま
っ

た
と
き
に
、
周
囲
に
内
親
王
す
ら
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。（

岩
井
氏
）
 

 ○
皇
室
の
活
動
は
必
要
最
小
限
ま
で
軽
減
し
た
上
で
、
必
要
か
つ
国
民
が
求
め
る
範
囲
に
お
い
て
、
婚
姻
に
よ
り
皇
族
の
身
分
を
離
れ
た
元
女
性
皇
族
に
も
皇
室
の
活
動
を

支
援
す
る
よ
う
お
願
い
す
る
べ
き
。（

笠
原
氏
）
 

 ○
現
在
の
内
親
王
･女

王
を
皇
族
に
と
ど
め
て
も
、
こ
れ
か
ら
増
や
し
て
い
た
だ
き
た
い
公
務
を
担
え
る
皇
族
の
数
は
足
り
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ

20
年
以
内
に
結
婚
さ

れ
た
元
女
性
皇
族
に
も
「
皇
族
」
と
し
て
お
戻
り
い
た
だ
き
、
御
自
身
は
も
と
よ
り
御
家
族
に
も
公
務
を
担
っ
て
い
た
だ
く
方
向
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。（

君
塚
氏
）
 

 ○
公
務
や
行
事
参
加
な
ど
の
お
つ
と
め
を
少
数
の
皇
族
だ
け
で
こ
な
す
に
は
無
理
が
あ
る
。
皇
族
の
身
分
を
離
れ
た
元
皇
族
の
方
に
皇
室
活
動
を
支
え
て
い
た
だ
く
の
は
自

然
な
形
。
御
本
人
の
御
希
望
や
お
考
え
も
あ
る
の
で
（
一
般
人
で
あ
り
、
職
業
選
択
の
自
由
は
あ
る
。）

丁
寧
に
こ
と
を
運
ぶ
必
要
が
あ
る
。（

里
中
氏
）
 

 ○
既
婚
の
方
や
こ
れ
か
ら
結
婚
し
て
離
籍
さ
れ
る
方
に
皇
室
の
活
動
を
支
援
し
て
も
ら
う
必
要
性
は
あ
る
。
そ
の
位
置
付
け
は
、
元
皇
族
と
し
て
天
皇
の
お
手
伝
い
を
す
る

内
廷
の
職
員
と
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
く
、
公
務
員
と
し
て
雇
用
す
る
こ
と
は
不
可
。（

所
氏
）
 

 問
８
 
婚
姻
に
よ
り
皇
族
の
身
分
を
離
れ
た
元
女
性
皇
族
が
皇
室
の
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
の

よ
う
に
考
え
る
か
。
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 ○

大
使
的
な
役
割
と
し
て
、
皇
室
の
公
務
を
担
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
は
賛
成
。（

半
井
氏
）
 

 ○
「
皇
室
の
支
援
」
の
内
容
を
十
分
に
検
討
す
べ
き
だ
が
、
天
皇
・
皇
族
の
活
動
の
負
担
と
皇
族
の
減
少
と
い
う
現
実
問
題
を
、
最
小
限
度
の
調
整
に
よ
り
穏
当
に
解
決
す

る
手
段
の
ひ
と
つ
と
思
わ
れ
る
。
数
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
御
負
担
と
な
っ
て
い
る
活
動
そ
の
も
の
を
減
ら
す
方
法
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。（

橋
本
氏
）
 

 ○
元
女
性
皇
族
の
方
に
皇
室
の
活
動
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
だ
く
法
整
備
を
す
る
よ
う
な
、
柔
軟
な
運
用
は
可
能
で
は
な
い
か
。（

松
本
氏
）
 

 ○
婚
姻
に
よ
り
皇
籍
を
離
脱
さ
れ
民
間
人
と
な
ら
れ
た
女
性
皇
族
に
は
、
天
皇
の
御
沙
汰
に
よ
り
、
非
常
勤
の
国
家
公
務
員
な
ど
の
形
で
、
必
要
な
折
、
皇
室
活
動
を
支
え

て
い
た
だ
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
御
沙
汰
に
よ
り
「
皇
女
」
や
「
王
女
」
な
ど
の
称
号
を
賜
わ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。（

百
地
氏
）
 

 ○
身
分
は
一
般
国
民
で
、
特
別
職
の
国
家
公
務
員
と
し
、
皇
室
の
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
品
位
保
持
等
の
た
め
の
金
銭
が
ど
の
程
度
必
要
と
な
る
か
、
品

位
保
持
の
た
め
の
金
銭
と
生
活
費
と
の
関
係
、
配
偶
者
・
子
の
処
遇
を
ど
う
す
る
か
等
が
問
題
と
な
る
。（

八
木
氏
）
 

 ○
皇
族
数
は
減
少
し
、
皇
族
の
方
々
の
御
負
担
は
増
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
し
た
と
き
に
、
元
皇
族
女
性
に
よ
り
支
援
の
手
が
増
え
る
こ
と

は
、
皇
族
の
方
々
の
負
担
軽
減
に
貢
献
す
る
と
思
う
。（

綿
矢
氏
）
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①
現
行
の
皇
室
典
範
に
よ
り
皇
族
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
養
子
縁
組
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
 

【
現
状
を
維
持
す
る
べ
き
と
す
る
意
見
】
 

○
養
子
は
「
中
世
以
降
の
沿
習
に
し
て
古
の
典
例
に
非
ざ
る
」
も
の
と
し
て
、
皇
族
間
の
養
子
も
「
宗
系
紊
乱

ぶ
ん
ら
ん

の
門
を
塞
ぐ
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
い
ず
れ
も
旧
典
範
の
審

議
過
程
で
斥
け
ら
れ
た
。
そ
の
禁
止
は
現
行
典
範
で
も
採
用
さ
れ
、
す
で
に

13
0
年
を
超
え
る
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
特
に
後
者
の
理
由
は
現
在
で
も
妥
当
す
る
こ
と
か

ら
、
養
子
縁
組
を
可
能
と
す
る
案
に
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
宗
系
紊
乱
の
お
そ
れ
が
な
い
と
す
れ
ば
、
選
択
肢
と
し
て
あ
り
得
る
。〔

①
と
憲
法
と
の
関
係
に
つ
い

て
〕
最
終
的
に
は
世
襲
制
と
の
問
題
で
あ
る
。
皇
室
に
お
い
て
養
子
を
行
っ
た
場
合
、
も
し
後
で
皇
子
が
生
ま
れ
た
場
合
に
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
た

だ
し
血
統
の
つ
な
が
っ
た
皇
族
と
の
間
に
行
わ
れ
る
皇
族
内
の
養
子
は
、
世
襲
と
は
相
い
れ
な
い
と
い
う
議
論
と
は
異
な
る
。（

大
石
氏
）
 

 ○
憲
法
第
２
条
に
定
め
る
世
襲
と
認
め
ら
れ
る
方
に
限
り
皇
族
と
す
べ
き
。
継
体
天
皇
が
「
応
神
五
世
孫
」
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
よ
う
に
、
傍
系
と
い
っ
て
も
血
縁
が
遠
く
世

襲
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
宮
家
の
親
王
や
王
が
天
皇
や
皇
族
と
養
子
縁
組
を
す
る
場
合
に
限
り
、
養
子
を
認
め
る
。〔

世
襲
の
範
囲
に
つ
い
て
〕

ど
れ
だ
け
遡
る
と
天
皇
と
血
筋
が
つ
な
が
る
か
。
天
皇
の
地
位
が
国
民
の
総
意
に
基
づ
く
こ
と
か
ら
、
世
間
一
般
で
ど
の
範
囲
を
血
縁
関
係
に
あ
る
と
い
う
か
を
考
え
る
必
要
が
あ

る
。
常
識
的
に
は
４
世
ま
で
か
。
10

世
も

20
世
も
離
れ
る
と
、
血
縁
関
係
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
よ
り
正
統
性
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。（

笠
原
氏
）
 

 ○
皇
籍
離
脱
後
長
期
間
が
た
っ
て
い
る
上
、
血
縁
的
に
も
遠
く
、
当
事
者
の
意
思
や
人
数
、
手
続
に
課
題
が
多
く
、
前
例
も
少
な
い
た
め
、
好
ま
し
く
な
い
。
伝
統
だ
か
ら
、

1,
70
0
年
続
い
た
か
ら
、
憲
法
の
経
緯
や
理
念
を
曲
げ
て
で
も
男
系
を
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。（

古
川
氏
）
 

 ○
旧

11
宮
家
が
皇
籍
を
離
脱
し
て
か
ら

70
年
以
上
が
経
過
し
、
国
民
に
と
っ
て
全
く
遠
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
皇
統
に
属
す
る
男
子
と
い
う
だ
け
で
女
性
皇
族
を
上
回

る
説
得
力
を
持
つ
か
。
皇
統
に
属
す
る
男
系
男
子
の
中
か
ら
何
ら
か
の
選
択
が
必
要
と
な
り
、
当
事
者
の
希
望
や
事
情
を
勘
案
す
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
厳
密
な
血

統
継
承
に
は
人
智
を
超
え
た
部
分
が
あ
る
と
こ
ろ
、
選
択
や
希
望
の
結
果
と
し
て
皇
族
に
な
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
。（

本
郷
氏
）
 

 【
現
状
の
変
更
を
示
唆
す
る
意
見
・
現
状
を
変
更
す
る
場
合
の
課
題
を
指
摘
す
る
意
見
】
 

○
歴
史
上
、
皇
位
継
承
者
に
複
数
の
候
補
が
あ
る
場
合
、
一
番
血
縁
が
近
い
方
を
選
ん
で
き
た
。
考
え
る
こ
と
は
必
要
だ
が
、
共
通
の
祖
先
が
南
北
朝
時
代
に
ま
で
遡
る
方
に
天
皇
・

皇
族
と
な
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
、
伝
統
に
照
ら
し
て
ど
う
考
え
る
か
非
常
に
難
し
い
問
題
。
他
方
、
伏
見
宮
は
例
外
的
に
皇
族
と
さ
れ
て
き
た
と
い
う
面
も
あ
る
。（

今
谷
氏
）
 

問
９
 
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
を
下
記
①
又
は
②
に
よ
り
皇
族
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考

え
る
か
。
そ
の
場
合
、
皇
位
継
承
順
位
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
 

①
 
現
行
の
皇
室
典
範
に
よ
り
皇
族
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
養
子
縁
組
を
可
能
と
す
る
こ
と
。
 

②
 
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
を
現
在
の
皇
族
と
別
に
新
た
に
皇
族
と
す
る
こ
と
。
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 ○

皇
位
は
世
襲
、
つ
ま
り
皇
位
継
承
の
根
拠
は
血
縁
。
こ
れ
は
血
縁
に
は
原
則
と
し
て
人
智
が
及
ば
な
い
か
ら
。
世
襲
で
あ
れ
ば
、
血
の
濃
い
方
が
皇
位
に
近
い
と
考
え
る

の
が
自
然
。
血
の
濃
さ
に
男
女
の
別
は
な
い
。
血
の
濃
い
女
性
皇
族
と
、
非
常
に
血
の
薄
い
男
性
皇
族
を
比
べ
た
と
き
、
血
の
濃
い
女
性
皇
族
に
親
愛
の
情
を
抱
き
、
尊

敬
の
念
を
持
つ
の
が
国
民
一
般
の
気
持
ち
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
が
天
皇
に
な
る
と
い
う
の
は
、
天
皇
制
の
支
持
の
基
盤
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
旧
皇
室
典
範
で

養
子
を
禁
じ
た
趣
旨
は
現
在
に
お
い
て
も
十
分
尊
重
す
る
必
要
が
あ
る
。
世
襲
と
い
う
人
の
行
為
が
入
り
込
む
余
地
の
な
い
原
則
で
皇
位
継
承
を
定
め
よ
う
と
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
人
為
的
な
親
子
関
係
が
入
り
込
ん
で
く
る
と
き
、
様
々
な
人
の
思
惑
な
ど
が
入
り
、
紛
争
の
種
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
防
ぐ
の
も
皇
室
典
範
第

15
条
の
趣
旨
。
一
代
皇
族
が
な
し
崩
し
に
な
っ
た
の
も
そ
の
実
例
。
少
な
く
と
も
一
般
的
に
養
子
を
解
禁
す
る
こ
と
は
相
当
で
は
な
い
。
仮
に
将
来
、
何
ら
か
の
要
因
の

た
め
に
ど
う
し
て
も
養
子
が
必
要
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
Ａ
と
Ｂ
間
の
養
子
と
い
う
よ
う
な
個
別
具
体
的
な
養
親
子
関
係
に
限
る
べ
き
。
ま
た
、
純
粋
に
身
分
承
継
を
目

的
と
す
る
養
子
で
あ
る
か
ら
、
最
低
限

15
歳
以
上
と
い
う
養
子
と
な
る
べ
き
者
の
自
由
意
思
が
確
保
さ
れ
る
要
件
が
必
要
。（

岡
部
氏
）
 

 ○
「
賛
成
」。

た
だ
し
そ
れ
は
、
現
在
の
内
親
王
・
女
王
に
「
宮
家
」
を
創
設
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
御
家
族
も
皇
族
と
し
て
活
動
し
て
い
た
だ
い
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お

皇
族
数
が
足
り
な
い
と
い
っ
た
場
合
に
、
実
際
に
養
子
縁
組
を
行
う
方
向
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。（

君
塚
氏
）
 

 ○
今
上
陛
下
は
じ
め
現
皇
族
方
と
親
し
い
間
柄
に
あ
る
、
男
系
男
子
が
い
る
元
宮
家
の
方
々
を
家
族
単
位
で
養
子
に
す
る
こ
と
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
皇
統
に
属
す
る
男

系
男
子
を
現
在
の
皇
族
と
別
に
新
た
に
皇
族
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
天
皇
が
１
人
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
、
天
皇
を
守
る
皇
族
が
必
要
。
旧
宮
家
は

長
い
伝
統
の
中
で
ず
っ
と
皇
族
だ
っ
た
。
皇
室
に
縁
の
な
か
っ
た
人
物
が
女
性
皇
族
と
結
婚
す
れ
ば
皇
族
と
な
る
こ
と
を
是
と
す
る
な
ら
、
つ
い
何
十
年
前
ま
で
皇
族
の

一
員
で
あ
っ
た
方
が
戻
る
こ
と
が
な
ぜ
お
か
し
い
か
。
比
較
衡
量
の
問
題
で
こ
ち
ら
が
断
然
国
民
に
対
す
る
説
得
力
も
あ
る
と
思
う
。（

櫻
井
氏
）
 

 ○
戦
後

GH
Q
の
方
針
に
よ
り
皇
籍
を
離
れ
た
元
皇
族
方
に
戻
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
賛
成
す
る
。「

も
う

70
年
も
経
っ
て
い
る
」
と
い
う
声
も
あ
る
が
、
長
い
歴
史
か
ら
見

れ
ば
た
っ
た
の

70
年
し
か
た
っ
て
い
な
い
。
ま
た
戦
後
の
事
態
は
、
人
為
的
、
強
制
的
に
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
昭
和
天
皇
や
御
本
人
た
ち
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
を
考
え
れ
ば
、
元
皇
族
の
ど
な
た
か
に
復
帰
し
て
い
た
だ
く
の
は
自
然
。（

里
中
氏
）
 

 ○
皇
族
と
、
皇
族
で
は
な
い
皇
統
に
属
す
る
男
系
男
子
と
の
養
子
縁
組
を
制
度
化
す
る
際
、
次
の
点
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
(ｱ
)法

律
（
皇
室
典
範
）
等
で
、
養
子
た
り

得
る
資
格
を
皇
統
に
属
す
る
男
系
男
子
等
に
限
定
す
る
こ
と
と
、
門
地
に
よ
る
差
別
の
禁
止
と
の
関
係
。
(ｲ
)現

在
の
制
度
上
、
皇
族
は
皇
室
会
議
の
議
を
経
た
婚
姻
か
ら

生
ま
れ
た
子
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
と
の
整
合
性
。
(ｳ
)現

在
の
制
度
上
、
皇
位
継
承
資
格
者
で
あ
る
に
は
出
生
時
よ
り
皇
族
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
が
本
人
の
準
備
及
び
国
民
の
予
期
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
と
の
整
合
性
。
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
特
別
養
子
縁
組
を
参
考
と
す
る
仕
組
み
も
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
、
国
民
個
人
と
し
て
生
き
る
か
否
か
の
自
己
決
定
を
年
少
時
に
否
定
す
る
点
が
別
の
憲
法
問
題
を
招
く
。
(ｴ
)本

人
の
意
思
に
よ
る
養
子
縁
組
に
よ
り
皇
位
継
承
資

格
の
あ
る
皇
族
と
な
る
こ
と
と
し
た
場
合
の
、
天
皇
の
地
位
に
就
任
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
意
思
決
定
の
自
由
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
と
の
整
合
性
。（

宍
戸
氏
）
 

 
○
旧
宮
家
は

GH
Q
に
よ
り
不
当
に
臣
籍
降
下
さ
せ
ら
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
の
で
、
旧
宮
家
の
志
あ
る
方
を
養
子
縁
組
に
す
る
こ
と
の
み
可
能
。（

曽
根
氏
）
 

 ○
皇
室
は
家
の
形
式
的
な
存
続
で
は
な
く
父
方
の
血
統
の
連
続
を
重
視
し
て
き
た
こ
と
や
、
女
性
は
婚
姻
に
よ
り
皇
族
と
な
る
が
男
性
は
供
給
さ
れ
得
な
い
現
行
制
度
の
在

り
方
に
着
目
す
る
な
ら
、
抑
制
的
な
運
用
の
下
で
、
血
統
の
連
続
を
維
持
す
る
た
め
の
民
間
か
ら
の
養
子
（
血
縁
の
近
い
「
皇
統
に
属
す
る
男
系
男
子
」
を
想
定
）
を
可

能
に
す
る
こ
と
も
、
非
現
実
的
と
は
言
え
な
い
。
た
だ
し
、
安
定
的
皇
位
継
承
確
保
の
た
め
の
最
小
限
度
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
で
、
宮
家
の
増
設
な
ど
の
形
を
取
る
こ

と
は
望
ま
し
く
な
い
。
皇
位
継
承
資
格
は
、
養
子
と
な
っ
た
者
に
生
ま
れ
る
子
の
世
代
以
降
に
認
め
る
こ
と
が
自
然
。（

都
倉
氏
）
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 ○

戦
後
に
皇
籍
離
脱
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

11
宮
家
の
男
子
孫
は
一
般
国
民
と
し
て
生
ま
れ
育
っ
た
人
々
が
大
部
分
。
そ
の
よ
う
な
家
の
若
い
男
子
を
身
分
も
環
境
も
異
な
る

皇
室
に
入
れ
る
た
め
、
継
嗣
の
な
い
宮
家
の
「
養
子
」
と
す
る
こ
と
は
、
国
民
の
平
等
を
定
め
る
現
行
憲
法
下
で
は
極
め
て
厳
し
い
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
11

宮
家

の
男
系
男
子
孫
の
中
に
適
任
者
が
現
れ
、
関
係
者
に
十
分
な
了
解
の
得
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
は
内
々
に
検
討
さ
れ
て
も
い
い
。
た
だ
し
、
そ
の
養
子
が
必
ず
男
子
を

得
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
な
ど
に
考
慮
が
必
要
。
11

宮
家
で
も
継
嗣
不
在
に
よ
り
半
数
以
上
が
絶
家
と
な
っ
て
い
る
事
実
も
直
視
す
べ
き
。（

所
氏
）
 

 ○
皇
統
を
護
る
た
め
の
方
法
は
１
つ
に
絞
ら
ず
、
皇
統
を
引
き
継
い
で
く
だ
さ
る
方
が
多
い
ほ
ど
、
安
定
的
な
皇
位
継
承
に
つ
な
が
る
。（

半
井
氏
）
 

 ○
選
択
肢
を
広
げ
る
意
味
で
①
②
の
両
方
と
も
認
め
る
べ
き
。
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
旧
宮
家
の
男
系
男
子
以
外
の
皇
籍
復
帰
は
、
今
は
考
え
る
べ
き
で
な
い
。
旧
宮
家
は

外
か
ら
の
強
制
で
降
下
し
た
の
で
、
そ
れ
以
前
に
降
下
し
た
方
々
と
同
じ
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
異
常
な
歴
史
を
元
に
戻
す
意
味
。（

新
田
氏
）
 

 ○
今
で
も
「
後
継
ぎ
」
を
目
的
と
し
た
養
子
縁
組
が
な
さ
れ
て
お
り
、
皇
族
数
の
減
少
に
対
応
す
る
た
め
に
な
さ
れ
る
養
子
縁
組
は
、
縁
組
制
度
の
目
的
に
反
す
る
と
ま
で
は

言
え
な
い
。
未
成
年
養
子
に
つ
い
て
は
、
監
護
養
育
が
目
的
（「

子
の
た
め
」）

に
な
さ
れ
る
た
め
、
養
親
と
な
る
天
皇
や
皇
族
が
養
子
を
養
育
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
別
養

子
縁
組
は
そ
の
制
度
趣
旨
に
合
致
し
な
い
た
め
、
普
通
養
子
縁
組
を
基
調
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
皇
室
典
範
に
お
い
て
実
親
子
関
係
を
終
了
さ
せ
る
旨
の
規
定
を
置

く
必
要
や
、
未
成
年
養
子
に
家
庭
裁
判
所
の
許
可
が
必
要
な
点
な
ど
検
討
が
必
要
。
他
方
、
成
年
者
間
の
養
子
縁
組
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
社
会
通
念
上
親
子
と
認
め
ら

れ
る
関
係
を
形
成
す
る
た
め
の
意
思
の
合
致
が
必
要
で
あ
り
、
皇
族
数
の
減
少
に
対
応
す
る
た
め
の
養
子
縁
組
が
「
便
法
と
し
て
仮
託
さ
れ
た
も
の
」
に
当
た
ら
な
い
か
、

議
論
と
な
ろ
う
。
将
来
に
お
い
て
、
皇
位
継
承
資
格
者
が
生
ま
れ
な
い
状
況
も
考
え
ら
れ
、
皇
族
の
方
に
子
供
を
産
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
か

る
こ
と
も
考
え
る
と
、
養
子
は
検
討
の
余
地
は
あ
る
が
、
縁
組
が
禁
止
さ
れ
て
き
た
法
の
目
的
に
鑑
み
て
、
導
入
に
は
慎
重
な
議
論
が
必
要
。（

橋
本
氏
）
 

 ○
歴
史
の
重
さ
を
踏
ま
え
、
①
②
共
に
可
能
性
は
あ
り
、
十
分
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
神
道
の
観
点
か
ら
は
男
系
世
襲
と
い
う
こ
と
は
、
皇
孫
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
以
来
の

天
つ
神
の

命
み
こ
と

の
継
承
を
意
味
し
て
い
る
。
男
系
に
よ
る
継
承
の
歴
史
は
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
。
ま
た
、
安
定
的
な
皇
位
継
承
の
た
め
の
歴
代
皇
室
が
払
っ
て
き
た
配
慮
も
同

様
に
尊
重
す
べ
き
。
中
世
か
ら
の
四
親
王
家
及
び
近
代
の
永
世
皇
族
制
度
に
よ
る
各
宮
家
の
存
在
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
を
ま
ず
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（

松
本
氏
）
 

 ○
皇
室
典
範
の
特
例
法
と
し
て
、「

旧
皇
族
の
男
系
男
子
に
よ
る
皇
族
身
分
取
得
特
例
法
」（

仮
称
）
や
「
旧
皇
族
の
男
系
男
子
に
よ
る
養
子
特
例
法
」（

仮
称
）
を
制
定
し
、

旧
皇
族
の
男
系
男
子
孫
の
中
か
ら
何
人
か
若
い
ふ
さ
わ
し
い
方
々
に
「
皇
族
」
と
な
っ
て
い
た
だ
い
た
り
、
現
宮
家
の
「
養
子
」
と
い
う
形
で
皇
族
に
な
っ
て
い
た
だ
く
。

旧
皇
族
の
男
系
男
子
孫
は
、
皇
室
と
親
戚
関
係
に
あ
り
、
い
ま
な
お
親
密
な
交
際
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
に
由
緒
正
し
い
若
い
方
々
を
皇
族
と
し
て
お

迎
え
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
民
感
情
と
し
て
も
受
け
入
れ
や
す
く
、
理
解
も
得
ら
れ
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
「
女
性
宮
家
」
の
よ
う
に
、
皇
室
と
全
く
無
縁
な
民

間
人
の
成
年
男
子
が
、
女
性
皇
族
と
の
婚
姻
を
機
に
突
然
皇
室
に
入
っ
て
く
る
よ
り
も
は
る
か
に
安
心
で
き
る
。
歴
史
上
、
皇
族
が
臣
籍
降
下
し
た
後
に
、
再
び
皇
籍
を

取
得
し
た
例
は
存
在
す
る
。
な
お
、
旧
皇
族
の
男
系
男
子
で
秋
篠
宮
皇
嗣
殿
下
の
次
の
世
代
に
属
す
る
若
い
方
々
を
皇
族
と
し
て
迎
え
る
の
は
、
で
き
る
だ
け
早
い
方
が

望
ま
し
い
。
少
し
で
も
早
く
迎
え
て
、
悠
仁
親
王
殿
下
を
支
え
る
体
制
を
整
え
て
い
た
だ
き
た
い
。〔

憲
法
第

14
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
〕
旧
皇
族
は
も
と
も
と
皇
室
典

範
第
２
条
第
２
項
の
皇
族
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
方
々
で
あ
り
、
純
然
た
る
国
民
と
言
え
る
の
か
疑
問
が
あ
る
。
直
系
の
皇
統
の
危
機
に
あ
り
、
潜
在
的
に
皇
位
継
承

権
を
持
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
一
般
国
民
と
は
違
う
立
場
に
あ
る
た
め
、
特
別
な
扱
い
が
さ
れ
て
も
よ
い
。（

百
地
氏
）
 

 ○
伏
見
宮
系
は
皇
位
継
承
に
補
完
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
傍
系
の
皇
族
で
あ
る
か
ら
、
①
②
に
賛
成
。
①
は
皇
室
典
範
第
９
条
を
維
持
し
つ
つ
特
例
法
を
制
定
す
る
こ
と

が
、
②
も
皇
籍
取
得
の
た
め
の
特
例
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
対
象
は
独
身
者
の
み
か
既
婚
者
も
含
む
か
、
後
者
の
場
合
は
配
偶
者
・
子
の
処
遇
が
、
問
題
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に
な
る
。
一
般
国
民
は
皇
位
継
承
の
仕
組
み
、
傍
系
継
承
の
例
、
旧
宮
家
の
男
系
男
子
に
ど
う
い
う
人
が
い
る
か
、
ほ
と
ん
ど
何
も
知
ら
な
い
。
専
門
家
が
こ
う
い
っ
た

仕
組
み
に
つ
い
て
正
し
く
説
明
し
、
国
民
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
。（

八
木
氏
）
 

 ○
こ
れ
ま
で
の
長
い
皇
室
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
皇
位
継
承
の
危
機
に
お
い
て
、
知
恵
を
出
し
合
い
、
皇
統
を
遡
り
、
伝
統
あ
る
皇
位
継
承
を
維
持
し
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、

皇
族
数
が
減
少
す
る
現
状
に
お
い
て
、
現
実
的
な
案
で
は
な
い
か
。
厳
密
な
ル
ー
ル
は
必
要
と
思
う
が
、
安
定
的
な
皇
位
継
承
確
保
の
観
点
か
ら
も
、
皇
室
の
歴
史
に
整

合
的
な
形
で
の
養
子
縁
組
は
可
能
で
は
な
い
か
。
現
在
又
は
将
来
の
皇
族
の
方
々
の
、
出
生
に
関
す
る
様
々
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
候
補
と
な
る
方

の
御
意
向
も
あ
る
が
、
皇
族
数
が
減
少
し
て
い
る
今
、
長
い
皇
室
の
歴
史
を
重
ん
じ
つ
つ
、
元
皇
族
の
系
譜
の
方
々
を
し
か
る
べ
き
形
で
皇
族
と
し
て
改
め
て
迎
え
入
れ
、

皇
室
を
支
え
て
い
た
だ
く
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
伝
統
に
整
合
的
で
は
な
い
か
。
皇
族
数
の
減
少
と
現
在
の
皇
族
の
方
々
の
御
負
担
増
と
い
う
差
し
迫
っ
た
課
題
を
踏
ま
え

て
検
討
を
進
め
る
の
が
よ
い
と
思
う
。（

綿
矢
氏
）
 

 

②
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
を
現
在
の
皇
族
と
別
に
新
た
に
皇
族
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
 

【
現
状
を
維
持
す
る
べ
き
と
す
る
意
見
】
 

○
一
般
国
民
の
間
に
お
け
る
平
等
原
則
に
対
し
て
「
門
地
」
な
ど
に
基
づ
く
例
外
を
設
け
、「

皇
族
」
と
い
う
継
続
的
な
特
例
的
地
位
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
憲
法
上

の
疑
念
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ハ
ー
ド
ル
は
高
い
。
そ
の
問
題
を
別
と
し
て
も
、
現
行
法
が
採
用
す
る
強
い
嫡
出
制
原
理
と
の
整
合
性
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、

「
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
」
が
全
て
対
象
者
・
適
格
者
に
な
る
と
す
る
の
は
問
題
。
そ
の
観
点
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
「
皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
」
の
う
ち
、

そ
の
原
則
に
合
致
す
る
者
の
み
に
絞
ら
れ
る
べ
き
。（

大
石
氏
）
 

 ○
配
偶
関
係
や
養
親
子
関
係
に
よ
る
天
皇
と
の
血
族
関
係
の
深
さ
な
ど
、
皇
族
と
な
り
得
る
説
得
的
な
根
拠
が
な
い
ま
ま
皇
族
に
な
っ
た
と
す
る
と
、
皇
族
と
は
何
か
と
い

う
根
本
的
な
疑
念
が
生
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
皇
統
に
属
す
る
男
系
男
子
で
あ
れ
ば
、
薄
い
血
縁
で
も
法
律
で
認
め
ら
れ
れ
ば
皇
族
と
な
り
得
る
こ
と
は
、
天
皇
と
の

血
縁
が
濃
い
一
定
範
囲
の
者
と
い
う
皇
位
継
承
の
在
り
方
と
全
く
異
な
る
。
ひ
い
て
は
、
国
民
と
皇
族
と
の
区
別
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
の
問
題
も
生
じ
か
ね
な
い
。
こ

の
意
味
で
、
賛
成
で
き
な
い
。（

岡
部
氏
）
 

 ○
憲
法
第
２
条
に
定
め
る
世
襲
と
認
め
ら
れ
る
方
に
限
り
皇
族
と
す
べ
き
。
継
体
天
皇
が
「
応
神
五
世
孫
」
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
よ
う
に
、
傍
系
と
い
っ
て
も
血
縁

が
遠
く
世
襲
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。〔

世
襲
の
範
囲
に
つ
い
て
〕
ど
れ
だ
け
遡
る
と
天
皇
と
血
筋
が
つ
な
が
る
か
。
天
皇
の
地
位
が
国
民

の
総
意
に
基
づ
く
こ
と
か
ら
、
世
間
一
般
で
ど
の
範
囲
を
血
縁
関
係
に
あ
る
と
い
う
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
常
識
的
に
は
４
世
ま
で
か
。
10

世
も

20
世
も
離
れ
る

と
、
血
縁
関
係
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
よ
り
正
統
性
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。（

笠
原
氏
・
再
掲
）
 

 ○
基
本
的
に
「
反
対
」。

た
だ
し
、
将
来
的
に
女
性
の
皇
族
方
と
そ
の
御
家
族
に
よ
っ
て
も
公
務
が
充
分
に
担
え
な
い
場
合
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。（

君
塚
氏
）
 

 ○
内
親
王
・
女
王
と
の
婚
姻
を
通
じ
た
皇
族
と
の
身
分
関
係
の
設
定
に
よ
ら
ず
、
一
般
国
民
で
あ
る
男
系
の
男
子
を
皇
族
と
す
る
こ
と
は
、
門
地
に
よ
る
差
別
と
し
て
憲
法

上
の
疑
義
が
あ
る
。（

宍
戸
氏
）
 

 ○
安
定
的
皇
位
継
承
確
保
の
た
め
の
最
小
限
度
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
で
、
宮
家
の
増
設
な
ど
の
形
を
取
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
。（

都
倉
氏
）
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 ○

現
在
の
皇
族
と
は
別
に
新
た
な
皇
族
を
作
る
よ
う
な
こ
と
は
、
皇
統
の
分
裂
を
連
想
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
絶
対
に
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。（

所
氏
）
 

 ○
皇
籍
離
脱
後
長
期
間
が
た
っ
て
い
る
上
、
血
縁
的
に
も
遠
く
、
当
事
者
の
意
思
や
人
数
、
手
続
に
課
題
が
多
く
、
前
例
も
少
な
い
た
め
、
好
ま
し
く
な
い
。
伝
統
だ
か
ら
、

1,
70
0
年
続
い
た
か
ら
、
憲
法
の
経
緯
や
理
念
を
曲
げ
て
で
も
男
系
を
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。（

古
川
氏
・
再
掲
）
 

 ○
旧

11
宮
家
が
皇
籍
を
離
脱
し
て
か
ら

70
年
以
上
が
経
過
し
、
国
民
に
と
っ
て
全
く
遠
い
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
皇
統
に
属
す
る
男
子
と
い
う
だ
け
で
女
性
皇
族
を
上
回

る
説
得
力
を
持
つ
か
。
皇
統
に
属
す
る
男
系
男
子
の
中
か
ら
何
ら
か
の
選
択
が
必
要
と
な
り
、
当
事
者
の
希
望
や
事
情
を
勘
案
す
る
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
厳
密
な
血

統
継
承
に
は
人
智
を
超
え
た
部
分
が
あ
る
と
こ
ろ
、
選
択
や
希
望
の
結
果
と
し
て
皇
族
に
な
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
。（

本
郷
氏
・
再
掲
）
 

 【
現
状
の
変
更
を
示
唆
す
る
意
見
・
変
更
す
る
場
合
の
課
題
を
指
摘
す
る
意
見
】
 

○
歴
史
上
、
皇
位
継
承
者
に
複
数
の
候
補
が
あ
る
場
合
、
一
番
血
縁
が
近
い
方
を
選
ん
で
き
た
。
考
え
る
こ
と
は
必
要
だ
が
、
共
通
の
祖
先
が
南
北
朝
時
代
に
ま
で
遡
る
方

に
天
皇
・
皇
族
と
な
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
、
伝
統
に
照
ら
し
て
ど
う
考
え
る
か
非
常
に
難
し
い
問
題
。
他
方
、
伏
見
宮
は
例
外
的
に
皇
族
と
さ
れ
て
き
た
と
い
う
面
も

あ
る
。（

今
谷
氏
・
再
掲
）
 

 ○
今
上
陛
下
は
じ
め
現
皇
族
方
と
親
し
い
間
柄
に
あ
る
、
男
系
男
子
が
い
る
元
宮
家
の
方
々
を
家
族
単
位
で
養
子
に
す
る
こ
と
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
皇
統
に
属
す
る
男

系
男
子
を
現
在
の
皇
族
と
別
に
新
た
に
皇
族
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
天
皇
が
１
人
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
、
天
皇
を
守
る
皇
族
が
必
要
。
旧
宮
家
は

長
い
伝
統
の
中
で
ず
っ
と
皇
族
だ
っ
た
。
皇
室
に
縁
の
な
か
っ
た
人
物
が
女
性
皇
族
と
結
婚
す
れ
ば
皇
族
と
な
る
こ
と
を
是
と
す
る
な
ら
、
つ
い
何
十
年
前
ま
で
皇
族
の

一
員
で
あ
っ
た
方
が
戻
る
こ
と
が
な
ぜ
お
か
し
い
か
。
比
較
衡
量
の
問
題
で
こ
ち
ら
が
断
然
国
民
に
対
す
る
説
得
力
も
あ
る
と
思
う
。（

櫻
井
氏
・
再
掲
）
 

 ○
戦
後

GH
Q
の
方
針
に
よ
り
皇
籍
を
離
れ
た
元
皇
族
方
に
戻
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
賛
成
す
る
。「

も
う

70
年
も
経
っ
て
い
る
」
と
い
う
声
も
あ
る
が
、
長
い
歴
史
か
ら
み

れ
ば
た
っ
た
の

70
年
し
か
た
っ
て
い
な
い
。
ま
た
戦
後
の
事
態
は
、
人
為
的
、
強
制
的
に
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
昭
和
天
皇
や
御
本
人
た
ち
の
意
思
に
基
づ
く
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
を
考
え
れ
ば
、
元
皇
族
の
ど
な
た
か
に
復
帰
し
て
い
た
だ
く
の
は
自
然
。（

里
中
氏
・
再
掲
）
 

 ○
賛
成
。（

曽
根
氏
）
 

 ○
皇
統
を
護
る
た
め
の
方
法
は
１
つ
に
絞
ら
ず
、
皇
統
を
引
き
継
い
で
く
だ
さ
る
方
が
多
い
ほ
ど
、
安
定
的
な
皇
位
継
承
に
つ
な
が
る
。（

半
井
氏
・
再
掲
）
 

 ○
選
択
肢
を
広
げ
る
意
味
で
①
②
の
両
方
と
も
認
め
る
べ
き
。
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
旧
宮
家
の
男
系
男
子
以
外
の
皇
籍
復
帰
は
、
今
は
考
え
る
べ
き
で
な
い
。
旧
宮
家
は

外
か
ら
の
強
制
で
降
下
し
た
の
で
、
そ
れ
以
前
に
降
下
し
た
方
々
と
同
じ
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
異
常
な
歴
史
を
元
に
戻
す
意
味
。（

新
田
氏
・
再
掲
）
 

 ○
歴
史
の
重
さ
を
踏
ま
え
、
①
②
共
に
可
能
性
は
あ
り
、
十
分
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
神
道
の
観
点
か
ら
は
男
系
世
襲
と
い
う
こ
と
は
、
皇
孫
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
以
来
の

天
つ
神
の

命
み
こ
と

の
継
承
を
意
味
し
て
い
る
。
男
系
に
よ
る
継
承
の
歴
史
は
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
。
ま
た
、
安
定
的
な
皇
位
継
承
の
た
め
の
歴
代
皇
室
が
払
っ
て
き
た
配
慮
も
同

様
に
尊
重
す
べ
き
。
中
世
か
ら
の
四
親
王
家
及
び
近
代
の
永
世
皇
族
制
度
に
よ
る
各
宮
家
の
存
在
に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
を
ま
ず
は
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（

松
本
氏
・
再

掲
）
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 ○

皇
室
典
範
の
特
例
法
と
し
て
、「

旧
皇
族
の
男
系
男
子
に
よ
る
皇
族
身
分
取
得
特
例
法
」（

仮
称
）
や
「
旧
皇
族
の
男
系
男
子
に
よ
る
養
子
特
例
法
」（

仮
称
）
を
制
定
し
、

旧
皇
族
の
男
系
男
子
孫
の
中
か
ら
何
人
か
若
い
ふ
さ
わ
し
い
方
々
に
「
皇
族
」
と
な
っ
て
い
た
だ
い
た
り
、
現
宮
家
の
「
養
子
」
と
い
う
形
で
皇
族
に
な
っ
て
い
た
だ
く
。

旧
皇
族
の
男
系
男
子
孫
は
、
皇
室
と
親
戚
関
係
に
あ
り
、
い
ま
な
お
親
密
な
交
際
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
に
由
緒
正
し
い
若
い
方
々
を
皇
族
と
し
て
お

迎
え
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
民
感
情
と
し
て
も
受
け
入
れ
や
す
く
、
理
解
も
得
ら
れ
や
す
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
「
女
性
宮
家
」
の
よ
う
に
、
皇
室
と
全
く
無
縁
な
民

間
人
の
成
年
男
子
が
、
女
性
皇
族
と
の
婚
姻
を
機
に
突
然
皇
室
に
入
っ
て
く
る
よ
り
も
は
る
か
に
安
心
で
き
る
。
歴
史
上
、
皇
族
が
臣
籍
降
下
し
た
後
に
、
再
び
皇
籍
を

取
得
し
た
例
は
存
在
す
る
。
な
お
、
旧
皇
族
の
男
系
男
子
で
秋
篠
宮
皇
嗣
殿
下
の
次
の
世
代
に
属
す
る
若
い
方
々
を
皇
族
と
し
て
迎
え
る
の
は
、
で
き
る
だ
け
早
い
方
が

望
ま
し
い
。
少
し
で
も
早
く
迎
え
て
、
悠
仁
親
王
殿
下
を
支
え
る
体
制
を
整
え
て
い
た
だ
き
た
い
。〔

憲
法
第

14
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
〕
旧
皇
族
は
も
と
も
と
皇
室
典

範
第
２
条
第
２
項
の
皇
族
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
方
々
で
あ
り
、
純
然
た
る
国
民
と
言
え
る
の
か
疑
問
が
あ
る
。
直
系
の
皇
統
の
危
機
に
あ
り
、
潜
在
的
に
皇
位
継
承

権
を
持
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
一
般
国
民
と
は
違
う
立
場
に
あ
る
た
め
、
特
別
な
扱
い
が
さ
れ
て
も
よ
い
。（

百
地
氏
・
再
掲
）
 

 ○
伏
見
宮
系
は
皇
位
継
承
に
補
完
的
役
割
を
果
た
し
て
き
た
傍
系
の
皇
族
で
あ
る
か
ら
、
①
②
に
賛
成
。
①
は
皇
室
典
範
第
９
条
を
維
持
し
つ
つ
特
例
法
を
制
定
す
る
こ
と

が
、
②
も
皇
籍
取
得
の
た
め
の
特
例
法
を
制
定
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
対
象
は
独
身
者
の
み
か
既
婚
者
も
含
む
か
、
後
者
の
場
合
は
配
偶
者
・
子
の
処
遇
が
、
問
題

に
な
る
。
一
般
国
民
は
皇
位
継
承
の
仕
組
み
、
傍
系
継
承
の
例
、
旧
宮
家
の
男
系
男
子
に
ど
う
い
う
人
が
い
る
か
、
ほ
と
ん
ど
何
も
知
ら
な
い
。
専
門
家
が
こ
う
い
っ
た

仕
組
み
に
つ
い
て
正
し
く
説
明
し
、
国
民
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
。（

八
木
氏
・
再
掲
）
 

 

 

皇
統
に
属
す
る
男
系
の
男
子
を
皇
族
と
し
た
場
合
の
皇
位
継
承
順
位
に
つ
い
て
 

○
皇
位
継
承
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
何
十
年
間
も
安
定
し
た
体
制
の
中
に
あ
る
。
今
上
陛
下
が
お
ら
れ
て
、
秋
篠
宮
殿
下
が
お
ら
れ
て
、
悠
仁
親
王
殿
下
が
お
ら
れ
る
。
養

子
等
の
子
孫
に
よ
る
皇
位
継
承
と
い
う
の
は
、
何
十
年
間
か
た
っ
た
後
の
問
題
だ
と
思
う
。（

櫻
井
氏
）
 

 ○
皇
位
継
承
資
格
は
、
養
子
と
な
っ
た
者
に
生
ま
れ
る
子
の
世
代
以
降
に
認
め
る
こ
と
が
自
然
。（

都
倉
氏
）
 

 ○
臣
籍
降
下
時
点
で
の
順
位
に
基
づ
き
、
宮
家
が
今
日
ま
で
続
い
て
い
た
場
合
を
想
定
し
て
決
め
る
べ
き
。（

新
田
氏
）
 

 ○
継
承
順
位
に
つ
い
て
は
皇
室
典
範
に
準
拠
し
、
近
親
の
順
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。（

松
本
氏
）
 

 ○
伏
見
宮
系
の
実
系
に
よ
る
こ
と
と
す
れ
ば
、
恣
意
も
入
ら
ず
混
乱
も
な
い
。（

八
木
氏
）
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有
識
者
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
示
さ
れ
た
主
な
意
見

 

○
側
室
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
近
代
医
学
の
粋
を
尽
く
し
て
男
子
出
生
を
目
指
す
等
の
措
置
が
考
え
ら
れ
る
。（

今
谷
氏
）
 

 ○
一
般
国
民
に
と
っ
て
、
地
位
の
継
承
や
相
続
の
問
題
は
直
接
の
子
孫
を
始
め
と
し
て
せ
い
ぜ
い
４
世
代
程
度
の
も
の
と
し
て
、
短
期
的
に
も
の
ご
と
を
考
え
る
傾
向
に
あ

る
。
し
か
し
、
皇
統
・
皇
室
の
長
い
歴
史
を
考
え
る
と
、
幾
世
代
に
も
遡
っ
て
地
位
の
継
承
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
に
一
般
国
民
の
意
識
・
感
情
を
考
慮

し
て
決
め
る
場
合
に
、
常
に
そ
う
し
た
長
期
的
な
視
野
も
大
事
に
な
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
べ
き
。（

大
石
氏
）
 

 ○
国
民
の
強
い
要
望
に
よ
り
直
系
長
子
を
最
優
先
し
、
天
皇
の
子
で
あ
る
内
親
王
に
皇
位
継
承
資
格
を
認
め
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
な
お
、
天
皇
が
宮
家
の
親
王
と
養
子

縁
組
を
し
、
皇
位
継
承
順
位
を
男
系
男
子
優
先
と
し
た
場
合
、
養
子
と
な
っ
た
親
王
が
皇
位
を
継
承
す
る
。（

笠
原
氏
）
 

 ○
皇
室
と
国
民
と
の
間
を
よ
り
親
密
な
も
の
に
し
て
い
く
べ
き
。
国
民
の
多
く
が
皇
位
継
承
や
皇
族
数
の
問
題
な
ど
に
深
い
関
心
を
払
っ
て
い
な
い
。
皇
室
と
は
何
か
、
皇
族

の
方
々
は
日
々
ど
の
よ
う
な
活
動
を
な
さ
っ
て
い
る
の
か
を
よ
り
積
極
的
に
広
報
し
、
国
民
全
体
に
現
下
の
問
題
の
深
刻
さ
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
。（

君
塚
氏
）
 

 ○
皇
位
継
承
に
ま
つ
わ
る
不
安
要
素
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
る
事
態
は
今
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
な
く
、
今
現
在
の
こ
の
状
況
も
決
し
て
前
代
未
聞
の
こ
と
で
は
な
い
。
落
ち
つ
い

て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
取
組
が
、
今
現
在
皇
族
と
し
て
生
き
て
お
ら
れ
る
方
々
に
不
安
や
不
信
を
生
ま
な
い
よ
う
配
慮
す
べ
き
。（

里
中
氏
）
 

 ○
皇
族
間
の
養
子
縁
組
は
今
後
の
検
討
に
値
す
る
。
天
皇
と
次
の
皇
位
継
承
者
等
の
親
等
が
「
遠
い
」
場
合
に
、
本
人
の
皇
位
継
承
へ
の
準
備
に
加
え
、
国
民
か
ら
見
た
皇
位

継
承
の
安
定
性
・
連
続
性
を
高
め
る
点
で
、
養
子
縁
組
を
用
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。（

宍
戸
氏
）
 

 ○
宮
内
庁
職
員
の
ほ
か
に
、
参
与
（
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）
な
ど
の
形
で
、
日
頃
よ
り
身
近
に
皇
族
に
接
し
腰
を
据
え
て
相
談
役
と
な
る
民
間
の
人
々
を
厚
く
す
る
必
要
が
あ
る
。

将
来
を
見
据
え
た
行
動
の
在
り
方
、
国
民
に
対
す
る
情
報
発
信
、
さ
ら
に
は
政
治
と
の
適
切
な
距
離
や
「
公
的
行
為
」
の
適
切
な
範
囲
の
模
索
な
ど
は
、
皇
室
と
国
民
の

安
定
的
な
関
係
性
の
持
続
に
不
可
欠
だ
が
、
現
在
非
常
に
手
薄
と
な
っ
て
い
る
感
が
あ
り
、
検
討
が
急
務
。（

都
倉
氏
）
 

 ○
皇
室
会
議
が
、
皇
室
の
在
り
方
に
つ
い
て
常
に
検
討
を
加
え
改
善
案
等
を
提
唱
で
き
る
よ
う
な
場
と
し
て
運
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。（

所
氏
）
 

 問
10
 
安
定
的
な
皇
位
継
承
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
や
、
皇
族
数
の
減
少
に
係
る
対
応
方
策
と
し
て
、
そ
の

ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
か
。
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 ○

御
結
婚
に
よ
り
皇
籍
離
脱
さ
れ
た
元
女
性
皇
族
が
、
民
間
人
と
し
て
皇
室
の
活
動
を
支
援
し
た
り
御
公
務
を
一
部
担
う
の
で
あ
れ
ば
、
過
去
に
皇
籍
離
脱
さ
れ
た
宮
家
の

男
系
男
子
も
同
様
に
皇
室
の
活
動
を
支
援
し
た
り
御
公
務
の
一
部
を
担
っ
て
い
た
だ
く
べ
き
。
ま
た
、
学
校
教
育
で
も
日
本
は
天
皇
が
い
る
長
い
歴
史
の
あ
る
国
と
い
う

こ
と
を
し
っ
か
り
教
え
る
べ
き
。（

半
井
氏
）
 

 ○
生
ま
れ
て
く
る
子
の
性
別
に
よ
っ
て
皇
位
継
承
者
の
確
保
が
で
き
な
い
と
い
う
事
態
に
陥
る
制
度
は
、
安
定
的
な
方
策
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
ま
で
も
立
法
過
程
に
お
い

て
、
伝
統
と
と
も
に
国
民
感
情
も
重
視
さ
れ
て
き
た
。
皇
室
の
制
度
は
、
国
民
と
の
信
頼
関
係
な
し
に
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う

な
方
策
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。（

橋
本
氏
）
 

 ○
皇
族
に
は
制
約
が
多
く
、
民
間
か
ら
皇
室
に
入
り
た
い
と
い
う
人
は
、
男
女
を
問
わ
ず
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
可
能
性
が
高
い
。
世
襲
と
い
う
点
以
外
の
制
約
に
つ
い
て

は
、
で
き
る
だ
け
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
。（

古
川
氏
）
 

 ○
天
皇
・
皇
室
そ
の
も
の
の
歴
史
、
国
民
と
の
関
わ
り
の
歴
史
に
関
す
る
知
識
を
広
く
国
民
が
共
有
す
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
政
府
が
率
先
し
て
施
策
を
講
じ
る
べ
き
。
国

民
に
充
分
な
知
識
・
理
解
が
な
い
中
で
拙
速
に
議
論
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
危
惧
す
る
。（

松
本
氏
）
 

 ○
皇
室
が
こ
れ
か
ら
も
長
く
続
い
て
い
く
た
め
に
も
、
皇
族
の
方
々
の
心
身
の
負
担
が
低
減
さ
れ
る
こ
と
も
重
要
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
た
れ
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
確
保
さ

れ
た
上
で
、
良
い
出
会
い
が
多
く
広
が
っ
て
い
る
よ
う
な
環
境
で
お
過
ご
し
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。（

綿
矢
氏
）
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